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前 書 き 

 

 近年の大規模災害においては、被災者の居住環境が損なわれる事態が度々発生してお

り、応急仮設住宅（賃貸型応急住宅及び建設型応急住宅）の提供等に時間を要している

ことで、被災者は避難所等での避難生活を余儀なくされている。 

 例えば、必要な建設型応急住宅数を用意するに当たって、発災から建設型応急住宅の

完成までに、東日本大震災における宮城県では約 10 か月、令和６年能登半島地震におけ

る石川県では約 12 か月の期間を要している。 

東日本大震災では、応急仮設住宅が約 12 万戸供与されているところ、国の「大規模災

害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会」においては、南海トラフ巨大地

震（南海トラフ地震のうち、想定される最大規模の地震）では最大で 205 万戸、首都直

下地震では最大で 94 万戸の応急仮設住宅が必要との試算もなされている。 

過去の大規模災害では、賃貸型応急住宅の契約手続に時間が掛かったケースや、建設

型応急住宅の建設用地や建設資材の確保などに時間を要し、供与に時間が掛かったケー

ス等がみられた。 

住宅は人々の生活を支える基盤であり、災害により住宅を失った被災者が１日も早く

生活を再建できるよう、速やかな応急仮設住宅の提供等が求められており、南海トラフ

地震や首都直下地震等の大規模災害時における早期提供等に向けた課題や支障を早急に

改善する必要がある。 

本調査は、過去の大規模災害における応急仮設住宅の早期提供等に関する課題やボト

ルネックを把握・整理するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震が想定されている

地域における、応急仮設住宅の提供等に関する、被害想定を踏まえた地方公共団体等の

取組状況や国の支援等の状況を調査し、その円滑・迅速な提供等に資する方策を検討す

ることを目的として実施したものである。 

なお、本調査で明らかになった課題や実態を踏まえ、今後、国や地方公共団体におい

て取り組む必要があると当省が考えた事項については、項目ごとに「所見」や「地方公

共団体における今後に向けた取組」としてまとめているが、それにとらわれず、本調査

結果を幅広く大規模災害への準備の見直しに役立ててもらえれば幸いである。 
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第１ 調査の目的等 

 

１ 目的 

本調査は、過去の大規模災害 1における応急仮設住宅の早期提供等に関する課題や

ボトルネックを把握・整理するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震が想定され

ている地域における、応急仮設住宅の提供等に関する、被害想定を踏まえた地方公共

団体等の取組状況や国の支援等の状況を調査し、その円滑・迅速な提供等に資する方

策を検討することを目的として実施したものである。 

 

２ 対象機関 

(1) 調査対象機関 

   内閣府、国土交通省 

 

(2) 関連調査等対象機関 

  ア 東日本大震災後に大規模な地震災害があった被災地 

平成 28 年熊本地震（以下「熊本地震」という。）の被災地方公共団体（２） 

（熊本県、熊本市） 

令和６年能登半島地震（以下「能登半島地震」という。）の被災地方公共団体（６） 

（石川県、輪島市、珠洲市、志賀町、新潟県、新潟市） 

 

イ 南海トラフ地震又は首都直下地震が想定されている地域 2 

都道府県（12） 

（東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、

愛媛県、高知県、大分県、宮崎県） 

救助実施市 3（３） 

（横浜市、名古屋市、神戸市） 

市町村（特別区を含む。以下同じ。）（12） 

関係団体等 

 

３ 担当部局 

  行政評価局 

  管区行政評価局（中部、近畿、九州） 

 
1  本調査において「大規模な地震災害」とは、応急仮設住宅が１万戸以上供与された地震災害をいう。 
2 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）第３条第１項

又は首都直下地震対策特別措置法（平成 25 年法律第 88 号）第３条第１項に基づき、内閣総理大臣が指定

している地域（南海トラフ地震防災対策推進地域）又は区域（首都直下地震緊急対策区域）内の地方公共

団体を調査対象とした。 
3 内閣総理大臣の指定により、被災者の救助を自らの事務として実施できる指定都市をいい（災害救助法

（昭和 22 年法律第 118 号）第２条の２）、令和８年３月時点、仙台市、横浜市、川崎市、相模原市、神戸

市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市、名古屋市、さいたま市、京都市及び千葉市の計 13 市が指定され

ている。 
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四国行政評価支局 

行政評価事務所（兵庫） 

 

４ 実施時期 

  令和７年５月～８年５月  
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第２ 調査結果 

１ 制度概要・調査の手法等 

(1) 災害時における応急的な住宅の確保等に係る支援制度 

災害対策に係る基本的な法制度としては、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号）があり、同法は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、社会

の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としている。同法では、防災

に関係する機関の責務を明確化するとともに、防災計画の策定、災害予防等の災害

発生前の備えから、発生後の応急対策、災害復旧等までの一連の災害対策について

規定しており、災害発生後の応急対策については、市町村が第一次的な責務を負う

位置付けとなっている。 

また、災害により市町村の区域内で一定の住宅が滅失した場合等において、応急

的に救助を行う必要がある場合には、都道府県知事又は救助実施市の長により災害

救助法が適用され 4、避難所の設置、応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食

品の給与、被災した住宅の応急修理等の救助が行われる。 

さらに、復旧・復興期になると、一定規模以上の自然災害により住宅に全壊や大規

模半壊等の被害が発生した市町村等には、都道府県により被災者生活再建支援法（平

成 10 年法律第 66 号）が適用され 5、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金

を活用して生活再建や住まいの再建のための被災者生活再建支援金の支給等の支援

が行われる。 

これに加えて、地方公共団体独自の取組として、被災状況に応じ、被災した住宅の

復旧のための支援等が行われている 6。 

 

(2) 災害救助法の沿革 

災害救助法は昭和 22 年の制定後、度々改正が行われており、昭和 28 年の改正で

は、被災した住宅の応急修理や応急仮設住宅の明文化等の改正が行われている。 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法律第 87

号）の制定により、災害救助法は従前の機関委任事務から法定受託事務となった。平

成 25 年 10 月には、平成 23 年の東日本大震災を受けて、災害対策基本法を柱に防

災、発災後の応急期対策、復旧・復興を一元的に担い、発災後の迅速な災害応急対応

を行うため、災害救助法は厚生労働省から内閣府に移管された。 

平成 31 年４月からは、内閣総理大臣の指定を受けた指定都市（救助実施市）の長

が自らの事務として被災者の救助を行うことが可能となっている。 

 

 
4 災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）第１条第１項各号により、ⅰ）当該市町村区域内の人口

に応じた住家滅失世帯数、ⅱ）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の住家滅失世帯数等の適用

基準が規定されており、例えば、ⅰ）については、人口 30 万人以上の場合は 150 世帯、10 万人以上 30 万

人未満の場合は 100 世帯とされている。 
5 被災者生活再建支援法施行令（平成 10 年政令第 361 号）第１条各号により、ⅰ）自然災害により 10 以

上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村、ⅱ）自然災害により 100 以上の世帯の住宅が全壊する

被害が発生した都道府県等の適用基準が規定されている。 
6 例えば、能登半島地震の際、石川県は液状化等により被害を受けた住宅の復旧を支援する制度を創設し

ている。 
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(3) 被災者の住まい確保の流れ 

   災害が発生し、災害救助法が適用された場合、自宅が損壊した世帯は、その損壊

の程度に応じて、ⅰ）日常生活に必要な最小限度の部分の修理（以下「応急修理」と

いう。）の利用、ⅱ）応急仮設住宅（賃貸型応急住宅（以下「賃貸型」という。）又は

建設型応急住宅（以下「建設型」という。）） 7への入居が可能となる。 

応急仮設住宅への入居後、被災者は、自宅再建、民間賃貸住宅や災害公営住宅への

入居等により、住まいの再建を図ることになる（図１-①）。 

なお、本調査で対象としたのは、応急段階における「被災した住宅の応急修理」と

「応急仮設住宅への入居（他の都道府県に応急仮設住宅の確保の協力を求める場合

を含む。）」である（図１-①の赤枠内）。 

 

図１-① 被災者の住まい確保の流れ 

 

（注）１ 内閣府の資料に基づき、当省が作成した。 

２ 「賃貸型応急住宅」及び「建設型応急住宅」については、従来、それぞれ「借上型仮設住宅」及

び「建設型仮設住宅」とされていた（災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償

の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号。以下「内閣府告示」という。））ところ、令和元年９月 30

日にその名称が変更された。本報告書では、変更以前の事項についても、現行の名称に読み替えて

記述している。ただし、他の文書等からの引用部分については、原文の表記のまま記載している。 

 

(4) 災害救助法に基づく災害救助事務の分担 

災害が発生し、災害救助法が適用になると、同法に基づく救助は、都道府県知事

が、災害が発生した市町村の区域内において、現に救助を必要とする者に行うこと

とされている（災害救助法第２条第１項）。 

ただし、必要に応じて、救助の実施に関する事務の一部を市町村に委任できる（災

 
7 災害救助法に基づく応急仮設住宅には、建設し供与するもの（建設型）と、民間賃貸住宅を借り上げて

供与するもの（賃貸型）がある。 

応急仮設住宅への入居

従
前
の
住
宅

発
災

発災直後 応急段階 復興段階

避難所、
親戚・知人
宅等への
避難

既存公営住宅等
の空き家への一
時的な入居

緊急復旧（簡易な修理）
被災した住宅の応急修理 従前の住宅への

継続居住

持ち家の再建
（新築、購入、建替）

民間賃貸住宅等への入居（賃貸型
応急住宅からの契約切り替えを含む）

災害公営住宅への入居

公的賃貸住宅等への入居（一時的な
入居等からの契約切り替えを含む）

災害民間賃貸住宅（セーフティネット登録住宅等）への入居

建設型応急住宅

既存公営住宅等※2

賃貸型応急住宅

被災前

※１ 公営住宅については目的外使用による。その他国家公務員宿舎や地方公共団体の職員住宅、単独住宅等への一時的な入居含む。
※2 公営住宅等を災害救助法に基づく「応急仮設住宅」として位置付けた場合

調査対象（※他の都道府県に応急的な住宅を確保する又は協力を求めるケース含む）
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害救助法第 13 条第１項。以下「事務委任」という。）。 

また、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、指定都市は、内閣総理大臣の指

定により、自らの事務として被災者の救助を行うことができる（災害救助法第２条

の２）。 

なお、救助にかかった費用については、最大 50/100 を都道府県が負担し、残りは

国が負担することとされている（災害救助法第 21 条第１項）。 

 

(5) 救助の程度、方法及び期間 

  （一般基準） 

災害救助法施行令第３条第１項により、救助の程度、方法及び期間は、応急救助に

必要な範囲内において、内閣府告示 8に従い、あらかじめ、都道府県知事又は救助実

施市の長が、これを定めるとされている。 

 

（特別基準） 

災害救助法施行令第３条第２項により、一般基準では救助の適切な実施が困難な

場合、都道府県知事又は救助実施市の長は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た

上で、特別基準を定めることができるとされている。 

 

(6) 南海トラフ巨大地震及び首都直下地震における応急仮設住宅の想定必要戸数と東

日本大震災以降の大規模な地震災害における供与状況等 

（応急仮設住宅） 

「大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会」が平成 29 年８

月に取りまとめた「大規模災害時における被災者の住まいの確保策に関する検討会 

論点整理」（以下「論点整理」という。）によると、南海トラフ巨大地震 9及び首都直

下地震における応急仮設住宅の必要戸数は、それぞれ、最大で約 205 万戸及び約 94

万戸と試算されている 10（参考１）。 

他方、東日本大震災が発生した平成 23 年以降令和８年１月１日時点までに、災害

救助法が適用され、応急仮設住宅（賃貸型及び建設型）が１万戸以上供与された災害

は、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震の３災害である（表１-①）。 

いずれの３災害も、建設型は１年以内に全戸完成し、供与されている 11が、南海

トラフ巨大地震や首都直下地震における想定必要戸数はこれをはるかに超えている

ことから、これまでの災害に比べて、供与が相当程度遅れるおそれがある。そのた

め、これまでの災害で生じた、提供等の遅れにつながった課題は、可能な限り発災前

 
8 例えば、建設型の供与対象者や要件等の基準については、全壊等し自らの資力では住家を得ることがで

きない者に対し、１戸平均 708 万 9,000 円以内で、２年を限度に供与することとされている（詳細は 90 ペ

ージ参照）。応急修理の一般基準については 23 ページ、賃貸型の一般基準については 43 ページを参照 
9 南海トラフ地震のうち、想定される最大規模の地震をいう（「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」

（平成 26 年３月 28 日中央防災会議決定、令和７年７月１日一部変更））。以下同じ。 
10 南海トラフ巨大地震については令和７年３月に、首都直下地震については令和７年 12 月に、新たな被

害想定が公表されている。新想定に基づいて必要戸数の見直しが行われれば、必要戸数は変動するとみら

れるが、令和８年３月時点、見直しは行われていないため、平成 29 年当時に試算された必要戸数を記載し

ている。 
11 東日本大震災については、福島県を除く。 
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に解決しておくことが望ましいと考えられる。 

 

表１-① 大規模な地震災害における応急仮設住宅の供与状況（東日本大震災以降） 

 

  東日本大震災 熊本地震 能登半島地震 南海トラフ地震 首都直下地震 

住家 
被害 

全壊 
122,050 棟 

(注 1) 
8,667 棟(注 5) 6,461 棟(注 8) 

約 94～239 万棟 
(注 12) 

約 24～61 万棟 
(注 12) 

半壊 
283,988 棟 

(注 1) 
34,719 棟(注 5) 23,336 棟(注 8) 

約 169 万～276 万
棟(注 12) 

約 67 万棟(注 12) 

応急 
仮設 
住宅 

建設型 53,194 戸(注 2) 4,303 戸(注 5) 6,882 戸(注 9)  
約 84 万戸以内 

(注 12) 
約 8 万戸以内 

(注 12) 

賃貸型 68,645 戸(注 2) 15,925 戸(注 5) 
4,471 戸 
（石川県） 
(注 10) 

約 121 万戸(注 12) 約 86 万戸(注 12) 

① 発災年月日 
平成 23 年 3 月 11 日 

(注 1) 

平成 28 年 4 月
14 日、16 日 

(注 5) 

令和 6 年 1 月 1
日(注 8) 

  

建設着工年月日 
（建設型） 

平成 23 年 3 月 28 日 
（宮城県） 

(注 3) 

平成 28 年 4 月
29 日(注 6) 

令和 6 年 1 月 12
日(注 10) 

② 全戸完成年月
日 

（建設型） 

平成 23 年 12 月 26 日 
（宮城県） 

(注 4) 

平成 28 年 11 月
14 日 
(注 5) 

令和 6 年 12 月
23 日 

（注 11） 

発災から全戸完成ま
での日数 
（②－①） 

290 日 214 日(注 7) 357 日 

（注）１ 「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（令和６年３月１日

現在）」（令和６年３月８日総務省消防庁公表）による。 

２ 「被災者の住まいの確保策検討ワーキンググループ」の平成 26 年５月 27 日に開催の第４回の

会議における資料２「被災者の住まいの確保に関する検討課題等（主に応急仮設住宅・住宅の応急

修理関係）参考資料」による。 

３ 宮城県のホームページで公表されている「東日本大震災宮城の震災対応記録 応急仮設住宅の

整備・運営」による。 

４ 宮城県のホームページで公表されている「東日本大震災における建設型応急住宅（プレハブ仮設

住宅）の概要」による。 

５ 「平成 28 年（2016 年）熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について」（平成 31

年４月 12 日内閣府公表）による。 

６ 内閣府のホームページで公表されている「特集１ 平成 28 年熊本地震‐内閣府防災情報のペー

ジ」による。 

７ 平成 28 年４月 14 日を起点に算出した。 

８ 「令和６年能登半島地震に係る被害状況等について」（令和７年１月 28 日非常災害対策本部公

表）による。 

９ 「応急仮設住宅の整備状況」（令和６年 12 月 23 日石川県公表）による。 

10 令和６年 10 月１日時点の石川県内における入居決定戸数である。「令和６年能登半島地震にお

ける被害と対応」（令和７年１月国土交通省公表）による。 

11 石川県のホームページで公表されている「令和６年能登半島地震復旧・復興のあゆみ」の「No.

１（仮設住宅の完成）」（令和６年 12 月 26 日時点）による。 

12 論点整理による。 

 

（応急修理） 

熊本地震における応急修理件数は約 3 万 3,000 件、能登半島地震における応急修
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理件数（石川県への申込件数）は令和７年７月 31 日時点で約 1 万 5,000 件となって

いる（表１-②）。 

 

表１-② 応急修理の実施件数及び期間（熊本地震及び能登半島地震） 

対象 実施件数 実施期間 

熊本地震 33,083 平成 28年４月 25日～令和元年 10月 13日 

能登半島地震 

（石川県のみ） 

申込み：14,615 

完了：11,250 

令和６年１月１日～令和７年７月 31日（注

２） 

（注）１ 熊本県の資料及び石川県の資料に基づき、当省が作成した。 

２ 石川県における応急修理は、令和８年１月時点、同年９月末まで実施予定とされている。 

 

(7) 調査の手法等 

（調査の流れ） 

本調査は、まず、東日本大震災後に大規模な地震災害があった地域（熊本地震又は

能登半島地震の被災地）において、発災当時に生じた、応急仮設住宅の迅速な提供等

に当たっての支障や実態等について調査（以下「被災地に対する調査」という。）を

行った。次に、被災地に対する調査で得られた知見を基に、南海トラフ地震又は首都

直下地震が想定されている地域における調査（以下「大規模災害が想定されている

地域に対する調査」という。）を行った。 

 

（大規模災害が想定されている地域における調査対象とした地方公共団体の選定の

考え方） 

今回、大規模災害が想定されている地域に対する調査対象とした地方公共団体は、

南海トラフ地震又は首都直下地震が想定されている地域の中から、想定されている

建物被害が比較的大きい地方公共団体を選定した。 

市町村については、人口規模等で偏らないよう、令和２年の国勢調査を基に、大都

市圏・都市圏に属する地域と属しない地域のバランスを考慮して選定した。 

 

（調査範囲について） 

災害対応は、様々な取組が連動して行われるため、各取組の進捗状況が相互に影

響する。例えば、建設型を建設するためには、資材を運ぶルートが確保されていなけ

ればならない。その点で、建設型の早期の建設と道路の早期復旧は関連する。また、

応急仮設住宅に入居するには、原則としてり災証明書が必要であるため、り災証明

書の早期発行も、応急仮設住宅への早期入居と関連する。さらには、被災者と迅速に

コミュニケーションをとることも、応急仮設住宅の入居希望の早期把握及び迅速な

提供等につながる。 

そのような、応急仮設住宅の提供等に関連する取組に広げて調査することも、一

案として考えられるところではあるが、それぞれが深く掘り下げて検討すべきテー

マと考えられ、「応急仮設住宅の早期提供等」を目的とした本調査の主題から外れ、

議論が散逸するおそれがあるため、本調査の範囲としていない。 

 

（「地方公共団体における今後に向けた取組」について） 
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本報告書では、各項細目の最後に「地方公共団体における今後に向けた取組」を記

載しているものがあり、これは本調査の結果を踏まえた意見として、以下の要件を

いずれも満たす場合に記載している。 

ⅰ）当該項細目の取組が十分に行われているとまではいえず、このまま大規模災害

が発災すると、円滑・迅速な応急仮設住宅の提供等に関する課題が生じるおそれ

がある。 

ⅱ）当該項細目の取組が十分に行われているとまではいえない地方公共団体が、複

数存在する（又は存在する可能性がある）。 

各地方公共団体においては、記載した意見の内容について早急に取り組むこと

が望ましいと考えられるため、応急仮設住宅の提供等に関する施策の検討の参考

としてもらいたい。 
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２ 被害想定に基づく供給戸数の推計状況等 

（本項目における調査の狙い・考え方） 

今後発災が想定されている南海トラフ地震及び首都直下地震は、これまでの大規模

災害を上回る被害が生じ、大量の応急仮設住宅を供与することとなる可能性がある。 

そのような中で、希望者に迅速に応急仮設住宅を供与するためには、各地方公共団

体において平時から、必要戸数の確保に向けた方法や役割分担等（早期に供与できな

い場合の想定も含む。）について、検討し、備えておくことが重要と考えられる。その

ためには、必要戸数及び供給可能戸数の推計が一定程度以上の精度で行われることが

重要である。推計が大きく外れると、十分と考えて取り組んできた準備が実際には不

十分であったということになるおそれがある。 

本項目では、大規模災害が想定されている地域における被害想定の策定・改定状況

並びに応急仮設住宅の必要戸数及び供給可能戸数の推計状況を調査した。 

 

(1) 被害想定の策定・改定状況等 

ア 制度の概要 

災害対策基本法に基づき策定されている防災基本計画（令和７年７月１日中央

防災会議決定）では、「国〔内閣府等〕及び地方公共団体は、被害の全体像の明確

化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするため、具体的な被害を算定する被害

想定を行う」こととされており、国は、中央防災会議において、以下のとおり南海

トラフ地震及び首都直下地震の被害想定を行い、公表している。 

 

(ｱ) 南海トラフ巨大地震 

中央防災会議は、平成 23 年３月に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、「あ

らゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波」の対策を検討することとし、

南海トラフ巨大地震の被害想定について、平成 24 年８月に「南海トラフ巨大地

震の被害想定について（第一次報告）」、平成 25 年３月に「南海トラフ巨大地震

の被害想定について（第二次報告）」を公表し、平成 25 年５月に「南海トラフ巨

大地震対策について（最終報告）」を取りまとめた。この最終報告に基づき、平

成 26 年３月に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が決定され、様々な対

策が実施されてきた。その後、令和元年６月に被害想定の再計算が行われ、令和

７年３月に新たな被害想定が公表された。これを受けて、同年７月に同計画が一

部変更された。 

 

(ｲ) 首都直下地震 

中央防災会議は、首都直下地震の被害想定について、平成 25 年 12 月に「首

都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」を取りまとめた。この最終

報告に基づき、平成 26 年３月 28 日に「首都直下地震緊急対策推進基本計画」

が閣議決定され 12、様々な対策が実施されてきた。その後、令和５年 12 月に

「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」が設置され、令和７年 12 月に新

 
12 その後、内容が変更され、改めて平成 27 年３月 31 日に「首都直下地震緊急対策推進基本計画」が閣

議決定されている。 
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たな被害想定が公表された。 

 

イ 調査結果（大規模災害が想定されている地域に対する調査） 

調査対象とした地方公共団体における南海トラフ地震又は首都直下地震の被害

想定の策定状況を調査したところ、12 都道府県全てにおいて、国の被害想定を基

に、地域における住宅の耐震化の状況等、各都道府県の詳細なデータを加味してよ

り精緻に算出した被害想定を策定していた。 

また、15 市町村（３救助実施市及び 12 市町村）のうち、５市町村（２救助実施

市及び３市町村）においては、都道府県の被害想定を踏まえた被害想定を策定して

いた（表２-(1)-①）。 

なお、残りの 10 市町村（１救助実施市及び９市町村）においては、市町村独自

の被害想定は策定していなかったものの、都道府県が策定した被害想定を活用し

ていた。 

各地方公共団体における被害想定の改定時期については、主に中央防災会議の

被害想定の改定に合わせて見直しが行われていた。これに加えて、地域防災計画

の改定に合わせて見直しが行われている例もみられた。 

 

表２-(1)-① 調査対象とした地方公共団体における南海トラフ地震又は首都直下地震

の被害想定の策定状況 

区分 都道府県 救助実施市 市町村 

被害想定を策定し

ている地方公共団

体数（割合） 

12 

(100％) 

２ 

(66.7％) 

３ 

(25％) 

被害想定を策定し

ていない地方公共

団体数（割合） 

０ 

(０％) 

１ 

(33.3％) 

９ 

(75％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、都道府県は 12 都道府県、救助実施市は３救助実施市、市町村は 12 市町村に対する

構成比である。 

  



11 

(2) 必要戸数と供給可能戸数の推計状況 

ア 制度の概要 

(ｱ) 必要戸数と供給可能戸数の推計の必要性 

応急仮設住宅の必要戸数と供給可能戸数を推計する必要性について、「被災者

の住まいの確保に関する取組事例集」（令和３年５月内閣府（防災担当）。以下

「取組事例集」という。）では、大規模災害発生時に、地方公共団体が地域の実

情に応じて賃貸型や建設型等を組み合わせ、迅速に供給戸数を確保できるよう

に平時から準備しておくこととされている（表２-(2)-①）。 

 

表２-(2)-① 取組事例集＜抜粋＞ 

２. 被害想定に対する住まいの供給フレームの検討 

(1) 大規模災害時における被災者の住まいの確保に係るシミュレーション 

◆ 概要 ◆ 

① 被災者の住まいの確保に係るシミュレーションの必要性 

首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の大規模災害発生時には、圧倒的に住まいが

不足し、被災者が広域的に避難することにより、応急的・一時的な住まいの生活が長

期化することや、被災地方公共団体の事務負担等が大幅に増加する。 

このため、大規模災害発生時の応急段階においては、全国に多数存在する空き家・

空き室を活用し、「賃貸型応急住宅」として積極的に供与するとともに、地域や被災者

の特性、復興の方向性等を踏まえつつ、賃貸型応急住宅とのバランスも考慮し、「建設

型応急住宅」を迅速に供与する。 

また、被災者の住まいを迅速に確保するためには、応急仮設住宅の供与の他に、一

時提供住宅（公営住宅や国家公務員宿舎等の公的住宅の空き室の活用）や、セーフテ

ィネット登録住宅（※）等の、既存ストックの活用も有効である。 

発災時に地方公共団体は、地域の実情に応じてこれらの被災者の住まいの確保方法

を組み合わせ、迅速に供給戸数を確保する必要がある。そのためには、平時より関係

部署・関係機関等と連携し、「被害想定戸数」及び、それに対する「応急救助期に提供

できる住まいの類型と戸数」を把握し、発災時に速やかに住まいを確保できるよう準

備しておく。 

※「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年７月６

日法律第 112 号）」に基づく新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要

配慮者向け賃貸住宅の登録制度において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅

として登録された住宅 

（注）下線は当省が付した。 

 

(ｲ) 必要戸数と供給可能戸数の推計方法 

内閣府は、具体的な被害想定を基に、各地方公共団体が被災者の住まいの確保

の現状を把握するためのシミュレーション方法のツールとして、取組事例集の

中で、「大規模災害時における被災者の住まいの確保に係るシミュレーションシ

ート」（以下「シミュレーションシート」という。）及びその使用方法をまとめた

「活用の手引き」を作成し、地方公共団体に提供している。シミュレーションシ

ートを用いることで、「各地方公共団体が、応急仮設住宅の必要戸数と、被災者
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の住まいの確保戸数を計算することが可能となる。」とされている。 

シミュレーションシートでは、被災者の住まいの供給手法の検討について、以

下の六つのステップで実施することとされている（表２—(2)-②）。 

 

表２-(2)-② 被災者の住まいの供給手法の検討ステップ 

区分 内容 

STEP１ 応急仮設住宅の必要戸数について、被害想定等を用いて様々な推計式から

推計 

STEP２ 一時提供住宅とすることができる公営住宅等の空き住戸や、民間賃貸住宅

等の既存ストックの空き家に関する情報を基に賃貸型の確保戸数を推計 

STEP３ 応急仮設住宅の必要戸数に対して賃貸型の確保戸数で不足している分を

建設型の必要戸数として算出 

STEP４ 建設型の建設に利用可能な用地に関する情報を基に建設型の確保戸数を

推計 

STEP５ 建設型の必要戸数に対して確保戸数が不足している分について、不足戸数

の解消に向けた方向性を検討 

STEP６ 建設型の供給主体が被災時に建設資材を供給する能力（以下「供給能力」

という。）や建設用地別の確保戸数、その他の参考値（地域別の建設型の確

保戸数、災害廃棄物一時保管場所）等、建設型の確保の実現可能性を確認

するために必要な情報を整理 

（注）「活用の手引き」を基に、当省が作成した。 

 

（応急仮設住宅の必要戸数の推計） 

シミュレーションシートの STEP１では、応急仮設住宅の必要戸数を推計する。

シミュレーションシートでは、必要戸数の推計方法について、以下の６通りの方

法が例示されている（推計方法１は表２-(2)-③、その他の推計方法２から６ま

では参考２）。 

・推計方法１：全半壊・焼失戸数を用いて推計 

・推計方法２：全壊棟数を用いて推計 

・推計方法３：避難世帯数と応急仮設住宅への入居希望割合等を用いて推計 

・推計方法４：全壊・半壊世帯数と応急仮設住宅への入居希望割合を用いて推

計 

・推計方法５：断水人口を踏まえた避難者数から推計 

・推計方法６：避難世帯数に全半壊世帯の割合を乗じ推計 

 

表２-(2)-③ 推計方法１:全半壊・焼失戸数を用いて推計 

●全半壊・焼失戸数の２～３割 

・近年の災害における住家被害（全壊・半壊戸数）に対する応急仮設住宅供給戸数の

割合実績 

－阪神・淡路大震災の例 

応急仮設住宅供給戸数（48,439 戸）/住家被害（249,180 棟）×100＝19.4％ 
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－新潟県中越地震の例 

応急仮設住宅供給戸数（3,460 戸）/住家被害（16,985 棟）×100＝20.4％ 

－東日本大震災の例 ※ただし、福島県の情報を除く。 

応急仮設住宅供給戸数（121,286 戸）/住家被害（373,529 戸）×100＝32.5％ 

（参考：「応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ」（平成 24 年５月 国土交通省住

宅局住宅生産課）） 

（注）１ 「活用の手引き」による。 

   ２ 下線は当省が付した。 

   ３ 助数詞として用いられる「棟」と「戸」はその意味が異なる。「大辞林（第四版）」によれば、「棟」

は建物の数を数えるのに用いられるのに対し、「戸」は家や世帯の数を数えるのに用いられる。

なお、「棟」数と「戸」数に類似した表現として「世帯」数があるが、「大辞林（第四版）」によ

れば、「世帯」は住居・生計を同じくしている者の集団をいい、親族以外の者が含まれている場

合や１人の場合もある。 

 

（応急仮設住宅供給可能戸数の推計） 

STEP１と３で推計した応急仮設住宅の必要戸数を踏まえ、賃貸型（STEP２）や

建設型（STEP４から６まで）の確保戸数を推計する。 

確保戸数の推計に当たっては、賃貸型では、「月額家賃限度額を設定し、その

額以下の賃貸用空き家を対象とする」こと、また、「過大評価を防ぐため、被害

想定の考慮、活用できない可能性のあるワンルームマンション等の小規模住宅

の除外」を行うこととされている。建設型では、建設型の用地として利用可能な

用地を「5,000 ㎡以上の大規模公園・公有地の空きストック等」、「5,000 ㎡未満

1,000 ㎡以上の街区公園・公有地の空きストック等」、「公立小・中学校・高校」、

「民有地」に整理し、「それぞれの用地に建設する仮設住宅の供給手法・戸あた

り敷地面積を設定し、確保戸数を推計」した上で、不足する場合は「積層化した

本設基準に適合した住宅への変更」を検討することとされている。 

 

イ 調査結果（大規模災害が想定されている地域に対する調査 13） 

(ｱ) 応急仮設住宅の必要戸数の推計状況 

調査した全ての都道府県において、応急仮設住宅の必要戸数を推計していた

が、推計方法については、各都道府県により相違がみられた。各都道府県の推計

方法をおおまかに分類すると、 

①想定される住家被害に一定の係数を乗じて算出するもの 

（シミュレーションシートの推計方法１又はそれに近い方法） 

②想定される住家被害にアンケート調査により得た係数を乗じて算出するもの 

（シミュレーションシートの推計方法３又はそれに近い方法） 

③その他 

の三つに分類され、このうち、最も多い８都道府県が、①の方法により推計して

おり、②は３都道府県、③は１都道府県であった（表２-(2)-④）。 

①の方法により算出していた８都道府県のうち、シミュレーションシートで

示されている推計方法１のとおり（全半壊・焼失戸数の２～３割）に推計してい

 
13 なお、後述の（被災地における半壊で賃貸型に入居した世帯の割合）については、被災地の状況を調

査したものであり、大規模災害が想定されている地域に対する調査の結果ではない。 
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る都道府県は３都道府県（表２-(2)-④の No.１から３まで）であった。残りの

５都道府県では、被害棟数を基に推計している例や、半壊世帯を算定上考慮して

いない例もみられた。 

 

表２-(2)-④ 調査の対象とした都道府県における応急仮設住宅の必要戸数の推計方法

の比較 

No. 

推計

方法 

類型 

推計方法 

被害棟

数を基

に推計 

算定に半壊

世帯を含め

ていない 

１ ①  全半壊・焼失戸数の３割   

２ ①  全半壊・焼失戸数の３割   

３ ①  全半壊・焼失戸数の２割又は３割   

４ ①  全壊・焼失世帯数の４割（注３）  
 ○ 

５ ①  全壊・焼失世帯数の 27％（注４）  
 ○ 

６ ①  
住宅被害率（0.87）（注５）を乗じた全半壊・焼失

棟数の 26.6％（注６）  
○  

７ ①  全半壊棟数の２割 ○  

８ ①  全壊・焼失棟数の３割 ○ ○ 

９ ②  
全壊・焼失、半壊世帯数に対して住民アンケー

トの希望割合を乗じて算出 
  

10 ② 
全壊、半壊棟数に対して住民アンケートの希望

割合を乗じて算出 
○  

11 ②  
全壊・焼失、半壊棟数に対して住民アンケート

の希望割合を乗じて算出 
○  

12 ③  

り災・被災世帯数（注７）に、被災世帯数に対す

る必要な応急仮設住宅の割合（注８）を乗じて算

出 

  

  

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 推計方法に「焼失」が記載されているものとされていないものがあるが、計算上は全ての都道府

県で焼失が含まれている。 

３ 阪神・淡路大震災時の神戸市における発災４か月後の自立再建困難率（0.37（自立再建困難率＝

（避難所生活世帯＋仮設住宅世帯）/全壊・焼失世帯））による。   

   ４ 阪神・淡路大震災時の全壊・焼失世帯数に対する応急仮設住宅の供給戸数の比率 

   ５ 全半壊・焼失棟数に対する住宅の比率 

   ６ 東日本大震災（福島県を除く。）での被災住戸数に対する応急仮設住宅の供給戸数の比率 

   ７ 都道府県が策定した被害想定の 1 か月後避難生活者数による。 

   ８ 津波の被害がない市町村：20％、中心市街地以外が津波により被災する市町村：40％、中心市街

地が津波により被災する市町村：60％ 



15 

 

被害棟数を基に推計し、かつ半壊世帯を算定上考慮していない都道府県（No.８）

は、その理由について、一般基準では応急仮設住宅の供与対象者に半壊世帯が含ま

れていないこと、また、棟数から戸数への変換方法が分からず棟数と戸数はおおむ

ね同じものとして推計していること等としている（表２-(2)-⑤）。 

 

表２-(2)-⑤ 被害棟数を基に半壊世帯を考慮に含めず必要戸数を算出している理由 

理由 

「応急仮設住宅建設必携中間取りまとめ」（平成 24 年５月国土交通省住宅局住宅生

産課。以下「応急仮設必携」という。）の推計方法「住宅被害（全壊・半壊戸数）の２

～３割」を参考にしているが、応急仮設住宅の供与対象者については、一般基準では、

「住家が全壊、全焼又は流出した者であって」となっていることから、半壊は含めて

いない。また、統計を参照して決定した棟数から戸数にどう変換するのか分からず、

事前推計なので棟数と戸数はおおむね同じものとして推計しているが、推計にそれ以

上の手間をかける意味はあるのかと疑問に思う。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（被災地における半壊で賃貸型に入居した世帯の割合） 

なお、熊本地震や能登半島地震では、半壊であっても、住宅として再利用できず、

やむを得ず解体を行う場合には、応急仮設住宅に入居できるとされ、能登半島地震

における石川県では、賃貸型への入居世帯のうち、約４割が半壊（かつ解体）世帯

であった（表２-(2)-⑥）。 

 

表２-(2)-⑥ 賃貸型への入居世帯の入居理由の内訳（能登半島地震・石川県） 

（単位：世帯、％） 

全壊等 半壊、解体 
避難指示、

長期避難等 
応急修理 その他 合計 

1,383 

(29.1) 

2,008 

(42.2) 

1,255 

(26.4) 

89 

(1.9) 

22 

(0.5) 

4,757 

(100) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 令和７年８月 22 日時点 

３ （ ）内は、構成比である。なお、構成比については、四捨五入により表記したため、合計が 100

にならない。 

 

（建物被害の単位について） 

国や都道府県で策定している被害想定においては、多くの場合、建物被害の単位

として「棟」が用いられている。表２-(2)-③の注３のとおり、「棟」、「戸」、「世帯」

はそれぞれ違う単位であるため、被害戸数や被害世帯数を算出したい場合は、被害

棟数から被害戸数や被害世帯数に換算する必要がある。シミュレーションシート

では、この換算の方法について、「居住世帯あり住宅総数」 14を「建物棟数」 15で

 
14 「住宅・土地統計調査」の「居住世帯あり住宅総数」 
15 固定資産の価格等の概要調書による。 
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除して「建物１棟当たり居住世帯数」を算出し、これを「半壊被害棟数」と「全壊・

焼失被害棟数」に乗じてそれぞれ「半壊被害戸数」と「全壊・焼失被害戸数」を算

出する方法を示している（参考３）。 

なお、調査対象とした都道府県の中には、シミュレーションシートで示されてい

る方法で換算している都道府県もあったが、異なる方法で換算している都道府県

もみられた（表２-(2)-⑦）。 

 

表２-(2)-⑦ シミュレーションシートとは異なる方法で換算している主な例 

No. 換算方法の例 

１ 建物被害予想棟数×住宅割合＝住宅被害予想棟数 

住宅被害予想棟数×1 棟当たり戸数（戸数/棟数）（注２）＝住宅被害予想戸数 

 

２ 全壊・焼失世帯数＝全世帯数×（全壊・焼失棟数/全建物棟数） 

３ 全壊・焼失世帯数＝（被害予想棟数/全建物数（木造＋非木造）（注３）×全世帯

数（注４） 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 「住宅・土地統計調査」による。 

   ３ 固定資産税による建物データ並びに「平成 20 年住宅・土地統計調査」及び「平成 25 年住宅・土

地統計調査」を基にした独自の算出結果による。 

   ４ 平成 27 年の国勢調査による。 

  

（シミュレーションシートについて確認した結果） 

シミュレーションシート STEP１で示されている推計方法 1 は、応急仮設必携（図

２-(2)-①）から引用されている方法であるが、当省で確認したところ、建物被害

の単位の混在や地域性の考慮等に、以下の二つの問題点がみられた 16。 

① 応急仮設必携は、「全半壊・焼失「戸」数の２～３割」としているが、実績と

して示されている計算式は、阪神・淡路大震災及び平成 16 年新潟県中越地震の

住家被害は「棟」数、東日本大震災の住家被害は「戸」数で示されており、単位

が混在している。このため、被害戸数で試算すべきか被害棟数で試算すべきか判

断しづらく、誤解を招くおそれがある。 

なお、災害対策基本法第 53 条第１項では、「市町村は、当該市町村の区域内に

災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況

及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県（都道府県に報告ができない

場合にあつては、内閣総理大臣）に報告しなければならない」とされており、災

害対策基本法施行規則（昭和 37 年総理府令第 52 号）別表第１の２では、住家

の被害に関する事項として、「全壊」、「半壊」等の棟数並びにこれに居住してい

た者の人員及び世帯数を報告することとされている 17。 

 
16 ①、②以外にも、東日本大震災の例では、「※ただし、福島県の情報を除く。」という注記があるにもか

かわらず、福島県分も含めた数字を引用しており誤っている。 
17 災害対策基本法施行規則第２条第２項において、被害の程度に関する報告は、市町村及び都道府県が行

うものにあつては別表第１により行うこととされ、別表第１の２のイにおいて、「全壊（全流失・全埋没・
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② 応急仮設必携では、「「２～３割」の係数については、各都道府県及び地域ごと

に妥当かどうか再検討し、設定しておくことが望ましい」としているが、シミュ

レーションシートではその記載がない。このため、各地方公共団体において、地

域ごとに妥当かどうかを考慮せずに推計している可能性がある。 

なお、推計方法１により推計している都道府県の中で地域性を考慮している

と回答した都道府県はみられなかった。 

 

図２-(2)-① 応急仮設住宅の必要戸数の推計方法１ 

 

（注）応急仮設必携による。 

 

（被害棟数・戸数、地域性が供与率に与える影響の試算） 

上記「シミュレーションシートに関する確認調査」で確認された問題点①、②に

関し、「①被害棟数・戸数の相違」や「②地域性の相違」が応急仮設住宅の供与率

（その災害で、被害棟数・戸数に対して実際に応急仮設住宅を供与した割合）に与

 
全焼失を含む。）棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数」、ロにおいて、「半壊（半流失・半

埋没・半焼失を含む。）棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数」とされている。 
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える影響について、熊本地震における熊本県及び能登半島地震における石川県の

公表データである被害棟数と被害世帯数（り災証明書発行数）を基に試算した 18

（表２-(2)-⑧）。 

 

表２-(2)-⑧ 住家被害と応急仮設住宅の供与実績（熊本地震・熊本県、能登半島地震・

石川県） 

 

全半壊 

棟数 

（A） 

全半壊 

世帯数 

（B） 

応急仮設住宅の供与数（C） 全半壊棟数を基

にした供与率 

（C/A） 

全半壊世帯数を基

にした供与率 

（C/B） 

 
うち建設型 うち賃貸型 

熊本地震 

（熊本県） 

43,031 

（注１） 

80,497 

（注１） 
20,260 

4,303 

(21.2％) 

（注４） 

15,957 

(78.8％) 

（注５） 

47.1％ 25.2％ 

 うち熊本市 
17,675 

（注１） 

53,499 

（注１） 
11,073 

541 

(4.9％) 

（注４） 

10,532 

(95.1％) 

（注５） 

62.6％ 20.7％ 

 
うち熊本市以

外の市町村 

25,356 

（注１） 

26,998 

（注１） 
9,187 

3,762 

(40.9％) 

（注４） 

5,425 

(59.1％) 

（注５） 

36.2％ 34.0％ 

能登半島地震 

（石川県） 

24,405 

（注２） 

24,633 

（注３） 
11,279 

6,882 

(61.0％) 

（注４） 

4,757 

(42.2％) 

（注５） 

46.2％ 45.8％ 

（注）１ 「平成 28 年熊本地震の被害状況（第 356 報）」（令和７年４月 11 日熊本県公表）による。 

２ 「令和６年能登半島地震による人的・建物被害の状況について（第 179 報）」（令和６年 12 月 24

日石川県公表）による。 

３ 内閣府の「災害に係る住家の被害認定に関する検討会」の令和７年１月７日に開催の第１回の会

議における資料による。令和６年 12 月 11 日時点で石川県で交付された罹災証明書の件数（速報

値）に基づく。 

４ 「平成 28 年（2016 年）熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について」（平成 31

年４月 12 日内閣府公表）及び「応急仮設住宅の整備状況」（令和６年 12 月 23 日石川県公表）によ

る。建設型の整備戸数。 

５ 熊本県、熊本市、石川県の賃貸型入居台帳を基に、申請取下げ等を除いた供与数を当省が集計し

た。なお、石川県の賃貸型入居台帳は令和７年８月 22 日時点である。 

 

①被害棟数・戸数の相違が供与率に与える影響について 

全半壊棟数を基にした供与率と全半壊世帯数を基にした供与率を比較すると、

能登半島地震及び熊本地震における熊本市以外の市町村ではおおむね同水準であ

ったが、熊本地震における熊本市では大きな差がみられた。 

この差は、全半壊棟数と全半壊世帯数のかい離によるものであり、集合住宅の多

い都市部では１棟当たりの世帯数が多いことが原因と考えられる。 

このことから、地方公共団体が応急仮設住宅の必要戸数を推計する際には、被害

棟数ではなく被害戸数（世帯数）を用いることで、より高い精度での推計が可能に

なる。 

 

 
18 被害世帯数を被害戸数とおおむね同じものとして試算した。 
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②地域性の相違が応急仮設住宅の供与率に与える影響について 

熊本地震における熊本市（都市部）と熊本市以外の市町村（地方部）の全半壊世

帯数を基にした供与率を比較すると、熊本市（20.7％）よりも、熊本市以外の市町

村（34.0％）の方が高かった。 

その原因は明らかではなく、熊本地震特有の事象である可能性もあるが、地域性

（既存の住宅ストックの多寡等）が影響していることも考えられる。都市部と地方

部で供与率に差が生じた事実は、今後の推計において留意すべきである。 

 

(イ) 供給可能戸数の推計の状況 

（賃貸型の供給可能戸数の推計） 

今回、調査対象とした 12 都道府県における賃貸型の供給可能戸数の推計状況

を調査したところ、①賃貸住宅の被災の程度（被災度）等の条件を考慮して推計

している都道府県が４都道府県、②東日本大震災の供与実績を基に推計してい

る都道府県が２都道府県あった。一方、③被災度等を考慮せずに「住宅・土地統

計調査」等から民間賃貸住宅の空き家総数等を最大値としている都道府県が２

都道府県、④推計していない都道府県が４都道府県あった（表２-(2)-⑨）。 

 

表２-(2)-⑨ 調査対象とした都道府県における賃貸型の供給可能戸数の推計方法 

事項 

①賃貸住宅の被災

度等の条件を考慮

して推計している 

②東日本大震災の

供与実績を基に推

計している 

③民間賃貸住宅の

空き家総数等を最

大値としている 

④ 推計していな

い 

都道府県数（割合） 
４ 

(33.3％) 

２ 

(16.7％) 

２ 

(16.7％) 

４ 

(33.3％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ （ ）内は、12 都道府県に対する構成比である。 

 

「①賃貸住宅の被災度等の条件を考慮して推計している」４都道府県におい

て、具体的に考慮している主な事項は、ⅰ）耐震化率、ⅱ）全半壊・焼失率、ⅲ）

賃貸型の入居要件（家賃上限等）であり、それぞれを考慮している都道府県数は

以下のとおりである。 

ⅰ）耐震化率：３都道府県 

ⅱ）全半壊・焼失率：２都道府県 

ⅲ）賃貸型の入居要件（家賃上限等）：１都道府県 

これらの推計方法の具体例は、表２-(2)-⑩のとおりである。上記ⅰ）からⅲ）

まで以外に、地域性（津波被害）を考慮し、想定される津波による被災度に応じ

て市町村ごとに利用可能率を設定している例もみられた。 

 

表２-(2)-⑩ 被災度等の条件を考慮して推計している都道府県の例 

No. 推計方法の例 

１ 賃貸用の空き家戸数×民間賃貸住宅の割合（注２）×住宅の建築時期が 1981 年

以降かつ腐朽・破損なしの割合×（１－全半壊・焼失率）×賃貸型の条件（家
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賃上限等）に合う物件の割合×所有者の協力が得られる物件の割合（注３） 

 

２ 民間借家の空き戸数（注４）×津波被害に応じた利用可能率（注５） 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 居住世帯のある借家戸数に占める民営借家の戸数の割合である。「住宅・土地統計調査」による。 

   ３ 「第 27 回賃貸住宅市場景況感調査「日管協短観」」 における「オーナーの入居受入れに対する

拒否感－高齢者」の「拒否感なし」の割合 

   ４ 都道府県内の住宅全体の空き家率を基に、市町村ごとに民間借家の空き戸数を算出する。 

   ５ 都道府県内の長屋及び共同住宅の新耐震基準に基づく耐震化率を踏まえ、ⅰ)津波の被害がない

市町村、ⅱ)中心市街地以外が津波により被災する市町村、ⅲ)中心市街地が津波により被災する市

町村の３段階で賃貸型の利用可能率を設定する。 

 

「②東日本大震災の供与実績を基に推計している」２都道府県の推計方法は、

表２-(2)-⑪のとおりである。 

 

表２-(2)-⑪ 東日本大震災の供与実績を基にした推計方法 

N0. 推計方法 

１ 民間賃貸住宅の空き家戸数の 45.6％（注２） 

 

２ 賃貸住宅の空き家戸数の 30％（注７） 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 当該都道府県が独自に算出した、東日本大震災時の宮城県における「腐朽・破損なし」の民間賃

貸住宅（5 万 7,153 戸）（注３）のうち賃貸型として供与された住宅（2 万 6,050 戸）（注４）の割

合による。 

   ３ 東日本大震災時に宮城県が応急仮設住宅として借り上げた最大戸数による。 

   ４ 腐朽・破損なしの賃貸用の住宅に占める民営借家の数（7 万 300）（注５）に、借家総数に占める

民営借家の割合（0.813）（注６）を乗じた 5 万 7,153 

   ５ 「平成 20 年住宅・土地統計調査」による。 

   ６ 民営借家（26 万 6,600）（注５）を借家総数（32 万 8,000）（注５）で除した 0.813 

   ７ 当該都道府県が独自に算出した、東日本大震災の発災前に宮城県内で空き家となっていた賃貸

住宅が賃貸型として活用された割合による。 

 

賃貸型の供給可能戸数を推計していない都道府県からは、その理由について、

発災後に供給可能戸数を把握することで足りるためや、建設型で必要戸数を確

保しているため等が聴かれた（表２-(2)-⑫）。 
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表２-(2)-⑫ 賃貸型の供給可能戸数を推計していない主な理由 

区分 主な理由 

発災後に把握す

ることで足りる

ため 

発災後に供給可能戸数等を把握することで足りると考えているた

め、現時点で支障はなく、推計についても必要ないと考えている。 

建設型で必要戸

数を確保してい

るため 

発災時における借上可能な賃貸住宅の戸数が予測できないもので

あることから、都道府県全体の応急仮設住宅の必要戸数を全て建設

型で供給できるように候補地の確保等に努めている。このため、賃

貸型の供給可能戸数については算出していない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（建設型の供給可能戸数の推計） 

調査対象とした都道府県における建設型の供給可能戸数の推計状況を調査し

たところ、全ての都道府県でシミュレーションシートの STEP４の確保戸数の推

計（各用地の建設可能戸数の合計値の推計）まで行っていたが、STEP６の供給能

力に応じた確保戸数の精査（協定等を締結している「供給協力先」からの情報を

基にした６か月以内の供給可能戸数を踏まえた推計）まで行っている都道府県

は、２都道府県であった。 

 

ウ まとめ 

応急仮設住宅の必要戸数や供給可能戸数の推計は、応急仮設住宅の供与に関す

る事前準備の目安となる重要な取組であり、精度が高い方が望ましい。一方で、過

度に費用や労力を要するものであると、多くの地方公共団体が取り組めないこと

となるおそれがあるため、そのバランスも考慮する必要があると考えられる。 

こうした観点から、内閣府が取組事例集において比較的簡易な方法による推計

方法を複数示していることは、各地方公共団体にとって有用であると考えられる。 

今回調査した全ての都道府県が応急仮設住宅の必要戸数及び供給可能戸数を推

計していたが、各都道府県における推計の実施内容については相違がみられた。 

具体的には、 

①被害棟数を基に、半壊世帯を考慮せず応急仮設住宅の必要戸数を算出している

事例 

②賃貸型の供給可能戸数を推計していない事例 

など、推計精度に懸念がある例がみられた。 

①については、能登半島地震における石川県で賃貸型への入居世帯のうち、半壊

（かつ解体）世帯が約４割を占めていた。今後の大規模災害において、半壊世帯に

応急仮設住宅を供与する可能性があるのであれば、半壊世帯を考慮して推計すべ

きと考えられる。 

また、②については、必要戸数の全てを建設型で供与する想定の場合であって

も、大規模な広域災害時には、広域にわたって建設型を大量に建設する必要が生じ

るため、供給能力が低下し、早期に供与できないおそれがある。そのため、比較的

早期に入居可能な賃貸型が多数活用される可能性があることから、賃貸型の供給
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可能戸数の推計を行うことは重要と考えられる。 

一方で、内閣府が示すシミュレーションシートの STEP６のとおり、供給能力に

応じた確保戸数の精査まで行っている事例が２都道府県でみられた。 

他方、シミュレーションシートの推計方法には、以下の点において誤解を招くお

それのある記載がみられた。 

①「全半壊・焼失戸数の２～３割」としているにもかかわらず、例示において棟数

と戸数が混在している。 

②地域ごとに妥当かどうか再検討し、設定しておくことが望ましい旨の記載がな

いため、各地方公共団体において、地域性を考慮せずに推計している可能性があ

る。 

さらに、当省において、熊本地震における熊本県及び能登半島地震における石川

県での応急仮設住宅の供与率を分析したところ、以下の点が明らかとなった。 

①全半壊世帯数を基にした供与率と全半壊棟数を基にした供与率を比較すると、

能登半島地震における石川県及び熊本地震における熊本市以外の市町村ではお

おむね同水準であったが、熊本地震における熊本市では大きな差がみられた。 

②熊本地震において、全半壊世帯数を基にした供与率は、都市部（熊本市：20.7％）

よりも地方部（熊本市以外の市町村：34.0％）の方が高かった。 

これらのことから、内閣府においては、半壊世帯、賃貸型の供給可能戸数、１棟

に複数の住戸が存在する可能性及び地域性を考慮することで、より精度の高い推

計ができる可能性があること等の推計に当たって考慮すべき事項を整理し、近年

の大規模災害における事例と併せて地方公共団体に周知することが望まれる。 

 

【所見】 

したがって、地方公共団体における適切な事前準備に役立てる観点から、内閣府は、

より精度の高い必要戸数・供給可能戸数を推計できる可能性があることを踏まえ、推

計に当たって考慮すべき事項を整理し、近年の大規模災害における事例と併せて地方

公共団体に周知すること。 

 

【地方公共団体における今後に向けた取組】 

適切な事前準備の実施の観点から、地方公共団体は、建設型の供給可能戸数の推計

を行う際には、本調査の結果を参考に、協定を締結している団体の供給能力等を踏ま

えることが望ましいと考えられる。 
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３ 応急修理 
（本項目における調査の狙い・考え方） 

災害により住宅に住めなくなり、避難を余儀なくされた被災者の住宅を、修理する

ことで再び居住できるようにすることは、住宅の確保の観点で、応急仮設住宅の供与

と同様に重要な取組と考えられる。 

本項目では、被災地及び大規模災害が想定される地域の地方公共団体に対して、応

急修理に関する事務処理体制の構築状況等を調査した。 

 

（基本的な制度の概要） 

応急修理制度については、内閣府告示及び「災害救助事務取扱要領」（令和５年６月

内閣府政策統括官（防災担当）公表）により、災害のため住家が半壊（焼）等し、自ら

の資力では応急修理することができない者に対し、１世帯当たり 73 万 9,000 円以内を

限度として居室等日常生活に必要最小限度の部分に対して、地方公共団体が応急修理

を行うこととされている（表３-①）。 

 

表３-① 応急修理制度の要件等 

区分 一般基準 備考 

目的 災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに

準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急

修理をすることができない者又は大規模な補

修を行わなければ居住することが困難である

程度に住家が半壊した者（大規模半壊世帯）に

対して、居室、炊事場、便所等日常生活に必要

な最小限度の部分に対して修理を行うことで、

引き続き元の住家で日常生活を営むことがで

きるようにするもの 

 

 

 

 

－ 

対象者 ①災害のため住家が半壊（焼）し、自らの資力

では応急修理をすることができない者（半

壊、中規模半壊世帯） 

②災害のため大規模な補修を行わなければ居

住することが困難な程度に住家が半壊した

者（大規模半壊世帯） 

③災害のため住家が半壊（焼）に準ずる程度の

損傷を受け、自らの資力では応急修理をする

ことができない者（準半壊世帯） 

全壊等であっても、修理

すれば居住することが可

能な場合は、内閣総理大

臣と協議の上、住宅の応

急修理の対象とすること

が可能となっている。 

費用の限

度額 

（基準額） 

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度

の部分に対して、１世帯当たり 73 万 9,000 円

（対象者③は 35 万 8,000 円）以内 

・特別基準の設定はなし 

・１世帯当たり平均では

なく各世帯ごとの基準

額 
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救助期間 災害発生の日から３か月以内に完了（国の災害

対策本部が設置された災害においては６か月

以内に完了）（注２） 

 

（注）１ 内閣府の資料を基に、当省が作成した。 

２ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法律

第 85 号）に基づき、政令により、同法第２条第１項の特定非常災害として指定されていることを

前提として、この供与期間を延長する必要が生じた場合は、内閣総理大臣に協議の上、同意を得た

後に、供与期間の延長を行うことができる。 

 

（被災した住宅の修理に係る事前準備及び発災時対応のための手引き等） 

内閣府は、今後の災害に備え、関係者が「被災した住宅の修理」の必要性について改

めて認識し、平時から必要な準備を行った上で、発災後に迅速かつ的確に対応できる

よう、「被災した住宅の修理に係る事前準備及び発災時対応のための手引き」（令和３

年５月内閣府政策統括官（防災担当）作成。以下「応急修理の手引き」という。）を作

成、公表するなどにより、地方公共団体による取組を支援している。 

応急修理の手引きでは、地方公共団体が平時に事前準備しておくべきことを、都道

府県及び市町村の役割分担別に整理している（表３-②）。 

 

表３-② 応急修理の手引き「事前準備編」災害救助法に基づく応急修理制度（被災し

た住宅の応急修理）の概要 

（注）応急修理の手引きを基に、当省が作成した。 

事前準備として実施する事項 
役割分担 

都道府県 市町村 

(1)市町村への事務委任に

係る検討 

①市町村に委任する事務の事前

の取決め 
●  

②都道府県と市町村での意見交

換、事務委任の内容の確認 
 ● 

(2)実施要領、様式等の作

成 

－ 
● ● 

(3)管理台帳、業務マニュ

アルの作成 

①管理台帳のひな形の作成 ● ● 

②業務マニュアルの作成  ● 

(4)指定業者リストの作成 ①修理業者リストを元にした指

定業者リストの作成 
● ● 

②指定業者リストの掲載情報の

定期的な更新 
 ● 

(5)制度周知資料の作成、

周知方法の検討 

①制度周知資料のひな形の作成 ●  

②制度周知方法の検討 ● ● 
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(1) 事務処理体制の整備及び説明会の実施の状況 

ア 制度の詳細 

（平時の取組） 

内閣府は、応急修理の迅速な実施の観点から、「災害救助事務取扱要領」におい

て、マニュアルの整備や関係団体との連携等、平時から取り組むことが望ましい事

項について定めるとともに、円滑な事務手続の実施に係る留意点や事務の流れに

ついて示している（表３-(1)-①）。 

 

表３-(1)-① 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

11 日常生活に必要な最小限度の部分の修理（被災した住宅の応急修理） 

(1) 目的・趣旨 

（略） 

災害が発生したときには、必要に応じて建設事業者団体等の協力を得て、速やか

に法による住宅の応急修理が必要な住宅の応急修理を行うこと。 

また、円滑に応急修理を実施するため、地方公共団体においては、平時から実施

要領（別添５「（災害名）における日常生活に必要な最小限度の部分の修理実施要

領（例）」参照）を定めるとともに、あらかじめ応急修理を実施する事業者を指定

しておく等手続きの簡素化を図られたい。 

（略） 

(2) 期間 

（略） 

応急修理の迅速な実施 

近年、施工業者不足の問題等により、応急修理の完了までの期間は長期化してい

る。内閣府、国土交通省では、被災自治体と連携して、修理期間が可能な限り長期

化しないよう、工務店団体による応急修理等に係る相談体制の支援や修理業者に

関する周知などの支援を行っている。 
被災自治体において、職員による巡回などの被災者個々へのアプローチを図っ

ていただくなど、修理が長期化しないよう努めること。 
具体的には、次のとおり修理期間の短縮化に資すると考えられる取組等につい

て、可能な限り平時から事前準備を進め、発災時に対応すること。 
ア 災害発生後、速やかな応急修理の受付体制の構築、審査手続き等の事務の円滑

化を図るため、都道府県におかれては、平時から各市町村における体制等にも留

意しつつ、事務委任の詳細について調整・取決めを進めるとともに、応急修理に

係る対応マニュアルの整備など、市町村に対して支援を行うこと。 
イ 災害発生後可能な限り早い時期から、被災者に対し応急修理を含む住まいの

確保策に係る情報提供・意向確認を図るとともに、住まいの再建に関する被災者

のニーズ・課題の把握等を行うこと。 
ウ 平時から関係団体や修理業者等と調整し、適宜、事業者に対する説明資料の作

成や説明会の実施等周知を行った上で、災害発生時には住宅の補修等に活用で

きる事業者リストをホームページ等に掲載し、自治体の相談・申請窓口等におい

て被災者への情報提供・紹介等を行うこと。 
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この際、業界団体等の協力を得て、被災した住宅の工事に係る相談窓口を開設

し、当該団体において、被災者からの応急修理に係る相談対応や事業者の情報提供

等を実施することが有効であると考えられることから、関係省庁とも必要に応じ

て連携しつつ実施すること。 
エ 実施主体である都道府県や事務委任を受けた市町村は、チラシ、住民説明会等

により、被災者に対して応急修理についてわかり易く速やかに周知を図ること。 
なお、支援制度等に係るチラシの作成にあたり、地方公共団体に加えて、内閣

府、国土交通省等のクレジットを入れる等、政府として協力することが可能であ

るため、適宜、相談すること。 

（注）下線は当省が付した。 

 

（マニュアルの作成と役割分担、事業者リストの作成） 

応急修理の手引きでは、都道府県及び市町村が準備しておくべき事項として、業

務マニュアルを作成し、役割を明確にすることや、修理業者リストの作成を検討す

ることを示している（表３-(1)-②）。 

 

表３-(1)-② マニュアルの作成と役割分担に関する留意点 

業務マニュア

ルの作成 

《市町村》 

○ 市町村は、担当する予定の事務の内容を整理し、市町村内の担当

部局（災害救助法に関する事務の所管部局、住宅・建築部局等）の

役割分担、人員配置、業務フロー、受付窓口の設置場所等を定めた

具体的な「業務マニュアル」を事前に作成しておくことが重要であ

る。 

○ 特に市町村内における応急修理制度の主管部局については、過去

の災害での運用実績も踏まえると、応急修理工事の範囲に関する技

術的な相談への対応の他、住宅・建築関係団体や修理業者との連絡

調整等が必要となることから、住宅・建築部局を主管部局として位

置付けることが望ましい。 

なお、住宅・建築部局が主管部局でない場合も、住宅・建築部局

とは十分に連携を取ることが望ましい。 

○ 業務マニュアルでは、担当職員間で混乱が起きないよう役割分担

表を作成する等、各担当職員の役割を明確にしておくことが望まし

い。 

指定業者リス

トの作成に係

る準備 

－修理業者リ

ストを元にし

た指定業者リ

ストの作成 

《都道府県》 

○ 都道府県は、住宅・建築関係団体の協力を得て作成した修理業者

リストについて、市町村が指定業者リストを作成するに当たって参

考にできるよう、事前に市町村に提供する。 

《市町村》 

○ 市町村は、都道府県から修理業者リストの提供を受け、それを踏

まえて指定業者リストを事前に作成しておくことが重要である。 

○ 指定業者リストを作成した場合は、当該指定業者に対し、応急修
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理制度の概要や手続フロー等について事前に説明を行っておくこ

とが望ましい。 

○ また、制度運用の際には、被災者が指定業者リストに掲載されて

いない修理業者に応急修理工事を依頼する場合も想定されるため、

そのような修理業者を当該リストに追加する際のルール等を事前

に検討し、業務マニュアルに記載しておくことが望ましい。 

（注）応急修理の手引きを基に、当省が作成した。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

ａ 応急修理の実績 

調査対象とした過去の被災地における発災から１年経過後の応急修理の申

込件数は、熊本地震における熊本県では約 3 万 4,000 件、能登半島地震にお

ける石川県では約 1 万 2,000 件、新潟県では約 9,000 件であった（各県にお

ける応急修理制度の運用開始と申請期限は、参考４）。 

被災後１年間の累計申込件数と累計修理完了件数、当月末時点の修理未完

了件数をみると、熊本地震及び能登半島地震のいずれにおいても、発災後４か

月頃から、申込みが急増していることがうかがわれる（図３-(1)-①から③ま

で）。申込件数と完了件数のかい離が大きい部分もみられ、例えば、熊本県で

は、平成 28 年 10 月末時点では、完了件数（約 6,000 件）に対して申込件数

（約２万件）が３倍程度となっており、一時期、修理の申込みに対し、修理工

事が追い付いていなかった様子がうかがわれる。 

図３-(1)-① 応急修理の申込件数等の推移（熊本地震・熊本県） 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 各時点における具体的な数値については参考５ 
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図３-(1)-② 応急修理の申込件数等の推移（能登半島地震・石川県） 

 
（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 各時点における具体的な数値については参考６ 

 

図３-(1)-③ 応急修理の申込件数等の推移（能登半島地震・新潟県） 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 各時点における具体的な数値については参考７ 

 

 

（熊本地震及び能登半島地震における被害を受けた住宅の部位等の状況） 
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熊本地震及び能登半島地震における被害を受けた住宅の部位及び応急修理

の修繕箇所を調査したところ、被害を受けた住宅の部位については、熊本地震

における熊本市では、「外壁」が最も多く（対象世帯全体の約 82％）、次いで

「屋根」（同約 74％）であった。一方、能登半島地震における珠洲市では、「屋

根」が最も多く（対象世帯全体の約 71％）、次いで「外壁」（同約 31％）であ

った（図３-(1)-④及び⑤）。 

応急修理の修繕箇所については、能登半島地震における輪島市では、「屋根」

が最も多く（対象世帯全体の約 67％）、次いで「内・外壁」（同約 12％）であ

った（図３-(1)-⑥）。 

 

図３-(1)-④ 被害を受けた住宅の部位（熊本地震・熊本市） 

（単位：件） 

 

（注）１ 内閣府が、熊本市に提出された応急修理申込書（無作為に抽出した戸建住宅 272 件）を分析し   

たものである。 

２ 複数箇所選択できるため、各部位の件数の合計は n と一致しない。 
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図３-(1)-⑤ 被害を受けた住宅の部位（能登半島地震・珠洲市） 

（単位：件） 

 

（注）１ 珠洲市の応急修理台帳（令和７年 11 月 21 日時点）を基に、令和７年１月 31 日受付分までの申

込みを当省が集計した。 

２ 被害を受けた住宅の部位は、被災者が応急修理申込書の「被害を受けた住宅の部位」に「○」を

付けた箇所である。なお、複数選択できるため、各部位の件数の合計は n と一致しない。 

 

図３-(1)-⑥ 応急修理の主な修繕箇所（能登半島地震・輪島市） 

（単位：件） 

 

（注）１ 輪島市の応急修理台帳（令和７年 11 月 19 日時点）を基に、令和７年１月 31 日受付分までの申

込みを当省が集計した。 

２ 応急修理台帳に記載されている応急修理で複数箇所修繕している場合もあるため、各箇所の件

数の合計は n と一致しない。 
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ｂ 事務処理体制の状況 

熊本地震及び能登半島地震の対応を行った熊本県及び石川県において、応

急修理の事務処理体制に関する課題等を調査したところ、応急修理に関する

事務はいずれも市町村に事務委任されていたが、市町村の現場では、人員が不

足していた実態がみられた。 

また、被災者は、修理内容や応急修理制度の知識が十分になく、申請手続を

含め事業者に頼っていたとみられることから、事業者の負担が増えていた可

能性があり、事業者については、いわゆる「一人親方」などの事業者も多く、

申請事務に不慣れで事務に時間を要した状況などがうかがわれた（表３-(1)-

③）。 

 

表３-(1)-③ 応急修理の事務処理体制に関する実態・課題  

区分 実態・課題 

行政の事

務処理体

制 

○ 人員が不足していた。開庁時間中は、担当二人で電話や対面で被災者

の相談対応を行い、閉庁後に事務処理を行った。最繁忙期は、県から協

力職員四人が派遣されたが、２週間以内に交代してしまいノウハウが蓄

積されなかった。                   【志賀町】 

○ 県内の多くの市町村で、福祉関係部署が災害救助を所管していた。建

築関係への知識が乏しい部分があり、説明などに苦慮した。また、契約

事務の煩雑さも負担となった。 

修理費は、一旦、市町村が負担する形となった。このため、災害発生

後、市町村ではすぐに予算の確保手続が必要となった。今後の災害でも、

県と市町村の役割分担としては、県が大枠を作り、各市町村で業者との

細かい調整をしてもらう形を想定している。 

業者や市町村の事務負担が非常に大きかった。      【熊本県】 

○ 発災当時の体制では全く人手が足りず、発災後２、３か月間で他県職

員も含めた応援が入り、当時利用できなくなっていた市民病院の看護師

たちにも手伝ってもらいながら事務処理を進めた。     【熊本市】 

被災者側 ○ 国の制度や県の制度など、住宅の修理に関する様々な支援制度につい

て、事業者から教えてもらった。事業者から提案してもらったとおりに

支援制度を組み合わせて修理した。【中規模半壊の被災者（能登半島地

震）】 

○ 住宅の修理に関する様々な支援制度を活用したが、どの部位の修理に

どの制度を活用したか分からない。  【半壊の被災者（能登半島地震）】 

事業者の

事務処理

状況 

○ 地元の工務店や「一人親方」も多く、事務に不慣れで申請資料を作

成するのに手間取った。一人親方は、修理作業と申請事務を一人で処

理することとなるが、それは困難であり、結果的に修理実施までに時

間を要した。                 【熊本県、志賀町】 

○ 修理作業を行うグループと事務作業を行うグループに分けて、修理業

務を行った（詳細は下記「（参考）能登半島地震で円滑に事務を進めたと
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みられる事業者の事例」参照）。             【事業者】 

 

（参考）能登半島地震で円滑に事務を進めたとみられる事業者の事例 

上述の「修理作業を行うグループと事務作業を行うグループに分けて修

理業務を行った」事業者は、工夫して事務処理を行ったことにより、平均

的な事業者と比較して多くの件数の応急修理を実施していた 19。 

 

（事業者における応急修理の対応手順と所要期間の例）（注２） 

手順 
所要期間 

（注３） 
備考 

⓪被災者が自宅の修理につ

いて役所に相談 
起算時点 

 

①被災者から修理の相談

（見積依頼） 
１週間程度 

・当該事業者の推測によ

る。 

②-１見積書発行のため依

頼者宅に来訪 
３日程度 

・営業部門と現場部門に

分かれて対応 

・営業部門が見積書を作

成 

②-２見積書発行 即日  

③役所に申請 

即日 

・事業者が申請書類をお

おむね記載し、被災者

本人に確認を取った上

で役所に提出 

・申請書類提出時に、ポー

タブルプリンタとパソ

コンを持参し、誤りが

あればその場で修正

し、再提出 

④修理依頼書受理 即日  

⑤-１着工 
８日程度 

・クーリングオフ期間を

設定 

⑤-２工事完了（役所に完了

報告） 
２日～２週間 

 

合計 １か月程度  
 

（注）１ 当省の調査結果による。 

  ２ 応急修理関係事業者へのヒアリング結果に基づき当省が作成した。 

  ３ ヒアリング対象事業者が多く対応した屋根の中央部分（棟）の修理を想定した所要期間である。 

 

 
19 本調査の結果によれば、令和６年１月１日の発災から令和７年１月 31 日までの間に、輪島市で応急修

理を請け負った事業者について、同市内における平均対応件数が約４件であったのに対し、同社の同市

内における対応件数は約 60 件であった。 
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ｃ 申請受付 

石川県から応急修理に係る事務の事務委任を受けた市町村、実際に応急修

理に従事した事業者及び被災者に対し、応急修理の申請受付の運用状況につ

いて調査したところ、事業者が相当程度申請を代理している状況や、各種の支

援制度を熟知していない被災者が、それらに詳しい事業者からの提案を受け

て修理を行っている状況等がうかがわれた（表３-(1)-④）。 

 

表３-(1)-④ 申請受付の運用状況 

区分 内容 

行政側 ○ 市内の被災者からの申請であるため、受付は、直接提出書類を持参

してもらうこととしており、郵送、ＦＡＸ、メール等による提出は原

則受け付けていなかった。郵送だと郵便トラブルや必要書類が入って

いないなどのおそれがあると考えたためである。    【輪島市】 

○ 事業者の中には、住宅の修理に関する様々な支援制度に精通した者

もおり、そのような事業者が本人と相談しつつ、役所への申請手続を

代わりに行っているケースもみられた。         【志賀町】 

事業者側 ○ 当社が申請書のひな形を用意し、ある程度記入し、必要な箇所だけ

依頼者に記入してもらった。申請は当社が行った。 

ポータブルプリンタとパソコンを持参し、申請書類の提出時に修正

が求められれば、被災者に確認しつつ、その場で修正対応した。 

【事業者】 

○ 被災者は工事種別の内訳まで認識することは困難であるため、申請

書を作成することが難しい場合もある。関わった案件の９割を代理申

請で対応した。                    【事業者】 

被災者側 

（ 表 ３ -(1)-

③再掲） 

○ 国の制度や県の制度など、住宅の修理に関する様々な支援制度につ

いて、事業者から教えてもらった。事業者から提案してもらったとお

りに支援制度を組み合わせて修理した。 

【中規模半壊の被災者（能登半島地震）】 

○ 住宅の修理に関する様々な支援制度を活用したが、どの部位の修理

にどの制度を活用したか分からない。【半壊の被災者（能登半島地震）】 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｄ 応急修理業者の確保 

被災地方公共団体及び被災者に、応急修理が進まない理由について確認し

たところ、事業者の確保に苦慮したとする意見が多く聴かれた（表３-(1)-⑤）。 

 

表３-(1)-⑤ 応急修理が進まない理由に係る意見 

意見の内容 

○ 発災後は施工業者が不足し、応急修理期間が予定より大幅に長期化した。応急修

理は短期間で実施してもらう必要があるが、事業者がなかなか確保できないという

声が多かった。 
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大規模災害時には、平時に公共工事などで入札資格を有するような規模の事業者

だけでは不足するため、個人事業主や一人親方にも協力を仰いで体制を整えたが、

それでも十分ではなく、修理の順番待ちの者が多く発生した。     【熊本県】 

○ 当初は応急修理期間を３か月と見込んでいたが、当該期間内に終了した住戸はほ

とんどなかった。                         【熊本市】 

○ 応急修理の期間は、本来６か月以内とされているが、６か月を超えて制度を続け

ている。その要因は事業者の不足にある。              【新潟市】 

○ 地元事業者に依頼する人が多く、事業者が不足し、修理が進まない状況であった。 

【志賀町】 

○ 工事業者を探すのがとにかく大変であった。知り合いのつてをたどってなんとか

依頼できた。              【中規模半壊の被災者（能登半島地震）】 

○ 多くの工事業者に断られたが、何件か訪ねてようやく受けてくれるところが見つ

かった。半年ぐらいは探していた。       【半壊の被災者（能登半島地震）】 

（注）当省の調査結果による。 

 

また、地元の事業者に依頼する者が多いとの意見を踏まえ、輪島市及び志賀

町における、応急修理に携わった事業者の所在地を確認したところ、ほとんど

が石川県内の事業者であった（図３-(1)-⑦）。 

 

図３-(1)-⑦ 応急修理に携わった事業者の所在地（能登半島地震・輪島市又は志賀町） 

（単位：件） 

 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｅ 事業者の確保 

（リストの作成） 

石川県は、「いしかわ 21 世紀住まいづくり協議会」 20と連携し、住宅再建の

支援に協力する事業者のリストを県ホームページからリンクさせている。令

和７年９月 10 日時点、地区ごとに、奥能登地区 113 事業者、中能登地区 145

事業者、金沢地区 166 事業者、南加賀地区 108 事業者、重複を除くと合計 191

 
20 石川県内の住宅関連団体で組織する協議会 

960

137

輪島市

県内事業者

県外事業者

2,013

32
志賀町

県内事業者

県外事業者
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事業者が登録されている。 

 

（遠方事業者確保の取組） 

石川県では、令和６年７月 26 日から、応急修理業者の不足に対応するとと

もに、遠方からの事業者の負担軽減のため、宿泊費や現地までの燃料費、人件

費等を補助する取組を実施している（表３-(1)-⑥）。 

 

表３-(1)-⑥ 遠方事業者への支援の取組（石川県） 

取組の内容 

能登６市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町）において、被災し

た住宅における応急修理（見積調査・見積提示を含む。）に係る事業者の移動に要する

燃料代や宿泊代等の掛かり増し経費に対し補助を行った（石川県住宅の応急修理制度

に関する掛かり増し経費補助金）。 

当該補助は石川県独自の取組であり、国の事業やこれまでの被災地の例にならった

ものではない。 

同じ能登半島地震で被災した能登６市町の宅内配管の修繕等を行う指定給水装置工

事事業者に対して生活環境部環境政策課が最初に行っており、これを応急修理でも実

施したものである。 

金沢市などの事業者が修理や見積りなどのために能登地方に行くのに時間やガソリ

ン代がかかるという話はよく聞いていたため、少しでも能登地方に行ってもらうきっ

かけになればとの考えで実施した。 

 

（石川県住宅の応急修理制度に関する掛かり増し経費補助金） 

 

（注）１ 当省の調査結果及び石川県の資料による。 

２ 本補助事業は、令和８年１月１日時点で、令和９年３月 31 日まで実施予定となっている。 

３ 本補助事業は、石川県の資料によると、令和７年７月時点で 259 件の実績がある。 
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(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

ａ 事務処理体制の整備状況、説明会等の実施状況 

（事務処理体制の整備状況） 

応急修理の事務処理体制の整備状況を調査したところ、調査対象とした都

道府県は、事務処理全てを市町村に事務委任するとしていた。 

また、救助実施市の横浜市からは、首都直下地震において、応急修理が大量

に生じることが想定され、事務処理に不安を抱えているとの意見が聴かれた

（表３-(1)-⑦）。 

 

表３-(1)-⑦ 応急修理の契約事務に係る課題（横浜市） 

内容 

首都直下地震では、10 万件に及ぶ応急修理が見込まれ、事務処理に不安がある。１

件ずつの個別契約ではなく、包括契約を結べないか業界団体に調整を試みているもの

の、協会に属していない小さな工務店や一人親方、建設業の許可を要しない規模の工

事しか扱わない業者（注２）等が多数おり、それらの者まで取りまとめるのは難しい状

況にある。 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 軽微な建設工事（工事１件の請負代金の額が 500 万円（当該建設工事が建築一式工事である場

合には、1,500 万円）に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150 平方メートルに満た

ない木造住宅を建設する工事）のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を要しないと

されている（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項及び建設業法施行令（昭和 31 年政

令第 273 号）第１条の２）。 

 

（各地方公共団体における応急修理のマニュアルの策定状況） 

各地方公共団体における応急修理のマニュアルの策定状況を調査したとこ

ろ、マニュアルを策定している都道府県は、12 都道府県のうち 9 都道府県で

あった。 

また、応急修理のマニュアルを策定している市町村は、15 市町村のうち７

市町村であった（表３-(1)-⑧）。 

策定していない都道府県は、その理由として、応急修理は市町村が行うこと

としているためとしている。 

策定していない市町村は、その理由として、国、都道府県の策定しているも

のを活用するためとしている。 

 

表３-(1)-⑧ 調査対象とした地方公共団体における応急修理のマニュアルの策定状 

況 

 策定 未策定 

都道府県数（割合） ９(75.0％) ３(25.0％) 

市町村数（割合） ７(46.7％) ８(53.3％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、都道府県は 12 都道府県、市町村は 15 市町村に対する構成比である。 
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（市町村及び事業者向けの説明会・訓練の実施） 

都道府県における市町村及び事業者向けの説明会・訓練の実施状況を調査

したところ、市町村や事業者向けに、応急修理制度に関する説明会を実施して

いる都道府県は、12 都道府県のうち５都道府県で、応急修理の事務処理訓練

を実施している都道府県は、12 都道府県のうち２都道府県であった（表３-

(1)-⑨）。 

説明会や訓練を実施していない都道府県は、その理由として「説明会をする

ほどの事務量がない」等としている。 

 

表３-(1)-⑨ 調査対象とした都道府県における応急修理の制度説明会及び事務処理訓練

の実施状況 

 実施 未実施 

説明会 

（都道府県数（割合）） 
５(41.7％) ７(58.3％) 

訓練 

（都道府県数（割合）） 
２(16.7％) 10(83.3％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、12 都道府県に対する構成比である。 

 
（応急修理事務フロー（手続の流れ）の整備状況） 

「災害救助事務取扱要領」及び応急修理の手引きには、地方公共団体の事務

処理手順の参考として、応急修理の手続に係る事務フロー（手続の流れ）が掲

載されている。内閣府は、この事務フローについて、応急修理事務の迅速化を

図る観点から、令和２年４月に、「災害救助事務取扱要領」の改定を行ってい

る（令和２年４月改定前のフロー（以下「旧フロー」という。）については参

考８）。 

一方、応急修理の手引きにおける事務フローについては、更新されていない。 

応急修理の手引きに掲載されている事務フロー（参考９）は、被災者が申込

書を提出した後、修理見積書の提出前に、市町村において要件審査を行い、審

査通過後に、修理業者に見積書の提出を依頼する流れとしている。改定後のフ

ロー（以下「新フロー」という。参考 10）は、申込書提出時に修理見積書も同

時に提出する流れとなっている。 

内閣府は、新フロー、旧フローのいずれを活用しても問題ないとしているが、

両フローを比較すると、新フローの方が、事務手続の段階が１段階少なく、よ

り迅速に事務処理が進むよう簡略化されている（表３-(1)-⑩）。 

 

表３-(1)-⑩ 応急修理の手続に係る事務処理の比較（ポイント） 

新フロー 旧フロー 

①修理業者から見積書をもらう ①被災者から都道府県に申込書を提出 

②申込書及び見積書を都道府県に提出 ②被災者から修理業者に対し修理見積書

依頼 
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③都道府県から修理依頼書を修理業者に

提出 

③被災者から都道府県に修理見積書の提 

 出 

～工事着手～ ④都道府県から修理業者に対し修理依頼

書を提出 

～工事着手～ 

（注）内閣府へのヒアリングを基に、当省が作成した。 

 

このような状況を踏まえ、当省が調査対象とした地方公共団体のマニュア

ル等において事務フローの掲載が確認できた 11 都道府県、３救助実施市、３

市町村において、応急修理制度に係る事務フローを確認したところ、６都道府

県及び３市町村が旧フローとなっていた（表３-(1)-⑪）。 

旧フローを掲載していた都道府県は、今後、マニュアル改定に併せて、新フ

ローに見直したいとしている。 

 

表３-(1)-⑪ 調査対象とした地方公共団体における応急修理事務フローの整備状況 

 新フロー 旧フロー 

都道府県数（割合） ５(45.5％) ６(54.5％) 

救助実施市数（割合） ３(100％) ０(０％) 

市町村数（割合） ０(０％) ３(100％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ ( )内は、フローが確認できた都道府県は 11 都道府県、救助実施市は３救助実施市、市町村は 

３市町村それぞれに対する構成比である。 

 

ｂ オンライン申請の導入の検討状況 21 

発災後、実際に応急修理の申請を受け付けることとなる市町村にオンライ

ン申請の導入の検討状況を調査したところ、導入を検討している市町村は、15

市町村のうち６市町村であった。 

これらの市町村は、平時から使用している電子申請システム（LoGo フォー

ム 22等）を活用する予定であるとしており、中には、フォーマットも作成済

みとしている市町村もあった。 

 

ｃ 事業者の確保 

今回、調査した 12 都道府県において、応急修理業者のリスト（例えば、屋

根、床、柱、外壁、窓修理などを担うことができる事業者）の整備状況を調査

したところ、当該リストを整備している都道府県は 10 都道府県であった。 

リストを整備している 10 都道府県は、関係団体と協定を締結し、毎年、応

急修理の事業者リストの提供を受けていた。 

 
21 応急修理の実施申請は、「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年 12 月 20 日閣議決定）において、

「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」として定められている。 
22 株式会社トラストバンク社が「LGWAN-ASP サービス」として提供しているもので、地方公共団体職員が

電子申請や申込予約、アンケートなどのフォームを作成・集計し、一元管理できる、地方公共団体専用

の「デジタル化総合プラットフォーム」サービスである。 
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リストを整備していない２都道府県は、その理由として、応急修理を担う事

業者は小規模事業者が多く、団体に所属していない事業者も多いため、把握が

難しい等としている（表３-(1)-⑫）。 

 

表３-(1)-⑫ 事業者リストの作成に係る課題等 

内容 

○ 応急修理を請け負える事業者は、小規模事業者であり、協定を締結している関係

団体等には、そのような事業者が所属していない。 

○ 応急修理を行える事業者を取りまとめる団体がない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

なお、大阪府では、協定締結団体の下請けの事業者が掲載されたリストの提

供を受けている。 

 

ウ まとめ 

過去の被災地では、応急修理が進捗しない主な理由として、事業者の確保に苦慮

したことが挙げられている。石川県は、関係団体と協力体制を構築し、事業者リス

トの周知や、遠方の事業者に向けた「掛かり増し経費の補助」を実施するなど、積

極的な事業者確保策を講じていた。他方、事業者の中には、事務処理を工夫して多

くの応急修理を担った事業者もいた。 

大規模災害が想定されている地域では、全ての都道府県が市町村に応急修理事

務を事務委任することとしている。 

一方、大量の契約事務により事務が滞ることを懸念し、民間への事務処理に係る

包括契約を検討している地方公共団体もあった。 

また、各地方公共団体の応急修理の事務フローを確認したところ、新フローと旧

フローの両方みられた。内閣府は、「いずれのフローでも問題ない」としているが、

新フローは、手続の簡略化が図られていることから、今後、地方公共団体が応急修

理マニュアルを更新する際には、新フローの採用について検討されることを期待

したい。  
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(2) 望ましい応急修理制度の在り方（支払事務の円滑化） 

ア 制度の詳細（市町村の支払事務） 

応急修理は、工事完了後、地方公共団体が申請案件ごとに代金の支払事務を行う

こととなる。市町村は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律

第 256 号）及び当該地方公共団体が定める条例や規則等を遵守し、伝票の起票、

所管部局決裁を経て支払処理を行うこととなる（表３-(2)-①）。 

 

表３-(2)-① 政府契約の支払遅延防止等に関する法律＜抜粋＞ 

（政府契約の必要的内容事項） 

第４条 政府契約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付

の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を

書面（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下この条において同じ。）（財務省令で定めるものに限る。）を含

む。第十条において同じ。）により明らかにしなければならない。ただし、他の法令

により契約書（その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該

電磁的記録を含む。）の作成を省略することができるものについては、この限りでな

い。 

一 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期 

二 対価の支払の時期 

三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金そ

の他の損害金 

四 契約に関する紛争の解決方法 

 

第５条 （略） 

 

（支払の時期） 

第６条 第四条第二号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方

から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対

する対価については三十日（以下この規定又は第七条の規定により約定した期間を

「約定期間」という。）以内の日としなければならない。 

２ （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

イ 調査結果 

一般的に市町村における支払事務処理は、支払までには所管部局による決裁手

続（支出負担行為）、会計所管部局による決裁手続、指定金融機関等による支払手

続等が存在し、事務処理には、各段階で一定の時間を要する。 

調査対象とした市町村は、支払事務は、上記一連の作業を契約ごとに１件ずつ処

理する必要があるため、「負担が大きい」としている。 

また、能登半島地震で応急修理に携わった事業者は、一部の市町からの支払が

遅延しており、資金繰りが厳しくなりかけたため、その市町の修理を受けること
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が難しくなったとしており、一部の市町において、実際に支払が遅延していたと

みられる（表３-(2)-②）。 

 

表３-(2)-② 応急修理業者への支払が遅延したとみられる事例（能登半島地震） 

事例の内容 

能登半島地震では、４市町で応急修理を請け負った。工事が完了し、完了報告書、請

求書を出した後、早い市町では１か月以内で支払われたが、遅いと３か月かかった。

３か月も待たされると、運転資金がなくなるので苦しかった。令和６年３月～４月頃

は、とある市町村の支払が特に遅く、いつ支払えるか分からないと言われた。そうな

ると、例えば補助額 70 万 6,000 円の工事で 10 件請けた場合には 700 万円以上の支払

が滞るので、当該市町村で応急修理を請け負うのは難しいと感じた。 

（注）当省の調査結果による。 

 

一方で、新潟市では、人員不足を解消するため、業務効率化ツールを導入して支

払事務の効率化を図った事例がみられた（表３-(2)-③）。 

 

表３-(2)-③ 支払事務を円滑に進めるための工夫を行った事例（新潟市） 

内容 

事業者も人手が不足し、請求書の提出が遅れることはよくあったが、行政も支払が

遅れていた。 

事務に長けた職員がいれば処理スピードは上がるが、応急修理の支払事務について

は、受付や審査業務を担う技術職員が並行して行っていたので、当該職員の負担が大

きくなっていた。 

支払事務は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の規定上、私人に委託

することができないため、職員が担う以外に改善が見込めない。 

このため、庁内の応援職員を動員、その後、専属の会計年度任用職員（最盛期は 15

人）を雇用（注２）して、伝票処理を行った。 

さらに、約 88 万円かけて RPA（ロボットによる業務自動化：Robotics Process Automation）を

導入（注２）し、申請書記載事項の転記を自動化した（注３）。 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 会計年度任用職員を雇用した人件費相当分及び RPA 導入費については、災害救助法第 18 条第１

項に規定される救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救助事務費」という。）として、国庫負担

の対象である。 

３ 新潟市は、RPA の導入により、約 860 時間の削減に効果があったとしている。 

 

このほか、新潟市では、事業者の運転資金の枯渇に備え、市の単独補助として、

「新潟市被災建物等の復旧・再建事業者利子軽減事業補助金」を創設した。 

この補助金は、中小規模事業者が金融機関から事業資金を借り入れた場合の利

子相当額について、50 万円を限度として補助するものであり、新潟市は、能登半

島地震の発災から令和７年９月 17 日時点までに約 60 件の支援を行ったとしてい

る（図３-(2)-①）。 

新潟市は、この制度により、工事請負業者の緊急的な資金調達への支援を行うこ
とができたとしている。 
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図３-(2)-① 新潟市被災建物等の復旧・再建築事業者利子軽減事業補助金 

 

（注）新潟市の資料による。 

 

ウ まとめ 

大規模災害では、多数の応急修理の申請等により市町村の支払事務が遅延し、応

急修理の工事の進捗に影響するおそれがある。このため、支払事務を含めた事務の

迅速化・効率化を図ることが望ましいと考えられる。 

能登半島地震において、新潟市では、会計年度任用職員を多数採用したほか、支

払事務に RPA を導入し、支払事務の迅速化・効率化を図っている。 

さらに、「新潟市被災建物等の復旧・再建事業者利子軽減事業補助金」を創設し、

中小規模事業者に対して運転資金面の支援を行うなど、支払事務が遅延した場合

でも、工事が遅滞しないよう対策を行っている。 

これらの取組は、他の地方公共団体の参考になるものと考えられる。 

 

【地方公共団体における今後に向けた取組】 

円滑・迅速な応急修理の実施の観点から、地方公共団体は、本調査の結果を参考に、

支払事務の円滑化に資する取組をあらかじめ検討しておくことが望ましいと考えられ

る。 
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４ 賃貸型応急住宅 
（本項目における調査の狙い・考え方） 

賃貸型は、既存の民間賃貸住宅を借り上げて被災者に供与するものであり、被災し

ていない物件であれば早期に供与することができるため、今後発災が想定される南海

トラフ地震や首都直下地震においては、早期に住宅を確保したい被災者から、大量の

申込みがあることも想定される。それらを滞ることなく円滑に事務を進めるために、

事務処理体制の整備が重要と考えられる。 

本項目では、賃貸型の供与に関する過去の被災地での状況、調査対象とした地方公

共団体における、賃貸型の早期供与に向けた事務処理体制の構築状況等について調査

した。 

 

（基本的な制度の概要） 

賃貸型の対象者や要件等については、内閣府告示及び「災害救助事務取扱要領」によ

り、住家が全壊等し、自らの資力では住家を得ることができない者に対し、地方公共

団体が、地域の実情に応じた額（実費）を限度として、２年を限度に供与することとさ

れている（表４-①）。 

 

表４-① 賃貸型応急住宅制度の要件等 

区分 一般基準 備考 

対象者 住家が全壊、全焼又は流出し、居

住する住家がない者であって、自

らの資力では住宅を得ることがで

きないもの 

 

費用の限度額 地域の実情に応じた額（実費）（注

２） 

家賃、共益費、敷金、礼金、仲介

手数料又は火災保険等、民間賃貸

住宅の貸主又は仲介業者との契

約に不可欠なもの 

住宅の規模 世帯の人数に応じて建設型応急住

宅で定める規模に準じる規模 

 

着工時期 災害発生の日から速やかに提供  

救助期間 最長２年（建設型応急住宅と同様） 著しく異常かつ激甚な災害が発

生した場合は、必要に応じて、１

年を超えない期間ごとの延長が

可能（注３） 

（注）１ 内閣府の資料を基に、当省が作成した。 

   ２ 「災害救助事務取扱要領」により、「家賃上限は、間取りごとに、被災地域における総賃貸物件

数の概ね８割程度をカバーできる水準とする」とされている。 

３ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、政令

により、同法第２条第１項の特定非常災害として指定されていることを前提として、この供与期間

を延長する必要が生じた場合は、内閣総理大臣に協議の上、同意を得た後に、供与期間の延長を行

うことができる。 
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（賃貸型応急住宅に関する国の手引等） 

内閣府は、今後の災害に備え、関係者が賃貸型の速やかな供与の必要性について改

めて認識し、必要な準備を行い、実際に発災した後に１日でも早く被災者が賃貸型に

入居することができるよう、「賃貸型応急住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施のた

めの手引き」（令和２年５月内閣府政策統括官（防災担当）作成。以下「賃貸型の手引

き」という。）を作成、公表し、地方公共団体の取組を支援している。 

賃貸型の手引きでは、賃貸型の供与に当たり、大きくは「発災後から賃貸型応急住宅

への入居の募集開始まで」、「入居の募集開始から入居決定まで」、「入居決定から入居

まで」及び「入居後の支払」の四つのフェーズに分け、対応する内容と対応主体につい

て整理している（表４-②）。 
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表４-② 発災後の賃貸型供与事務 

（注）賃貸型の手引きを基に、当省が作成した。 

 

また、賃貸型の手引きでは、フェーズごとの取り組むべき事項の実施内容及び留意

点として、賃貸型への速やかな入居を実現するためには、当該フェーズに係る期間を

可能な限り短くすることが不可欠である旨が記載されている（表４-③）。 

 都
道
府
県 

市
町
村 

所
有
者 

賃
貸
業
団
体 

宅
地
建
物
取
引
業
者 

不
動
産
流
通
団
体 

損
害
保
険
会
社
等 

金
融
機
関 

被
災
者 

フェーズ１ 

発災後から

賃貸型応急

住宅への入

居の募集開

始まで 

１ 関係団体への協力要請 

 
● ●  ●  ● ● ●  

２ 事務委任・業務委託の実施 

 
● ●  ●  ●  ●  

３ 賃貸型応急住宅の契約方

法等の決定 
● ●  ●  ●    

４ 賃貸型応急住宅に係る各

種要件の決定 
●   ●  ● ● ●  

５ 関係団体等への賃貸型応

急住宅の供与実施の連絡 
● ●  ●  ●    

６ 賃貸型応急住宅の供与へ

の協力意向の確認 
●  ● ● ● ●    

７ 賃貸型応急住宅の供与に

必要な資料の更新・作成 
●         

８ 賃貸型応急住宅への入居

の相談窓口の開設 
● ●  ● ● ●    

フェーズ２ 

入居の募集

開始から入

居決定まで 

１ 賃貸型応急住宅への入居

の募集開始の周知 
●        ● 

２ 賃貸型応急住宅の入居申

込・審査 
●  ●  ● ●   ● 

フェーズ３ 

入居決定か

ら入居まで 

１ 賃貸型応急住宅の供与決

定の通知 
●        ● 

２ 契約手続の実施 

 
●  ●  ● ●   ● 

３ 鍵の引渡し 

 
●    ●    ● 

フェーズ４

入居後の支

払 

１ 費用の支払事務に係る業

務委託の実施 
●     ●  ●  

２ 関係者への支払 

 

 

 

●  ●  ● ● ● ●  
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表４-③ 賃貸型の手引き＜抜粋＞ 

２-２．賃貸型応急住宅の供与のフローと対応者 

本手引きでは、賃貸型応急住宅の供与のフローとして、大きくは「発災後から賃貸

型応急住宅への入居の募集開始まで」、「入居の募集開始から入居決定まで」、「入居決

定から入居まで」及び「入居後の支払」の４つのフェーズに分け、さらに各フェーズに

おいて対応すべき事項と対応者を以下のとおり整理している(略)。 

 

（図表略） 

 

「発災後から賃貸型応急住宅への入居の募集開始まで」のフェーズは、賃貸型応急

住宅への入居の募集を開始するために必要な準備を行うフェーズであり、当該フェー

ズでは、関係団体への協力要請、事務委任・業務委託の決定、賃貸型応急住宅の契約方

法等の決定、賃貸型応急住宅に係る各種要件の決定、賃貸型応急住宅の供与実施の連

絡・周知、協力意向の確認・報告、賃貸型応急住宅の供与に必要な資料等の決定・公

表・送付、相談窓口の開設を行う。なお、賃貸型応急住宅への速やかな入居を実現する

ためには、当該フェーズに係る期間を可能な限り短くすることが不可欠である。 

 「入居の募集開始から入居決定まで」のフェーズでは、賃貸型応急住宅への入居の

募集開始を周知し、被災者の状況や被災者より申し込まれた民間賃貸住宅について、

賃貸型応急住宅として供与するための要件に適合しているかどうかの審査を行う。 

「入居決定から入居まで」のフェーズでは、賃貸型応急住宅としての供与の決定の

通知、賃貸借契約書等の作成、当該賃貸型応急住宅の鍵の引渡しを行い、被災者が当

該賃貸型応急住宅に入居する。 

「入居後の支払」のフェーズでは、所有者への退去修繕負担金等の初期費用や毎月

の家賃等の支払、当該賃貸型応急住宅を媒介した宅地建物取引業者への仲介手数料の

支払、当該賃貸型応急住宅の賃貸借契約に係る損害保険を受け持つ損害保険会社等へ

の損害保険料の支払を行う。 

(略) 

（注）下線は当省が付した。  
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(1) 事務処理体制の整備及び訓練等の実施状況 

ア 制度の詳細 

（平時の取組） 

「大規模災害時における被災者の住まいの確保に係る留意事項等について」（平

成 30 年３月 30 日付け府政防第 556 号・国土動第 173 号・国住備第 506 号・国住

生第 811 号内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）及び参事官

（事業推進担当）並びに国土交通省土地・建設産業局不動産業課長並びに住宅局住

宅総合整備課長及び住宅生産課長連名通知）では、「大規模災害が発生した際には、

圧倒的に住まいが不足し、被災者が広域的に避難することにより、応急的・一時的

な住まいの生活が長期化することや、被災地方公共団体の事務負担等が大幅に増

加することが想定される」とされている。 

同通知や賃貸型の手引きでは、地方公共団体は、平時から、不動産関係団体との

協定の締結、契約条件に係る調整、マニュアルの整備、訓練の実施等を行っておく

ことが望ましいとされている（表４-(1)-①）。 
 

表４-(1)-① 関係団体との連携、訓練等の実施に関する通知及び規定 

○「大規模災害時における被災者の住まいの確保に係る留意事項等について」＜抜粋

＞ 

 

２． 留意事項等 

(1) 空き家・空き室を活用した応急借上住宅の積極的な供与 

  ① （略） 

② 応急借上住宅を迅速に提供するには、災害時における被災者への民間賃貸住

宅の提供に関する複数の不動産関係団体との協定の締結に加え、平常時から、

当該協定を締結した団体との間で、応急借上住宅の物件の選定方式、契約方式、

家賃、敷金・礼金、家財保険等の契約条件に係る調整を行うことが望ましい。

また、当該協定を締結した団体との定期的な打合せや訓練等の実施、発災後の

手続を時系列で定めた事務マニュアルや民間賃貸住宅の借上げに係る契約書

様式の作成等を進めておくことが望ましい。 

   ③～⑩ （略） 

 

○賃貸型の手引き＜抜粋＞ 

Ⅲ.事前準備編 

１．「発災後から賃貸型応急住宅への入居の募集開始まで」のフェーズにおける事前

準備 

１-１．関係団体への協力要請に係る準備 

（略） 

また、都道府県によっては、賃貸型応急住宅の供与を担当する部局が必ずしも不

動産業や宅建業等を所管する部局であるとは限らない。その際には、賃貸借に係る

契約方法等について事前に検討を行う場合には、不動産業や宅建業等を所管する

部局の職員を交えて行うことが望ましい。また、災害発生後においても、不動産業
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や宅建業等を所管する部局の職員を担当者として加えることが望ましい。 

 

Ⅴ．訓練実施編 

１．賃貸型応急住宅の円滑かつ迅速な供与のための訓練の意義・目的 

（略） 

このため、平時に関係者が賃貸型応急住宅の円滑かつ迅速な供与のための訓練

を実施し、当該訓練を通じて発災後の状況に対応した判断及び行動をできるよう

にしておくことが極めて重要である。これにより、発災後の関係者毎のオペレーシ

ョン上の課題を見出し、必要に応じて業務マニュアル等を見直す等、各種の課題を

解決していくことで、関係者の適切な役割分担の下、円滑かつ迅速な賃貸型応急住

宅の供与が可能となる。 

（略）「発災後から賃貸型応急住宅への入居の募集開始までのフェーズ」を想定

した『情報連絡に係る訓練』、「入居の募集開始から入居決定までのフェーズ」を想

定した『申込み・審査に係る訓練』及び「入居決定から入居までのフェーズ」を想

定した『入居手続に係る訓練』の３つの訓練について（略）。 

（注）下線は当省が付した。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

ａ 事務委任 

熊本地震における熊本県及び能登半島地震における石川県は、どちらも賃

貸型に関する事務の一部を市町村に事務委任しているが、委任の範囲に相違

がみられた。 

両者の主な相違としては、熊本県の場合は、人口規模の大きい熊本市分の

み、全ての事務を委任しているが、他の市町村分は、受付事務を市町村に委

任し、県が審査、契約事務を担っている（図４-(1)-①）。 
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図４-(1)-① 賃貸型の供与の流れ（熊本県） 

 

（注）熊本県の資料による。 

 

一方、石川県の場合は、市町村が受付事務と契約事務を担い、県は審査事務

を担っている（図４-(1)-②）。 

 

図４-(1)-② 賃貸型の供与の流れ（石川県） 

 

（注）石川県のホームページによる。 

 

（熊本県と石川県における賃貸型の供与事務に係る処理日数） 

今回、熊本県と石川県における賃貸型の申込みから入居決定通知の発送ま

での事務に係る処理日数について調査した。 
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両者は異なる災害であり発生の時期や地域が異なる上、事務の内容やその

処理に関わった職員数、個別案件の事情等、処理日数には様々な要因が影響し、

それらを正確に把握して分析することは難しい。飽くまでも参考として単純

に比較すると、熊本県は約 16 日、石川県は約 14 日であり、両県ともおおむね

２週間程度であった（表４-(1)-②）。 

 

表４-(1)-② 賃貸型の申込みから入居決定通知発送までの平均所要日数（参考） 

（単位：日） 

区分 熊本県 石川県 

①申込み～受付（注２） 5.3 1.2 

②受付～決裁起案 7.1 10.9 
 

うち市町村受付～県受付  5.0 
 

うち県受付～決裁起案  

③決裁起案～決裁完了 0.8 1.2 

④決裁完了～入居決定通知発送（注３） 2.9 0.8 

全体 16.2 14.2 

（注）１ 賃貸型の供与に際し、被災者、所有者、被災地方公共団体の３者間で賃貸借契約を締結する場合

（以下当初から３者間で契約する方式を「３者間契約方式」という。）と、災害発生後にまず被災

者と物件所有者が賃貸借契約を締結し、その後、被災地方公共団体を加えた３者間契約に切り替え

る場合（以下「遡及契約方式」という。）がある。このうち、３者間契約方式の場合の平均所要日

数を、石川県（約 1,000 件）及び熊本県（約 2,000 件）の賃貸型入居台帳を基に当省が算出した。

なお、各区分の日数は、四捨五入により表記しているため、全体の日数の合計値は、各区分の日数

値の合計値とはならない。  

２ 「①申込み～受付」について、石川県は市町が受付をしたのに対し、熊本県は市町村を経由し県

が受付をしている。 

３ 「④決裁完了～入居決定通知発送」について、石川県は県から市に通知しているのに対し、熊本 

県は県から被災者（仲介事業者）に直接通知している。このため、本表では、石川県は市から被災 

者（仲介事業者）への通知時間については反映していない。 

 

事務処理に一定の時間を要した理由について、両県とも審査の際の書類不

備等の補正に時間を要したとしている（表４-(1)-③）。 

 

表４-(1)-③ 賃貸型の事務処理に一定の時間を要した理由 

都道府県名 内容 

熊本県 審査を行う中で書類の不備が多く、確認の電話や補正（郵送でのやり

取り）が必要となり、かなりの時間を要した。 

石川県 送付された申請書類は、県が内容確認するが、不備があった場合は、

被災者の住民票が在る市町に問い合わせることも多く、郵送や審査に

時間を要した。 

（注）当省の調査結果による。 

 

なお、能登半島地震の際に、賃貸型の契約事務等を担った輪島市は、市の

人員体制が十分に整備できない中、契約書の作成や支払管理用務などの業務
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量が多く、円滑な運営が困難であったとしている。 

 

（熊本市の事務の処理日数と見解） 

熊本県から事務委任を受けた熊本市に対して、賃貸型の申込受付から入居

決定通知の発送までの事務の処理日数を調査したところ、当該事務を二日程

度で実施している。 

熊本県と比較して、迅速に事務処理を実施できた理由として、熊本市は、全

ての事務を同一機関で行えたことで、受付と補正がその場で行え、柔軟な対応

ができたことや、県市間の資料の移送がなく、時間短縮につながったためとし

ている（表４-(1)-④）。 

 

表４-(1)-④ 賃貸型の事務処理に関する見解（熊本市） 

内容 

○ 申請受付機関と決定機関が同一であったため、申請時に書類の訂正を指摘した上

で、軽微なものについては、契約書の提出と同時に受け付けるなど、柔軟な対応を

行った。 

○ 受付機関と審査機関が異なると、資料の移送に一定の時間を要するが、同一機関

が事務処理を行うため、その時間が短縮できた。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 業務委託 

災害時には、地方公共団体職員も被災するため、出勤率の低下や他業務への

対応等により、当該地方公共団体の人員が不足し、円滑な事務の遂行が困難と

なる場合がある。 

「災害救助事務取扱要領」には、委託費が救助事務費の対象となる旨が規定

されており、業務委託は、円滑な事務の遂行に資する方法の一つと考えられる

（表４-(1)-⑤）。 

 

表４-(1)-⑤ 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

第５ 救助事務費に関する事項 

１ 救助事務費の範囲 

(2) 救助事務費として認められる経費 

救助事務費として認められる経費は、次のア～サに掲げる経費であり、その具

体的な例としては、各々その次に掲げるものなどが考えられている。 

したがって、これらの範囲を超えるおそれのある場合には、必要に応じて内閣

総理大臣に協議の上、特別基準を設定することも考えられるので、内閣府と連絡

調整を図ること。 

ア～コ （略） 

サ 委託費 

応急救助の事務の執行に必要な業務委託費である 

(ｱ) 救助事務は、本来、救助の実施機関が自ら行うのが基本であるが、発災
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時において、円滑な事務を実施するには限界が生じる場合があるため、例

えば、大量の民間賃貸住宅の借り上げにおける被災者への住宅の斡旋や業

者との契約、賃金支払いなどの膨大な事務作業について専門的な業者に事

務を委託し、事務の効率化を図るための経費である。 

そのため、あらかじめ委託の可能性があるもの事務を特定し、事前にそ

の事務を受託可能な業者等と協定を締結するなどの取組みを行うことが望

ましい。 

(ｲ) なお、この委託費は応急救助以外の災害復旧や復興に関係する事務は、

対象とはならない。 

シ （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

また、賃貸型の手引きにおいても、賃貸業団体や不動産流通団体等への委託

の有効性について記載されている（表４-(1)-⑥）。 

 

表４-(1)-⑥ 賃貸型の手引き＜抜粋＞ 

Ⅲ．事前準備編 

１．「発災後から賃貸型応急住宅への入居の募集開始まで」のフェーズにおける事前

準備 

１－２．事務委任・業務委託の実施に係る準備 

  （略） 

また、災害による被害の規模が大きく、都道府県及び市町村の事務処理に係る

マンパワーが不足すると見込まれる場合、被災者への賃貸型応急住宅の供与の

スピードが低下することが想定されることから、これを補完するべく、相談対

応、入居申込み受付、契約書の作成・説明等の事実行為に関する事務等につい

て、賃貸業団体や不動産流通団体等の専門性を有する民間の団体に業務委託す

ることが考えられる。 

（注）下線は当省が付した。 

 

熊本地震における熊本市の賃貸型の業務委託状況を確認したところ、同市

は、不動産関係団体に、避難所を巡回し、申込書の配布・説明をする業務のほ

か、申込受付、書類確認、入居決定通知の送付、契約書の確認等について、委

託していた（表４-(1)-⑦）。 

 

表４-(1)-⑦ 業務委託の事例（熊本市） 

事例の内容 

○ 被害が大きすぎて、市の窓口が混乱していたため、一旦、公益社団法人全国賃貸

住宅経営者協会連合会熊本県支部に、一元的なコールセンターを設置し、同支部に

担当課等への振り分けを担ってもらった。書類の流れも同支部で割り振り、市の担

当課で確認するという二段階の流れで行った。 

○ 本市は比較的大きな市なので、災害業務や、契約事務を経験した職員が配置され
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ているが、小規模な地方公共団体では困難な場合も見受けられるため、日頃から不

動産仲介業者の団体との連携を図り、活用することで、速やかな対応が期待でき、

職員の負担も軽減できる。 

（注）当省の調査結果による。 

 

なお、業務委託を行うことについて熊本市は、「熊本市は比較的大きな市で

あり、日頃から業務委託先となる団体との連携ができている。また、職員も日

常的に業務委託に係る契約事務を行っている。他方、小規模な地方公共団体は、

委託先となる団体が地域内に存在しないことや、通常は扱わない災害時の業

務委託に係る契約事務や、予算確保等により、苦慮するのではないか。」とし

ている。 

 

ｃ 入居決定 

入居に至るまでの賃貸型の手続の基本的な流れは、契約書の完成をもって

入居となるが、熊本地震における熊本県では、契約書の完成には時間を要する

ため、被災者の早期入居を優先し、入居要件等を満たせば、入居決定通知をも

って、契約書の完成前に入居できることとしていた（図４-(1)-③）。 

 

図４-(1)-③ 入居決定通知により賃貸型への入居を認める運用（熊本県） 

 

（注）当省の調査結果による。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

ａ 事務処理体制等の検討状況 

（事務分担） 

調査対象とした 12 都道府県に対し、賃貸型の受付事務、審査事務、契約事

務の処理体制について確認した（表４-(1)-⑧）。 

受付事務については、表４-(1)-⑧における②から④までの 11 都道府県が

市町村に事務を委任することとしている。 

審査事務については、表４-(1)-⑧における①から③までの 11 都道府県が

事務を担うこととしている。 



54 

契約事務については、表４-(1)-⑧における①及び②の 10 都道府県が事務

を担い、③及び④の２都道府県が市町村に事務を委任することとしている。 

なお、表４-(1)-⑧における②の「都道府県が審査・契約を行い、市町村が

受付を行う」とした都道府県の中には、一部の市についてのみ審査事務を委任

する予定の都道府県もみられた。 

 

表４-(1)-⑧ 調査対象とした都道府県における賃貸型の事務分担 

（注）当省の調査結果による。 

 

審査事務を市町村に分担しない①から③までを採用した 11 都道府県は、そ

の理由として、「審査事務を市町村に任せることで市町村ごとに対応が区々に

なるのは望ましくない」、「市町村に審査事務も含め担当してもらわなければ

ならない必要性は表面化していない」等としていた。 

また、④を採用した都道府県は、「災害時に申請・手続の窓口となる市町村

が賃貸型の受付・審査を担当することが適当である」としている。 

なお、④を採用した都道府県内の調査対象とした市町村に対し、事務委任に

係る認識の共有状況や事務処理の内容、市町村側の人員体制等について調査

したところ、賃貸型の円滑な事務処理に関する十分な準備体制が整っていな

い状況がみられた（表４-(1)-⑨）。 

 

表４-(1)-⑨ 賃貸型に係る全ての事務を担当することに対する市町村の意見 

意見の内容 

賃貸型に係る全ての事務を市町村が担うべきことと承知しているものの、賃貸型の

事務対応に向けたマニュアル作成等の準備を行えていない。 

そのため、大規模災害時には、混乱することが必至である。 

都道府県において、賃貸型のマニュアルや都道府県内統一様式を整備してほしい。 

くわえて、説明会や研修も実施してほしい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（業務委託） 

      調査対象とした 12 都道府県において、賃貸型の業務委託状況を確認したと

ころ、３都道府県が、委託することを検討、残りの９都道府県は未定として

いた。 

 委託を検討しているとした３都道府県のうちの一つである和歌山県は、熊

本地震における熊本県及び熊本市の賃貸型の供与に係る対応状況について、

審査事務及び契約事務の分担 都道府県数 

① 都道府県が受付・審査・契約を行う １ 

② 都道府県が審査・契約を行い、市町村が受付を行う ９ 

③ 都道府県が審査を行い、市町村が受付・契約を行う １ 

④ 市町村が受付・審査・契約を行う １ 
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令和５年度から調査・検討を行い、不動産団体以外の事業者との業務委託を検

討するに至ったとしている（表４-(1)-⑩）。また、検討の中では、どのような

業務を委託できるか等の検討も行われている。 
 
表４-(1)-⑩ 業務委託を検討している事例（和歌山県） 

賃貸型に係る供与マニュアルの作成に向けた検討を進める中で、熊本地震発災時の

熊本県及び熊本市の対応状況について調査を行った。 

熊本地震の発災時、熊本県は賃貸型の供与に係る業務を、県職員による直営方式で

実施し、ピーク時は、応援職員を含む 50 人超の職員体制で実施したが、ほとんどが日

替わりでの対応となり、非効率であった。 

一方、熊本市は熊本県の約２倍の申請があったものの、当初から、県内の不動産関

係団体に、ⅰ電話・窓口相談対応、ⅱ申込審査、データ入力、通知、ⅲ契約書審査を業

務委託していたことから、業務に必要な人員の確保及び固定人員の配置によりノウハ

ウが蓄積され、事務処理が円滑に進んだと分析した。 

これらの調査結果から、本県は、業務委託することが望ましいと考えた。さらに、行

政の支払ルールに縛られず効率的な支払が可能となることから、賃貸型の支払事務も

含めて業務委託する方向で検討している。 

委託先については、当初、賃貸型の手引きを参考にして、県内の不動産関係団体に

打診したが、いずれの団体も、人員不足を理由に対応は困難として断られた。 

このため、不動産関係団体ではなく、新型コロナウイルス感染症に係る支援金等の

事務局運営の実績や県内・外に拠点を有する旅行事業者と「災害時における被災者の

住まいの確保に関する協定」を締結し、業務委託に関する検討を進めている。 
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（熊本地震における事務量の分析） 

 

 

（委託のメリットとデメリット） 
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（委託する業務の検討） 

 

 

（業務委託を検討するに当たっての和歌山県の意見） 

業務委託を検討する際に、賃貸型の手引き等を参考にしたものの、当該資料には業

務委託先として、不動産関係団体及び金融機関のみが紹介されていた。地域によって

は、当該団体等への委託が困難と考えられる。 

賃貸型に係る業務の中で、業務量が多いと想定されるコールセンター業務等につい

ては、不動産関係団体以外でも委託が可能な事業者等があると思われることから、今

後、国が手引等で、業務委託先を紹介する場合は、当県の事例等も参考に不動産関係

団体以外の委託先を幅広に紹介するとともに、業務委託をするに当たっての仕様書や

委託費の例示等についても併せて紹介してほしい。 

（注）当省の調査結果及び和歌山県の資料による。 

 

      業務委託することについて、未定と回答した９都道府県は、その理由とし

て、委託できる内容が不明等としている（表４-(1)-⑪）。 

 

表４-(1)-⑪ 業務委託について未定とした都道府県の意見 

意見の内容 
○ 市町村担当事務の一部を不動産関係団体等に委託する必要性を感じていない。ま 

た、委託費が救助事務費の一費目とされていることは知らなかったが、救助事務費

には、上限が設定されており、委託費に回せる余裕があるとは到底思えない 23。仮

 
23 「災害救助事務取扱要領」では、平成 28 年４月の改定以降、救助事務費として認められる経費に委託

費が掲げられている。救助事務費は、内閣府告示第 16 条により、災害救助費の額に応じて費用の限度額が

定められているが（参考 11）、当省が内閣府に確認したところ、委託費に救助事務費を充てられなかった

例はこれまで把握していないとしている。 
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に認められる可能性が残されていたとしても、財源が確保できるか不透明であれば、

検討することはできない。 
○ 審査業務や借主としての契約業務については行政が行うものであり、不動産事業

者に委託できるものではないことから、委託できる内容が不明である。 

○ 不動産関係団体と協定を締結しており、協力して業務に当たることとしているが、

具体的な業務内容を精査していないため未検討の状態である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（説明会） 

調査対象とした 12 都道府県において、賃貸型の事務処理や契約内容等に係

る説明会の実施状況を確認したところ、市町村が参加するものについては、

調査対象とした都道府県全てで実施していた。また、不動産関係団体が参加

するものについては、調査対象とした 12 都道府県のうち９都道府県で実施し

ていた（表４-(1)-⑫）。 

 

表４-(1)-⑫ 調査対象とした都道府県における説明会の実施状況 

 実施都道府県数

（割合） 

未実施都道府県数

（割合） 

市町村が参加する説明会 12(100％) ０(０％) 

不動産関係団体が参加する説明会 ９(75.0％) ３(25.0％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、12 都道府県に対する構成比である。 
 

 不動産関係団体が参加する説明会を行っていない都道府県は、その理由と

して、「別の業務（マニュアルの作成）に注力していたため実施できていなか

った」や、「保健福祉部局が所管しており不動産関係団体とのやり取りがない」

等を挙げている（表４-(1)-⑬）。 

 

表４-(1)-⑬ 不動産関係団体が参加する説明会を行っていない主な理由 

内容 

○ マニュアルの作成に注力しており、不動産事業者向けの説明はできていなかった

が、協定締結団体から、賃貸型の制度について説明してほしいという話もあったた

め、年度内に実施予定である。 

○ 保健福祉部局が賃貸型の供与に関する担当部局となっており、不動産関係団体と

の日頃のやり取りがないため、実施できていない。 

○ 災害救助法が都道府県内の市町村に適用され、賃貸型に関する事務が当該市町村

に事務委任されれば、都道府県が当該事務に関与する場面がない。制度説明につい

ては、不動産関係団体の本部によって周知が行われており、各団体は制度概要につ

いて十分に承知しているとみられるため、都道府県が改めて周知等を行う必要性を

感じていない（注２）。 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 当省の調査後、不動産関係団体の会員全体への浸透が十分でないことが判明したことから、方
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針を変更し、今後の対応を検討したいとしている。 

 

（訓練） 

調査対象とした 12 都道府県において、賃貸型の事務処理に係る訓練（参考

12）の実施状況を確認したところ、市町村が参加する訓練は、９都道府県で

実施していた。また、不動産関係団体が参加する訓練については、４都道府

県で実施していた（表４-(1)-⑭）。 

 

表４-(1)-⑭ 調査対象とした都道府県における訓練の実施状況 

 訓練実施 

都道府県数（割合） 

訓練未実施 

都道府県数（割合） 

市町村の参加 ９(75.0％) ３(25.0％) 

不動産関係団体の参加 ４(33.3％) ８(66.7％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２（ ）内は、12 都道府県に対する構成比である。 

 

訓練を実施している４都道府県のうち、行政職員役、被災者役、不動産仲介

業者役を設けたロールプレイ方式のシミュレーション訓練を実施している都

道府県は３都道府県、情報連絡訓練を実施している都道府県は１都道府県で

あった。 

 訓練を実施していない都道府県では、その理由として、通常業務を抱えてい

る中で、訓練の準備に係る負担がある等としている（表４-(1)-⑮）。 

 

表４-(1)-⑮ 訓練を実施していない主な理由 

主な理由 

○ 通常業務を抱えている中で、訓練の準備に係る負担も軽くはなく、訓練を実施す

るに至っていない。 

○ 訓練の実施を仮に検討しようにも、何をテーマに行えば十分と言えるかが判然と

しない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

一方で、訓練を実施していない都道府県の中からは、今後、南海トラフ地震

への危機感も高まっていることなどを理由に訓練を実施したいとする意見も

聴かれた（表４-(1)-⑯）。 

 

表４-(1)-⑯ 今後訓練を実施したいとする意見 

意見の内容 

○ 不動産業界における南海トラフ地震への危機感も高まっていると実感してきてお

り、今後は発災直後を想定した市町村や不動産関係団体との連絡訓練を実施する予

定である。 

○ 市町村や不動産関係事業者との訓練については未実施であるが、今後、公益社団

法人全国賃貸住宅経営者協会連合会の協力の下、市町村に対する訓練を実施したい。 
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○ 賃貸型応急住宅供与実施要綱案及び同実施マニュアル策定後に、当該実施要綱等

に定めた役割分担や賃貸型応急住宅供与の実施手順を確認する訓練を実施したい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ウ まとめ 

大規模災害が想定されている地域に対する調査では、賃貸型の事務手続につい

て、調査対象とした 12 都道府県全てが市町村に全部又は一部の事務を分担する方

針としているが、大規模災害の発災直後は、被災や業務多忙により、都道府県及び

事務を分担する市町村の事務処理が円滑に進まなくなるおそれがある。このため、

民間への業務委託は被災による人員不足を補う有用な方法の一つと考えられる。 

実際に、熊本市は、不動産関係団体に賃貸型の事務を委託したことで、人員確保

が図られ、事務が円滑に進んだとしている。 

民間委託を進めている又は検討している都道府県は、12 都道府県のうち３都道

府県にとどまっていたことから、他の都道府県においても、委託について検討を進

めることが望ましいと考えられる。 

また、委託先を検討する際には、和歌山県の事例のように、不動産関係団体が人

員不足等により業務を請け負うことが難しい場合もあるため、不動産関係団体に

限定せず、他の業種（旅行会社等）を委託先として検討することも効果的と考えら

れる。 

あわせて、和歌山県では、どのような事務を委託できるのか、詳細に書き出した

検討も行われており、このような整理を行うことで、何を委託できるのかが明確に

なると考えられる。 

内閣府は、応急救助の事務の執行に係る業務委託に関し、「災害救助事務取扱要

領」において、賃貸型等の事務処理に係る業務委託について、あらかじめ委託の可

能性がある事務を特定し、事前にその事務を受託可能な業者等と協定を締結する

などの取組を行うことが望ましいことを示しているが、より一層の周知を図るこ

とは有用と考えられる。 

 

【所見】 

したがって、円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、内閣府は、賃貸型の事務

処理に係る業務委託について、民間に委託している事例を収集・提供し、地方公共団

体に対して検討を促すこと。 

 

【地方公共団体における今後に向けた取組】 

円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、地方公共団体は、賃貸型の事務処理

に係る業務委託について、あらかじめ委託の可能性がある事務を特定し、受託可能な

業者等と協定を締結するなどの取組を検討しておくことが望ましいと考えられる。 

  



61 

(2) 各種要件の検討状況 

ア 制度の詳細 

「災害救助事務取扱要領」では、災害救助法の適用となる賃貸型の費用が定めら

れ、対象となる賃貸物件の家賃上限の設定方法が規定されており、国庫負担の対象

となる上限額は被災地域における総賃貸物件数のおおむね８割程度をカバーでき

る水準とすることとされている（表４-(2)-①）。 

 

表４-(2)-① 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

２ 応急仮設住宅の供与 

(4) 基準額 

(ｲ) 賃貸型応急住宅について 

① 法による賃貸型応急住宅を供与するため支出できる費用には、家賃、共益

費、敷金、礼金、退去修繕負担金、仲介手数料、火災保険料等、民間賃貸住宅

等の貸主、仲介業者との契約に不可欠なものが含まれるものとし、支出可能

な範囲は、地域の実情に応じた額とする（国庫負担の対象となる家賃の上限

額は、間取りごとに、被災地域における総賃貸物件数の概ね８割程度をカバ

ーできる水準とする。）。 

ただし、光熱水費、駐車場料及びペット飼育追加料等は、自己負担を原則と

する。 

② （略） 

③ 賃貸型応急住宅については、発災後速やかに、被災自治体、賃貸業団体及

び不動産流通団体との間での協議を経て、国庫負担の対象となる家賃の上限

額を設定すること。 

なお、災害発生年度における物価変動を適切に反映させる必要があること

から、家賃上限額の設定は、災害救助法が適用された災害毎に実施されたい。 

（国庫負担の対象となる家賃の上限額は、間取りごとに、被災地域における

総賃貸物件数の概ね８割程度をカバーできる水準とする。） 

（注）下線は当省が付した。 

 

なお、「８割程度」の根拠について内閣府は、少なくとも平成 23 年には、家賃の

上限について地域の実情（実勢賃料）に応じたものとすることが適当である旨、国

から示しており、令和元年以降については、実際の災害において、８割程度をカバ

ーできる上限額に設定されている例があることを踏まえ、令和７年７月の改定で

「災害救助事務取扱要領」に加えたものであるとしている。 

また、賃貸型の手引きでは、賃貸型に係る各種要件についての内閣府との協議を

速やかに終わらせるため、あらかじめ関係団体等と調整しておくことが必要であ

るとされている（表４-(2)-②）。 

 

表４-(2)-② 賃貸型の手引き＜抜粋＞ 

Ⅲ.事前準備編 

１．「発災後から賃貸型応急住宅への入居の募集開始まで」のフェーズにおける事前
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準備 

１-４．賃貸型応急住宅に係る各種要件の検討 

（略） 

都道府県は、賃貸型応急住宅に係る各種要件（「賃貸型応急住宅としての要件」

及び「賃貸型応急住宅に係る金員の要件」をいう。以下同じ。）について、賃貸業

団体、不動産流通団体、損害保険会社等及び金融機関と、事前に検討・調整してお

くことが必要である。 

具体的には、「賃貸型応急住宅としての要件」には建物の耐震性、規模・間取り、

世帯人数毎の賃料の限度額があり（中略）、「賃貸型応急住宅に係る金員の要件」に

は賃料、共益費(管理費)、退去修繕負担金（略）、礼金、仲介手数料及び損害保険

料の限度額や、入居時負担金、駐車場使用料、自治会費、光熱水費等がある（略）。 

（略） 

なお、災害発生後には、賃貸型応急住宅に係る各種要件について内閣府と協議

を行うことが必要となるが、なるべく時間をかけずに協議を終わらせるためにも、

都道府県においては事前に関係団体等と検討・調整し、準備しておくことが必要

である。 

（注）下線は当省が付した。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

    ａ 熊本地震及び能登半島地震における賃貸型の制度運用の開始時の状況 

      今回、熊本地震における熊本県及び能登半島地震における石川県に対して、

賃貸型の制度運用の開始時の状況について調査した。 

熊本地震における熊本県は、発災から約２週間後に賃貸型の制度運用を開

始している。制度運用開始まで２週間要したことについて熊本県は、「これま

で経験したことのない大規模災害であり、直近で賃貸型の制度運用を実施し

た経験がなかったことから国・市町村・関係団体等との調整に時間を要して

しまった」とし、「早急な制度運用開始を図るため、最初から関係団体とも協

議しながら進めることが大切であった」としている。 

能登半島地震における石川県は、発災から３日後に賃貸型の制度運用を開

始している。このことについて石川県は、「令和４年、令和５年と豪雨災害が

続いており、その際に定めた規程等を活用し、内閣府と協議を行ったため、

速やかに制度の運用を開始できた」としている。 

また、発災初期の頃に、賃貸型の制度周知が行き渡らず、家賃上限額があ

ることを知らずに契約し、借りた物件が対象外となった事例がみられた（表

４-(2)-③）。 

 

表４-(2)-③ 発災初期の頃に制度が認識されていなかった事例 

区分 内容 

発災初期の頃に

制度を認識して

○ 熊本地震の発災後、賃貸型の開始前に自分で契約する者もおり、

その後に決まった賃貸型の入居要件に合わないケースもあった。                    
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いなかった被災

者に関する事例 

【熊本県】 

○ 発災から数日後に金沢市まで避難し、１月７日に、苦労して賃

貸物件を見付け契約した。その後、１月中旬に県職員の友人から

賃貸型の制度を教えてもらったが、自分が入居していた物件が、

賃貸型の対象となる家賃上限額を超えていたことから、対象外で

あった。１月７日時点では、制度の説明はなく、不動産事業者も制

度を把握していない様子であったが、その時点で家賃上限額を知

っていれば、それを踏まえて物件を探していた。【石川県の被災者】 

発災初期の頃に

制度を認識して

いなかった賃貸

型関係事業者に

関する事例 

○ 賃貸型の制度について１月中下旬頃に関係団体からの FAXにより

知った。それまでは制度を知らなかったので、どの物件が賃貸型

の対象となるか等を被災者に案内できなかった。 

 【石川県の賃貸型関係事業者】  

○ 発災前に賃貸型の制度を知らず、発災後に所属する団体からのメ

ールにより知った。賃貸型制度運用が開始された直後は制度につ

いて詳しく承知していなかったため円滑な対応が困難であった。 

 【石川県の賃貸型関係事業者】 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 制度運用開始後の一部地域の家賃上限額の変更 

能登半島地震における石川県は、制度運用開始時では県内一律の家賃設定

にしていたところ、その後、家賃相場が高い地域の家賃上限額を変更している

（表４-(2)-④）。 

 

表４-(2)-④ 制度運用開始後に一部地域の家賃上限を変更した事例（能登半島地震・石

川県） 

事例の内容 

 能登半島地震における家賃上限に関する内閣府との協議では、金沢市内又は石川県

全体の賃貸物件の家賃を基に家賃上限額を設定する案が検討された。 

石川県としては、金沢市に賃貸物件が多いことから、金沢市内の家賃を基に設定す

ることを希望したが、高い金額を採用すると、賃貸型の供与により、県内全体の賃貸

住宅の家賃価格の上昇を招くおそれがあることから、内閣府の同意が得られず、石川

県全体の家賃を基に設定することとなった。 

しかし、後に金沢市及び野々市市の賃貸物件がひっ迫し、被災者の希望する条件に

合った物件（例えば二人世帯が入居可能な物件）が見付からなくなったことから、令

和６年２月、一人世帯用の区分を設けるとともに、当該地域の家賃上限額を引き上げ

た。 
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（石川県の内閣府への協議資料（家賃上限の変更）） 

 

（注）当省の調査結果及び石川県の資料による。 

 

制度運用開始後の家賃上限額の変更について、石川県及び賃貸型関係団体

からは、極力避けるべきとの意見が聴かれた（表４-(2)-⑤）。 

 

表４-(2)-⑤ 制度運用開始後に一部地域の家賃上限を変更したことに関する意見 

意見の内容 

○ 制度の運用開始後に家賃上限を変更したことは、賃貸型の確保の観点から一定の

効果はあったものの、発災後速やかに入居した被災者との間で公平性の観点から課

題も感じた。また、被災者は、最初に把握した情報で動き、途中で変更されたことに
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気付かない者も少なくないことから、できる限り避けたほうが良いと感じた。【石川

県】 

○ 途中で金額設定が変更されることが分かると、今後上限額が見直される期待感か

ら、上がるまで入居を待つ被災者が増える可能性があり、入居が進まなくなるおそ

れがある。                        【賃貸型関係団体】 

（注）当省の調査結果による。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

ａ 家賃上限額の設定に係る取組状況 

調査対象とした都道府県に対して、家賃上限額の設定に関する方針につい

て調査したところ、12 都道府県全ての都道府県が家賃上限額の設定に係る方

針を有していた。 

具体的には、９都道府県が、「災害救助事務取扱要領」に示された「間取り

ごとに、被災地域における総賃貸物件数の概ね８割をカバーできる金額」と同

様であった。 

なお、静岡県と横浜市（神奈川県内）は、具体におおむね８割をカバーする

家賃上限額（案）を策定し、ホームページで公表している（図４-(2)-①及び

②）。 

 

図４-(2)-① 家賃上限額案（静岡県公表） 

 

（注）静岡県のホームページによる。 
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図４-(2)-② 神奈川県内における家賃上限額案（横浜市公表） 

 

（注）横浜市のホームページによる。 

 

「総賃貸物件数の概ね８割をカバーできる金額」ではない３都道府県のう

ち、２都道府県については、令和７年７月の「災害救助事務取扱要領」の改定

で家賃上限額の設定に関する考え方が示されたことを踏まえ、今後、見直す方

向で検討しているとしている。 

残りの１都道府県については、過去の他都道府県の事例から「間取りごとに、

被災地域における総賃貸物件数の概ね７割をカバーする金額」とする方針で

あった。 

 

ｂ 地域別の家賃上限額の設定に関する考え方 

今回、調査対象とした大規模災害が想定されている地域の地方公共団体に

対して、地域別の家賃上限額の設定に関する考え方について調査したところ、

調査対象とした 12 都道府県のうち、５都道府県が、地域別の家賃上限額を設

定する方針とし、１都道府県が管内一律とする方針、６都道府県が検討中又は

未検討としていた。 

管内一律とする考えの都道府県については、家賃相場に差が少ないためと

している。 

検討中又は未検討としている６都道府県については、検討しているが内閣

府と協議しなければ確定しないとしている都道府県もあったが、多くは検討

が進んでいない状況であった。 

なお、地域別の家賃上限額を設定する方針とした５都道府県のうち１都道

府県については、各市町村に設定を一任しており、都道府県として統一する方

針はないとしている。 

 

ｃ 共益費（管理費）の取扱いに関する考え方 

賃貸型の家賃に共益費及び管理費（以下「共益費等」という。）を含む取扱

いにしていると、上限額が実質的に下がることとなる。そのような取扱いをし
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ていない都道府県であれば、家賃上限額と同額の物件であっても入居できる

ところ、共益費等を家賃に含む取扱いにしている都道府県では、上限額を超過

し、賃貸型の対象外となる。その結果、利用可能な物件数が減少し、入居でき

ない被災者が生じるおそれがある。 

共益費等について内閣府は、災害救助法第 18 条第１項に規定される救助に

要する費用（以下「災害救助費」という。）の対象として、家賃とは別に認め

ている。 

今回、大規模災害想定地域の都道府県に対して、共益費等の取扱いについて

調査したところ、調査対象とした 12 都道府県のうち 10 都道府県については、

家賃に含めない取扱いとしていたが、２都道府県については、家賃に含める取

扱いとなっていた。 

共益費等を家賃に含める取扱いとしていた都道府県は、その理由として、東

日本大震災の被災者を受け入れる際にそのように取り扱うこととし、その後

の賃貸型のマニュアル策定の際にその取扱いを記載したとしている。 

なお、２都道府県のうち、１都道府県については、調査時点において、共益

費等を含める運用としていたが、令和７年度中にマニュアルを改定し、共益費

等を含めない家賃によって上限額を設定する考えであるとしている。残りの

１都道府県については、「災害救助事務取扱要領」と取扱いが異なると考えら

れるため、他の都道府県の動向も踏まえ今後検討していくとしている。 

 

ウ まとめ 

過去の被災地では、家賃上限額に関する情報が現場の不動産事業者に行き渡る

までに時間を要し、その間に上限額を知らずに契約した被災者の物件が、賃貸型

の対象外となった事例がみられた。また、家賃上限額を県内一律に設定したとこ

ろ、家賃相場の高い地域の物件が不足し、当該地域の上限額を変更せざるを得ず、

当初の家賃上限額で入居した被災者と上限額変更後に入居した被災者との間で公

平性に課題を感じた旨の意見が聴かれた。 

このため、入居要件（家賃上限額）の早期決定と関係団体への速やかな周知や、

家賃相場が高い地域については、後に家賃上限額を変更しなくても済むよう、あら

かじめ地域別の家賃上限額を設定しておくことなどは、賃貸型を開始する事前の

準備として取り組んでおくことが重要と考えられる。 

大規模災害が想定されている地方公共団体では、入居要件（家賃上限額）の決め

方の方針について、令和７年７月に「災害救助事務取扱要領」に規定されたことも

あり、その多くは、おおむね入居要件（家賃上限額）が決まっている状況であった。

このため、早期の入居要件（家賃上限額）の決定については、ある程度速やかにな

されるものとみられる。 

しかし、地域別の家賃について検討中又は未検討としている都道府県が 12 都道

府県のうち６都道府県あったため、本事項についても併せて整備しておくことが

望ましいと考えられる。  
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【地方公共団体における今後に向けた取組】 

地方公共団体は、本調査の結果を参考に、円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点

から、被災者が賃貸型の入居要件を知らずに民間賃貸住宅を契約し、賃貸型の対象外

となる事態を防ぐため、関係団体と連携し、地域別家賃上限額等の入居要件を早期に

決定・周知できる体制を事前に整備することが望ましいと考えられる。 
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(3) 大規模災害時における契約方式の実態と準備の状況 

ア 遡及契約方式 

(ｱ) 制度の詳細 

（３者間契約方式と遡及契約方式） 

「災害救助事務取扱要領」において、「賃貸型応急住宅を供与するに際しては、

被災者、物件所有者、地方公共団体の３者間で賃貸借契約を締結する必要があ

る」とされている（３者間契約方式）。 

他方、災害発生後にまず被災者と物件所有者の２者間で締結した賃貸契約

を後に地方公共団体を加えた３者間契約に切り替えた場合でも、当初の２者

間契約の契約日まで遡って災害救助法の適用対象となる（遡及契約方式）（表

４-(3)-①）。 

 

表４-(3)-① 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

２ 応急仮設住宅の供与 

(4) 基準額 

(ｲ) 賃貸型応急住宅について 
①～③ （略） 

④ 賃貸型応急住宅を供与するに際しては、被災者、所有者、被災自治体の３者

間で賃貸借契約を締結する必要がある（先行して、被災者と所有者の２者間

で賃貸借契約が締結されている場合にも、事後的に、３者間での契約に変更

する必要がある。）。このため、被災自治体においては、発災後、速やかに、賃

貸型応急住宅の供与を進めるための準備体制を構築した上で、被災者向けに、

賃貸型応急住宅に係る申請スケジュール、必要となる手続等について丁寧に

周知し、被災者と所有者の２者間で先行して賃貸借契約が締結されることが

ないよう、留意する必要がある。 

⑤ （略） 

⑥ 災害発生の日以降に、被災者と所有者の２者間で先行的に賃貸借契約が締

結された場合であっても、事後的に被災自治体が当該契約に加わり、３者間

での契約に切替えた場合には、当初の２者間での契約時に遡って災害救助法

の適用となり、国庫負担の対象となる。 

契約の切替え時には、退去修繕負担金などの費用が二重に支払われること

がないよう留意されたい。 

⑦ なお、２者間契約から３者間契約に切り替えるに際し、被災者へ返還でき

る経費は、退去修繕負担金（敷金）、礼金、家賃であり、火災保険料、賃貸物

件保証金及び仲介手数料は返還されないため、留意されたい（こうした観点か

らも、当初から３者間で契約を締結するよう留意されたい。）。 

   ⑧ （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

遡及契約方式は、東日本大震災の際に、当時の所管府省である厚生労働省の通
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知 24により認められ、熊本地震及び方式能登半島地震の際にも導入はされたも

のの、「災害救助事務取扱要領」等には、遡及契約方式の場合も災害救助法の対

象となること及び留意点に関する記述があるのみであり、これ以外の記述はな

い。 

内閣府は、遡及契約方式について、遡及適用後も一部返金されない費用がある

ため、トラブルの原因となることや地方公共団体の追加的事務負担が発生する

ことから、基本的には適切でなく、例外措置として認識しているとしている。 

 

（３者間契約方式と遡及契約方式の事務フロー） 

「災害救助事務取扱要領」には遡及契約方式の事務処理手順に関する具体の

記述はないが、石川県へのヒアリング等を基に３者間契約方式（図４-(3)-①）

と遡及契約方式（図４-(3)-②）の事務処理手順を当省で整理した。 

 

図４-(3)-① ３者間契約方式の事務処理手順（例） 

  

（注）石川県の資料を参考に、当省が作成した。 

  

 
24 「東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱について」（平成 23 年４月

30 日付け社援発 0430 第１号厚生労働省社会援護局長通知）（参考 13） 
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図４-(3)-② 遡及契約方式の事務処理手順（イメージ） 

 

（注）石川県の例を参考に、当省が作成した。 

 

３者間契約方式と比較すると、遡及契約方式は、被災者と所有者間で締結した

２者間の契約を破棄し、被災者が支払った家賃等を返金した後、改めて行政も加

わった３者間で契約を締結する流れとなる 25ため、被災者や、具体の契約事務

を行う不動産事業者の負担が増えるデメリットがある。 

一方で、行政の手続を待つ必要がないため、発災直後など、行政が契約事務を

円滑に行うことが難しい場合、被災者の早期の住まい確保 26の点でメリットが

ある（表４-(3)-②）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 能登半島地震の場合 
26 当省が能登半島地震被災者にヒアリングした中には、遡及契約方式により、令和６年１月４日に２者

間で契約し、１月５日に入居した者もいた。 
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表４-(3)-② 遡及契約方式のメリット及びデメリット 

区分 被災者 事業者（家主） 行政 

メリット ○早期入居が可能（り災

証明書待ちなし、役所の

手続待ちなし） 

→健康の確保、早期の生

活再建 

 ○発災初期段階における

事務処理の分散 

デメリット ○物件の家賃上限や耐

震性によっては、「賃貸

型」として認定されない

場合あり 

○再手続が必要 

○初期費用等の一時的

な負担 

○仲介手数料、家賃債務

保証料、火災保険料等の

返金なし 

○事務負担（返金手

続、契約手続２回、

相談、苦情対応）増 

○トラブル増（返金

トラブル 27等） 

○遡及契約に係る事務

（遡及の説明や関係書類

の確認等）の増 

○トラブル増（返金トラ

ブル等） 

（注）石川県への調査結果及び公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会の資料を基に当省が作成した。 

 

(ｲ) 調査結果 

ａ 被災地に対する調査 

（遡及契約方式の活用状況） 

熊本地震における熊本県（熊本市を除く。以下本細目において同じ。）及び

熊本市並びに能登半島地震における石川県での賃貸型の供与数をみると、そ

れぞれ 1 万 5,957 件（熊本県 5,425 件、熊本市 1 万 532 件）、4,755 件であっ

た 28。そのうち、遡及契約方式が採られた割合は、熊本地震で 46.5％（熊本

県 58.9％、熊本市 40.1％）、能登半島地震で 76.4％であった（表４-(3)-③）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 能登半島地震で石川県は、遡及契約を締結する際、被災者が２者間契約時に支払った家賃等を住宅所有

者（不動産事業者）が被災者に払い戻したことを確認した上で契約を締結するよう市町に指導していたが、

払い戻したことを確認する前に市町が契約し、その後被災者に返金する前に事業者が倒産したため、被災

者が支払った家賃等が戻ってこなかった事案があったことが報道されている。 
28 賃貸型の制度運用開始と申請期限については、参考 14 
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表４-(3)-③ 契約方式別の賃貸型の供与数（熊本地震及び能登半島地震） 

（単位：件） 

災害 地方公共団体 

賃貸型供与数 

 うち３者間契約

方式 

うち遡及契約 

方式 

熊本地震 熊本県＋熊本市 
15,957 

8,538 

(53.5％) 

7,419 

(46.5％) 

 

熊本県 
5,425 

2,231 

(41.1％) 

3,194 

(58.9％) 

 

熊本市 
10,532 

6,307 

(59.9％) 

4,225 

(40.1％) 

能登半島地震 石川県 
4,755 

1,122 

(23.6％) 

3,633 

(76.4％) 

（注）１ 熊本県、熊本市及び石川県の賃貸型入居台帳を基に、当省が集計した。 

２ 本調査において、遡及契約方式の申請は、入居決定決裁日より前に入居が開始されている申請

を指し、以下の方法で抽出している。 

ⅰ）熊本県及び石川県：賃貸型入居台帳で「入居日」が「入居決定通知決裁日」より前となっ

ている申請である。なお、入居決定通知決裁日又は入居日が不明な申請は除外している。 

ⅱ）熊本市：同市賃貸型入居台帳における分類による。 

 

さらに、入居時期による契約方式の傾向を把握するため、熊本地震における

熊本県 29及び能登半島地震における石川県において、発災後、３者間契約方

式で入居した世帯と、遡及契約方式で入居した世帯の推移を比較した。 

その結果、両県とも類似した傾向を示し、発災初期の８週目まで（０週から

７週）の入居では、熊本県で 96.0％、石川県で 99.2％と遡及契約方式が大多

数を占めた。８週目以降は３者間契約方式による入居が増加し、遡及契約方式

は 10 から 12 週目頃を境におおむね減少傾向を示した。 

このことから、特に発災初期段階（発災後約２か月）において、被災者は、

早期に住まいを確保しやすい遡及契約方式により入居していた実態がみられ

た（図４-(3)-③及び④並びに表４-(3)-④）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 熊本地震については、熊本市から提供された賃貸型入居台帳から入居日が正確に把握できなかったた

め、熊本県のみを対象としている。 
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図４-(3)-③ ３者間契約方式と遡及契約方式による入居の推移（熊本地震・熊本県） 

 

（注）１ 熊本県の賃貸型入居台帳を基に、当省が集計した。 

２ 賃貸型への入居世帯（5,425 世帯）の 99％（5,371 世帯）が入居を完了した第 58 週までを表示

しており、入居時期が遅い全体の１％は表示範囲外としている。 

３ 熊本地震発災日（平成 28 年４月 14 日及び４月 16 日） 

 

図４-(3)-④ ３者間契約方式又は遡及契約方式による入居の推移（能登半島地震・石川

県） 
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（注）１ 石川県の賃貸型入居台帳を基に、当省が集計した。 

２ 賃貸型への入居世帯（4,755 世帯）の 99％（4,708 世帯）が入居を完了した第 60 週までを表示

しており、入居時期が遅い全体の 1％は表示範囲外としている。 

３ 能登半島地震発災日（令和６年１月１日） 

 

表４-(3)-④ 発災後８週目までの賃貸型入居状況（熊本地震及び能登半島地震） 

都道府県 
全期間の入居

世帯数 

発災後８週目までの入居世帯数 

 うち３者契約方式

の世帯数（割合） 

うち遡及契約方式

の世帯数（割合） 

熊本県 5,425 1,608 
65 

(4.0％) 

1,543 

(96.0％) 

石川県 4,755 2,575 
20 

(0.8％) 

2,555 

(99.2％) 

（注）熊本県及び石川県の賃貸型入居台帳を基に、当省が集計した。 

 

（遡及契約方式に関する被災地の状況） 

被災地方公共団体からは、遡及契約方式について、事務負担が大きいが、被

災者が早期に入居できるメリットがあるので、やむを得ない等の意見が聴か

れた。 

能登半島地震では、賃貸型関係団体から、被災地方公共団体の機能が回復

するまで相当の時間を要することが想定されたことから、被災者の住まいを

早急に確保する観点から遡及契約方式で契約することを勧めたとする事例や、

遡及契約方式により速やかに住まいを確保することができたとする被災者の

事例がみられた（表４-(3)-⑤）。 

 

表４-(3)-⑤ 遡及契約方式により速やかに住まいを確保した事例（能登半島地震） 

区分 事例の内容 

速やかに住まい

を 確 保 す る た

め、遡及契約を

勧めた事例 

 能登半島地震では、被災規模が大きく、被災地の地方公共団体が

機能を回復するまでに相当の時間がかかることが想定されたことか

ら、り災証明書を要件とする３者間契約を締結する前段階として、

被災者の住まいをいち早く確保する観点から、２者間契約（通常の

賃貸借契約）の締結を勧めた。        【賃貸型関係団体】 

後に遡及契約で

きることを把握

した事例 

 住まい確保のため、被災後すぐに民間賃貸住宅を契約した。その

後、インターネットで賃貸型の制度を知り、既に契約していた自身

の居住物件でも遡及して対象となることを確認し、３者間契約に切

り替えた。被災時は、何も持たず避難したので、金銭的負担の心配が

あったが、賃貸型として認められたことで安心して住むことができ

た。                       【被災者】 

（注）当省の調査結果による。 

 

一方で、遡及契約方式の事務処理に関しては、賃貸型関係団体において、契
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約書の作成事務や返金事務処理で苦慮したとする事例が多くみられた（表４-

(3)-⑥）。 

 

表４-(3)-⑥ 遡及契約方式の事務処理に関して苦慮した事例（能登半島地震） 

区分 事例の内容 

契約書作成事務

に関する事例 

○ 遡及契約の場合は契約日よりも前に入居日が来ることになる

が、不動産仲介事業者では普段取り扱ったことがない事例である

ため、日にちがずれても問題ないか等の問合せが多くあった。 

【賃貸型関係団体】 

○ 地方公共団体を加えた３者間での契約を結ぶ際に、これまで締

結されていた２者間契約の契約書を取り寄せて、契約の内容を確

認する必要があるが、事業者によって契約書の様式は様々で、契

約書の様式を踏まえて契約の内容を読み取る必要があった。      

【賃貸型関係団体】 

返金事務に関す

る事例 

○ 遡及契約方式では、通常の３者間契約方式の事務に加えて、２

者間契約の締結事務、２者間契約の破棄・家賃等の返金事務があ

り、事務が煩雑化する。特に、２者間契約締結後に支払われた家賃

の返金事務が負担である。         【賃貸型関係団体】 

○ ２者間契約から３者間契約に切替えのため、被災者に敷金等を

返金する際に、被災者一人一人の対応状況や返金状況を確認して

返金漏れがないようにする作業に苦労した。【賃貸型関係団体】 

（注）当省の調査結果による。 

 

また、返金事務について、返金トラブル防止の観点から、熊本地震における

熊本県や能登半島地震における石川県では、精算についての誓約書の提出を

求めたり（熊本県）、返金を確認してから市町村が遡及期間の家賃等を家主に

支払ったり（石川県）する等の対応が行われていた（表４-(3)-⑦）。 

 

表４-(3)-⑦ 返金トラブルの防止のための対応（熊本県及び石川県） 

区分 内容 

熊本県の対応 ○ 遡及契約方式の場合、従前に被災者と貸主の２者間で交わした契

約に基づき、入居者から貸主等に支払われた賃料、一時金等がある

が、後々トラブルにならないよう、その精算方法について２者間で

合意の上、遡及契約を行ってもらう必要がある。熊本県では、契約

締結時に精算についての誓約書を提出してもらうこととした。 

石川県の対応 ○ 貸主・不動産仲介事業者と被災者との間の返金トラブルを防止す

るため、返金確認書で貸主・不動産仲介事業者から被災者への返金

を確認した後に、市町から貸主・不動産仲介事業者に対して２者契

約の期間に係る家賃等を遡及して支払うこととする取扱いを実施

した。 

この取扱いは熊本地震の際は実施されておらず、また、内閣府か



77 

らの指導に基づくものでもなく、石川県宅地建物取引業協会からの

提案を踏まえて能登半島地震における独自の取組として実施した

ものである。 

  返金確認書の提出を求めるタイミングの検討に当たっては、遡及

契約を締結する段階で返金確認書の提出を必要とする取扱いとし

た場合、貸主・不動産仲介事業者における返金手続の遅れに伴い契

約の締結が遅れるおそれがあったため、遡及契約締結前後にかかわ

らず、市町から２者契約期間の家賃等を支払う前に提出を必要とす

る取扱いにしたところである。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

 調査対象とした 12 都道府県及び３救助実施市において、遡及契約方式の認

識状況について確認したところ、全ての地方公共団体が知っていると回答し

た。 

また、大規模災害が発生した場合に遡及契約方式を採用する方針があるか

について確認したところ、10 都道府県及び２救助実施市が採用する方針があ

るとしている。 

      なお、遡及契約方式を採用しないとしている２都道府県及び１救助実施市

では、いずれも被災規模によっては、採用することもあり得るとしている。 

一方で、遡及契約方式の手続の流れについては、整理していると回答した地

方公共団体はなかった（表４-(3)-⑧）。 

 

表４-(3)-⑧ 調査対象とした都道府県及び３救助実施市における遡及契約方式に係る

準備状況 

（単位：都道府県、市、％） 

区分 はい／ある 
いいえ／なし 

（回答なしを含む） 

①遡及契約方式を知っている 12(100％) 

３(100％) 

０(０％) 

０(０％) 

②大規模災害時に遡及契約方式を採

用する方針がある 

10(83.3％) 

２(66.7％) 

２(16.7％) 

１(33.3％) 

③遡及契約方式の手続の流れを整理

している 

０(０％) 

０(０％) 

12(100％) 

３(100％) 

（注）１ 上段が都道府県、下段が救助実施市である。 
２ （ ）内は、都道府県は 12 都道府県、救助実施市は３救助実施市に対する構成比である。 

 

事務手続の流れを整理していなかった地方公共団体からは、「内閣府は、被

災地での声や課題を収集しているのであれば、提供してほしい」、「近年の災害

における遡及契約の状況や、被災地方公共団体における遡及契約を巡るトラブ

ル等の情報の詳細を情報共有してほしい」といった意見が聴かれた（表４-(3)-

⑨）。 
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表４-(3)-⑨ 遡及契約方式の事務手続に関する意見 

内容 

○ 能登半島地震における石川県で、賃貸型の約７割が遡及契約方式であるという実

態を聞いて事務手続を整理する必要性を認識した。市町村にも相当数の遡及契約方

式が見込まれるということは知らせないといけない。事務処理手順もあったほうが

良いのではないかと感じたので、今後検討したい。 

○ 国から遡及契約方式ができるということを示されているため採用する方針である

が、遡及契約方式を実施したことがなく、手続や必要な様式等が全く分からない。

今後、内閣府で手続の流れや様式を整理して情報共有してほしい。 

○ 近年の災害では、遡及契約方式の利用が多いという事実があり、今後主流になる

と考えられるため、遡及契約方式についての事務の流れの整理を検討していきたい。 

○ 遡及契約に係る事務を行った経験がないことから、災害救助事務取扱要領の記載

だけでは事務の流れを把握できない。国において、近年の災害における遡及契約方

式の状況や、被災地方公共団体における遡及契約方式を巡るトラブル等の情報の詳

細を情報共有してほしい。 

○ 内閣府において、手続の流れを示してほしい。 

○ 遡及契約方式に関する手続の流れを整理したものはない。実際に現場で使う様式

を用いて、市町村に対して契約・支払事務の訓練等を行いたい。 

○ 遡及契約方式に伴う事務の煩雑さを承知していなかったため、国が被災地での声

や課題を収集しているのであれば、提供してほしい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

(ｳ) まとめ 

賃貸型の供与は、３者間契約方式が基本である。遡及契約方式は、被災者が早

期に住まいを確保できるメリットがある一方、再度の契約手続及び被災者への

家賃返金処理が必要となり、行政や不動産事業者の事務負担が増大するデメリ

ットが大きいため、基本的には３者間契約方式をいかに迅速化するかを検討す

べきである。 

しかし、南海トラフ地震や首都直下地震では、賃貸型の供与が大量に発生し、

地方公共団体の機能も著しく低下する可能性がある。熊本地震や能登半島地震

で遡及契約方式が多く使われた実態を踏まえると、被災者の早急な住まい確保

のためには遡及契約方式を用いざるを得ない場合もあると考えられる。 

過去の災害で生じた課題をできる限り減らし、遡及契約方式を円滑に実施す

るためには、被災地の事例を踏まえた、事前準備が必要と考えられるが、本調査

で対象とした大規模災害が想定されている地域の地方公共団体の多くは、遡及

契約方式を用いる可能性を認識しつつも、遡及契約方式は国から例外として位

置付けられており、過去の被災地での活用実績を認識していなかったこと等に

より、マニュアル等で具体的な事務手順を整理していた地方公共団体はなかっ

た。 

現行の「災害救助事務取扱要領」には、遡及契約方式が可能であることや留意
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点が示されているが、調査対象とした地方公共団体からも、内閣府において、遡

及契約方式の事務処理手順や、過去の被災地での具体的な事例、想定されるトラ

ブルと対応策などを示した手引の充実を求める意見があった。 

 

【所見】 

したがって、適切な事前準備の実施の観点から、内閣府は、大規模災害時において、

近年、遡及契約方式による賃貸型の入居が多く発生している実態を踏まえ、遡及契約

方式の例外的位置付けを改め、地方公共団体に対して、遡及契約方式に関する一層の

理解を促すとともに、遡及契約方式に関する事例を収集・提供するなど、提供情報の

充実を図ること。 

 

【地方公共団体における今後に向けた取組】 

適切な事前準備の実施の観点から、都道府県等は、遡及契約方式における事務処理

に関する理解を深め、大規模災害時に円滑な対応ができるよう、関係者を含めて検討

しておくことが望ましいと考えられる。 
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イ ＜補論＞賃貸借契約に係る重要事項説明 

(ｱ) 当初の問題意識 

宅地建物取引業者（以下「宅建業者」という。）では、宅地や建物の売買・貸

借の媒介等を行う際に、宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号。以下「宅

建業法」という。）第 35 条第１項の規定に基づき、契約の当事者等に対し、宅地

建物取引士（以下「宅建士」という。）をして、重要な事項について説明をさせ

なければならないこととされている。このため、遡及契約方式により賃貸型の契

約を行う場合、宅建士は、災害発生後に被災者と建物の所有者（家主）の２者間

で先行的に賃貸契約を締結した場合と、その後被災地方公共団体を加えた３者

間での契約に切り替えた場合の２回、同じ建物について、重要事項説明を行うこ

ととなる。 

調査した石川県からは、「元々宅建士が多くない地域であるところ、賃貸型の

対応等で宅建士の業務が繁忙となった。そのため、３者間契約方式で入居すると

きに宅建士が手配できず、重要事項説明を早期にできなかったため、入居が遅れ

た例もあったと聞いている。遡及契約方式を適用する場合は、同一の被災者に対

し、同一の物件について重要事項説明を行うこととなるため、その必要性や実施

方法について、内閣府及び国土交通省は、よく検討してほしい。」との意見が聴

かれた。 

南海トラフ地震や首都直下地震を見据え、遡及契約方式における宅建士の事

務負担の軽減を通じて、被災者の早期入居を図る余地があると考えられたため、

当省において、遡及契約方式における２回目の重要事項説明について、省略又は

簡素化ができないか検討を試みた。 

 

(ｲ) 制度の詳細 

（重要事項説明の趣旨・目的） 

宅建業者は、宅建業法第 35 条第１項の規定に基づき、宅地、建物の売買・貸

借の媒介等を行う際は、契約の当事者等に対し、その者が取得し、又は借りよ

うとしている宅地又は建物に関し、契約が成立するまでの間に、宅建士をして、

重要な事項について、書面を交付して説明をさせなければならないこととされ

ている（表４-(3)-⑩）。除外規定はないため、災害時に供与される賃貸型につ

いても行うこととされている 30。 

 

表４-(3)-⑩ 宅建業法＜抜粋＞ 

（重要事項の説明等） 

第 35 条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方

若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若し

くは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、そ

の者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸

借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事

 
30 建設型に関しては、非常災害があった場合の応急対策や復旧である場合は、適用除外規定を定めてい

る法律も存在する（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条第１項、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 15 条の２第１項第９号等）。 
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項について、これらの事項を記載した書面（第５号において図面を必要とするとき

は、図面）を交付して説明をさせなければならない。 

一～十四 略 

２～９ 略 

（注）下線は当省が付した。 

 

また、重要事項説明の目的は、不動産取引が高額で複雑な取引であり、専門

知識の乏しい消費者が、知らないことや説明がなかったことで、大きな損害を

被る可能性があるため、契約前に不動産の権利関係や法的制限などの重要な情

報を説明することで、消費者が適切な判断を行い、安心して取引ができるよう、

購入者等の利益の保護と公正な取引を担保することであるとされている（図４

-(3)-⑤）。 

 

図４-(3)-⑤ 重要事項説明・書面交付制度の成り立ち（国土交通省） 

 
（注）国土交通省ホームページによる。 

 

なお、地方公共団体が借主となり、被災者が入居者となる場合、被災者も契約

の当時者として重要事項説明の対象とされている。 

 

(ｳ) 調査対象とした過去の被災地における事務手続の迅速化を図るための運用     

  等 

ａ 行政に対する重要事項説明の簡略化 

熊本地震の際、３者間契約の場合の地方公共団体への重要事項の説明につ
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いては、国土交通省から、書面交付は必要だが、対面での説明と宅建業者へ

の控えの返送は必ずしも要しないという見解が示されたことが、「広域巨大災

害に備えた仮設期の住まいづくりガイドライン 令和元年度改訂版」（令和２

年３月国土交通省中部地方整備局建政部住宅整備課。以下「中部地方整備局

住まいづくりガイドライン」という。）に掲載されている（表４-(3)-⑪）。 

 

表４-(3)-⑪ 中部地方整備局住まいづくりガイドライン 

＜コラム＞～重要事項説明書の交付と説明について～ 

◇宅地建物取引業者が建物賃貸借契約の媒介を行う場合には、借主に対して重要事項

説明書の交付と説明が義務付けられており、一般的には、仲介業者が借主に対して

重要事項説明書を交付、対面での説明、説明を受けたことを証明するため借主が記

名押印した控えを仲介業者に１部返す、という手順で行われている。 

◇賃貸型応急住宅では、県が借主となって膨大な件数を借上げることになるため、全

ての物件について県が重要事項説明を受けることは現実的に困難である。 

◇熊本地震の際に、熊本県が国土交通省と協議したところ、重要事項説明書の交付は

省略できないが、対面での説明と宅建業者への控えの返送は必ずしも必要ではない

という国土交通省の見解であった。 

◇したがって、被災件数や賃貸型応急住宅の供与戸数にもよるが、仲介業者がいる場

合には、契約書とは別に重要事項説明書を提出してもらうのみ（対面での説明や控

えの返送はなし）とする方法も想定される。必要に応じて国土交通省や内閣府と協

議する。 

（注）下線は当省が付した。 

 

また、能登半島地震における石川県においては、熊本地震の事例を参考に、

地方公共団体への重要事項説明は書面交付のみとし、対面での説明は省略し

たとしている（表４-(3)-⑫）。 

 

表４-(3)-⑫ 重要事項説明に関する運用（能登半島地震・石川県） 

 熊本地震の際に、地方公共団体への対面での重要事項説明が省略されたことを踏ま

え、本県でも同様の取扱いとし、市町職員及び不動産仲介事業者の事務負担の軽減を

図った。 

地方公共団体が個別の物件の重要事項説明を聞く意味は余りなく、災害対応で繁忙

を極める中、重要事項説明を聞くことに行政職員の時間をとられるのは避けるべきと

考えた。 

このことは、発災後すぐに国土交通省に説明し、対面での説明までは必ずしも要し

ない旨の回答であった。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 被災者に対する重要事項説明の状況 

熊本地震及び能登半島地震では、被災者への重要事項説明の省略について

は認められていない。 
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(ｴ) 重要事項説明の項目と１回目及び２回目の相違点について 

能登半島地震で、遡及契約により石川県の賃貸型に入居した被災者から、１回

目と２回目の重要事項説明を入手し、当省において両者の相違点を比較・整理し

た。 

その結果、定期借家契約に関する部分や賃料の支払に関する部分を除いて大

きな違いはなかった（表４-(3)-⑬。重要事項説明書の様式例は参考 15及び 16）。 

 

表４-(3)-⑬ 重要事項説明書の１回目と２回目の様式の主な相違点 

 １回目 ２回目 

①  借主 借主及び転借人 

② 一般借家契約の記載 定期建物賃貸借契約の記載 

③ 賃料等の支払方法の記載あり 賃料等の支払方法の記載なし 

④ 退去修繕負担金の精算等に関する事

項の記載なし 

退去修繕負担金の精算等に関する事項の

記載あり 

⑤ 契約の解除に関する事項の記載に１

か月前までの解約告知義務あり 

契約の解除に関する事項の記載に１か月

前までの解約告知義務なし 

（注）当省の調査結果による。 

 

(ｵ) ２回目の重要事項説明を行う（受ける）ことに関する意見 

当省において、能登半島地震における賃貸型の契約に当たって、２回目の重要

事項説明を受けた被災者４人及び手続に当たった宅建業者２事業者に説明省略

の余地がないか聴取したところ、被災者からは、「１回目と２回目は同じ内容で

あったためくどいと感じた」という省略に肯定的な意見が聴かれた。 
一方で、別の被災者からは「必要な手続の一環と思って聞いていた」との意見

が聴かれたほか、宅建業者からは、「（２回目の重要事項説明の際に、）先に支払

った家賃等の返金がいつなのか、自己負担すべき事項は何なのか、改めて聞かれ

ることが多いので、説明の機会は必要」等の説明省略に否定的な意見が聴かれた

（表４-(3)-⑭）。 

 

表４-(3)-⑭ ２回目の重要事項説明の省略に関する意見 

区分 意見の内容 

肯定的な

意見 

○ 既に支払った家賃等の返金時期や、引き続き自己負担する費用など、

契約内容に係る変更点について興味があり聞いたが、２回目の重要事項

説明は１回目とほとんどが同じ内容であり、くどいと感じた。【被災者】 

否定的な

意見 

○ そこまで長時間かかっていなかったので、もう一度聞くことも構わな

いと思って聞いていた。                 【被災者】 

○ 賃貸型として認められると、支払っている家賃が無料になるので、お

おむね同一の内容と思いつつも、必要な手続の一環と思って聞いてい

た。                          【被災者】 

○ ３者間契約に変更する際の重要事項説明で被災者に多く聞かれるこ
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とは、先に支払った家賃はいつ返金されるのか、自己負担部分はどこか

など、契約に関することが多い。契約に関する事項も重要事項説明と一

体的なものでもあるので、一通り説明を行う必要があると考える。 

【事業者】 

○ 重要事項説明は、相手方が契約内容についてよく理解してもらうため

に行うものであるが、相手の理解度に応じて、説明内容に濃淡を付けつ

つ説明を行った。契約については、１回目から変更がある点なので、丁

寧に説明する必要がある。                【事業者】 

（注）当省の調査結果による。 

 

(ｶ) まとめ 

賃貸住宅を契約する際には、宅建業法第 35 条第１項に基づき、宅建士による

重要事項説明が必要とされており、賃貸型も対象とされている。 

調査した石川県からは、宅建士が早期に重要事項説明をできず、被災者の賃貸

型への入居が遅れた例もあったとしており、内閣府や国土交通省においては、そ

の必要性や実施方法について、よく検討してほしいとの意見が聴かれた。 

これを踏まえ、当省において、遡及契約方式における２回目の重要事項説明の

省略・簡素化の余地について、実際に賃貸型の仲介業務を行った宅建業者及び賃

貸型に入居した経験のある被災者に聴取した。 

その結果、２回目の重要事項説明の省略について、肯定的意見と否定的意見の

両論あり、２回目の説明を不要と判断できるほどの支障事例も把握することは

できなかった。また、当省の聴取対象も限定的であったことも踏まえ、本調査で

は結論を導き出すことは困難と判断する。 

一方で、今後の大規模災害でも、宅建士不足により同様の課題が生じる可能性

もあり得ることから、関係方面における今後の検討の参考とされたい。 
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(4) その他早期供与に向けた課題等（ライフライン途絶に関する協議） 

ア 制度の詳細 

応急仮設住宅は、住宅が全半壊等により住家を失った者に供与することが原則

であるが、ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している等により、

市町村長の避難指示等を受け、長期にわたり自らの住居に居住できない状態（以

下、「ライフライン要件」という。）の者についても、都道府県知事が内閣総理大臣

との協議の上で、個別世帯ごとに供与の対象となる（表４-(4)-①）。 

 

表４-(4)-① 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

２ 応急仮設住宅の供与 

(2) 対象者 

法による応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出するなどにより、住家を失

った者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者に対して提供する

ことを原則とする。 

一方で、次に掲げる被災者は、住家を失った者と同等に取り扱うことが適切な

場合もある。こうした者を仮設住宅の入居資格者として整理する場合には、事前

に、内閣総理大臣まで協議されたい。 

ア 発災時点では住家に直接の被害は生じていないが、二次災害等により住宅が

被害を受けるおそれがあるなど、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家が

ない者と同等とみなす必要があると考えられる者 

（注）例えば、ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している、地滑り又

は火山噴火等により、市町村長の避難指示等を受け、長期にわたり自らの住居に

居住できない者などが考えられる。 

イ 次に掲げる特別な事情がある被災者 

(ｱ) 住家に被害を受け、居住することが困難となり、現在、避難所にいる者はも

とより、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用している者や、親族宅

等に身を寄せている者 

(ｲ) 地震被害の場合に、住家が「半壊」（「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。）

であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者 

(ｳ) 風水害被害の場合に、住家が「半壊」（「中規模半壊」、「大規模半壊」を含

む。）であっても、水害により流入した土砂や流木等（耐え難い悪臭等を含む。）

により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方 

（注）下線は当省が付した。 

 

なお、「災害救助事務取扱要領」では、ライフライン要件が適用されるための必

要な条件について、能登半島地震の際の事例として、「「長期にわたり」とは、対策

に概ね１か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す」とされている

が、内閣総理大臣への協議に必要な要素となる情報は示されていない（表４-(4)-

②）。 
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表４-(4)-② 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

【参考事例】令和６年能登半島地震に係る応急仮設住宅の入居要件 

○ 自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満 

たす者 

・住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者 

・半壊（「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。）であっても、住宅として再利用でき 

ず、やむを得ず解体を行う者 

・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガ 

ス、道路等）が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている（※１）な 

ど、長期にわたり（※２）自らの住宅に居住できないと市町長が認める者（※３） 

※１ 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。 

※２ 「長期にわたり」とは、対策に概ね１か月以上かかり、自らの住宅に居住 

できない場合を指す。 

※３ 応急危険度判定により、「危険（赤色）」と判定され、住宅に立ち入ること 

が困難な者を含む。 

・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間  

が１か月を超えると見込まれる者（半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が 

困難な者に限る。） 

・その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者 

（注）下線は当省が付した。 

 

イ 調査結果 

能登半島地震では、ライフライン要件による応急仮設住宅への入居が認められ

ており、石川県では、奥能登地方の４市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）を

始めとした多くの地域で適用されている 31。石川県の適用経過については、表４

-(4)-③のとおりである。 

 

表４-(4)-③ ライフライン要件の適用経過（能登半島地震・石川県内） 

時期 主な出来事 詳細 

令和６年 

１月１日（発

災） 

～２月上旬 

ライフライン

途絶 

○ 奥能登４市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）、

七尾市、志賀町、内灘町で管内（区域内）の多くのラ

イフライン（上下水道、道路）が途絶 

協議開始～成

立 

○ 石川県が、ライフライン要件による応急仮設住宅

の入居について、内閣府と協議 

○ 内閣府から、ライフライン途絶の状況確認、復旧

計画の作成指示あり 

○ 奥能登４市町は市町全域がライフライン途絶世帯

 
31 石川県の賃貸型入居台帳を確認したところ、発災後８週以内（令和６年２月 25 日まで）に賃貸型に入

居した 2,575 世帯のうち「長期避難世帯等」又は「避難指示等」の事由で入居した世帯数は 814 世帯（全

体の 31.6％）であった（ライフライン途絶による入居といった整理はなされていないため、ここでは、長

期避難世帯又は避難指示等を事由として入居した世帯をライフライン要件世帯として扱う。）。 
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の対象として協議成立（～1/21） 

○ 七尾市、志賀町、内灘町についても、特定の区域

を包括的に適用区域として協議成立 

４月下旬 ライフライン

復旧後の入居

継続の扱い 

○ 内閣府から石川県にライフラインが復旧してから

宅内修理完了まではみなし仮設に入居継続を可能と

する旨の連絡あり（県から市町にも通知） 

７月下旬 ライフライン

復旧の見通

し、退去管理 

○ ９月末までにほぼ全ての地区でライフラインが復

旧（一部遅延地区を除く）する目途となったため、

対象世帯に意向確認票を送付 

○ 市町の復旧計画を考慮し、退去期限については、

自宅修理をしない場合「９月末を以て速やかに退

去」、自宅修理をする場合「12 月末までに修理を完

了させ速やかに退去」とすることで内閣府了承、そ

の旨を賃貸型入居世帯への意向確認票で周知 

（注）当省の調査結果による。 

 

このライフライン途絶に関する内閣府との協議について、石川県及び輪島市に

おいては、判断基準や協議に必要な資料等が示されず、被災対応で多忙な中、協議

対応に苦慮したとする事例等がみられた（表４-(4)-④）。 

 

表４-(4)-④ ライフライン途絶に関する協議に関して苦慮した事例（能登半島地震） 

地方公共 

団体名 
事例の内容 

石川県 内閣府から、ライフラインの復旧に１か月以上要することが客観的

に説明できる復旧見込み（工程表）の提出を求められた。 

発災当初は、どこが途絶しているか状況把握すらできず、結果的に

復旧見込みの工程表は事後提出とすることで認められたが、被災現場

がひっ迫する中で、求められる水準が不明確であり、そもそも、ライフ

ライン要件による入居が認められる判断基準や、協議に必要な資料な

ども示されておらず、準備に時間を要した。 

１世帯の構成員が６名以上の場合に２戸の住宅を供与可能とするこ

とや、入居期間の変更、ライフラインの途絶状況の認定等、細かな部分

も含めて内閣府とは様々な協議を実施したが、協議への回答が遅延す

ることが多々あった。 

輪島市 （内閣府からの求めを踏まえ、）石川県から、ライフラインの状況把

握が困難な中、ライフラインが途絶している地域に係る図面等を作成

し、提出するよう求められた。最終的には、輪島市全域をライフライン

が途絶している地域と判断することとなり、それが９月末のライフラ

イン復旧宣言が発出されるまで続くことになったが、最終的に「輪島

市全域をライフラインが途絶している地域とする」と判断されるまで

の間に、業務がひっ迫している中、ライフラインの途絶に係る多くの

資料を作成し提出するよう求められたが、被災対応に当たる輪島市の
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人員が圧倒的に足りず、大変苦慮した。（参考 17） 

（注）当省の調査結果による。 

    また、あらかじめ協議内容や必要な情報等を示しておくことや、被災規模に応

じた報告内容とすることを求める意見が聴かれた（表４-(4)-⑤）。 

 

表４-(4)-⑤ ライフライン途絶に関する協議に対する意見（石川県及び輪島市） 

地方公共

団体名 
意見の内容 

石川県 ライフライン要件を満たしている範囲（地域）を定める際には、災害の

規模等に合わせて、できるだけ簡素に判断できるようにすべきである。 

あらかじめ、どういった内容を協議するのか、どこまで調べる必要があ

るのか等が示されていれば、早期の協議が可能となり、被災者の早急な住

まい確保につながったと思われる。 

輪島市 内閣府は、ライフライン途絶による入居について、被災範囲が局所的な

場合を想定していたようだが、市域全域が被災する広域的なもので被災者

も市外への避難をやむを得なくしている状況であったことから、被災規模

に応じた報告内容としてほしい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

   （ライフライン要件の基準等に関する内閣府の考え方） 

本件について内閣府は、「災害は地域性・個別性が高いものであり、ライフライ

ン要件に基づき入居を判断する場合、個別の世帯ごとに、当該世帯の住家や近隣の

被災状況を踏まえ判断するものであるため、事柄の性格上、あらゆる場合を網羅

し、事前に基準等を全国一律に示すことが困難である。また、資料等について、事

前に一律に様式を定めた場合、柔軟な対応が困難になるという側面があることに

は留意が必要と考える。」としている。 

 

ウ まとめ 

 ライフライン要件に関する内閣府との協議については、対象世帯ごとの協議が

基本とされているところ、能登半島地震では、協議の結果、ライフラインの途絶

エリア全域を包括的に適用する運用が行われた。 

    協議を行った被災地方公共団体からは、協議に必要な資料、適用に係る判断基

準が示されておらず苦慮したとする意見や、協議対象の範囲について、被災規模

に応じて報告資料を求めるなど、柔軟に協議に応じてほしいとする意見が聴かれ

た。 

一方で、内閣府は、災害の地域性・個別性を踏まえ、ライフライン要件の基準等

を事前に全国一律に示すことが困難であり、事前に示すことでかえって柔軟な対

応が困難になるおそれがあるとしており、その考え方も理解できるところである。 

 しかしながら、南海トラフ地震や首都直下地震のような広域にわたる大規模災

害が発生した場合には、広範囲でライフラインが途絶し、多くの地方公共団体が、

輪島市の事例のように、被災地方公共団体が個別世帯ごとのライフラインの途絶
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状況を把握することが困難になるおそれもある。そのような場合でも円滑な協議

を行えるよう、準備が必要と考えられる。 

 内閣府は、「災害救助事務取扱要領」において、水道、電気、ガス、道路などの

ライフライン要件や参考事例を示しているが、過去の災害における協議資料を踏

まえ、一定の注意事項を付した上で例示することや、ライフライン要件が適用さ

れた事例を更に示すことで、今後の大規模災害において、多数の被災地方公共団

体からの協議に必要以上の時間を要することなく、迅速な応急仮設住宅の供与に

支障を来すおそれを低減させることにつながる可能性があるため、更なる取組が

望まれる。 

 

【所見】 

したがって、円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、内閣府は、地方公共団体

に対し、ライフライン要件や参考事例について、より一層の周知を図ること。 

また、過去の災害における協議資料を踏まえ、必要な資料をあらかじめ例示するな

ど、国との協議に要する時間の短縮に向けた取組を検討すること。 
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５ 建設型応急住宅 
（本項目における調査の狙い・考え方） 

建設型は、まず土地を確保した上で、建設し、供与するものであるため、既存の住宅

ストックを活用する場合と比べ供与までに一定の時間を要する。また、今後発災が想

定される南海トラフ地震や首都直下地震は、被害が広範囲に及ぶ可能性があるため、

これまでの災害以上に、資材の運搬等に一層時間を要することも考えられる。そのよ

うな中で早期に供与することは、非常に難しい面はあるが、発災してから土地の確保

や建設計画の作成、関係者との調整、仕様の決定等に取り掛かるのではなく、事前に

決められるものはできる限り事前に決めておくことが、円滑・迅速な供与につながる

ものと考えられる。 

本項目では、建設型の供与に関する過去の被災地での状況、調査対象とした地方公

共団体における、建設型の早期供与に向けた事務処理体制の構築状況等について調査

した。 

 

（基本的な制度の概要） 

建設型の対象者や要件等については、内閣府告示及び「災害救助事務取扱要領」によ

り、全壊等し自らの資力では住家を得ることができない者に対し、１戸平均 708万 9,000

円以内で、２年を限度に地方公共団体が供与することとされている（表５-①）。 

 

表５-① 建設型応急住宅制度の要件等 

区分 一般基準 備考 

対象者 住家が全壊、全焼又は流出し、居住する

住家がない者であって、自らの資力で

は住宅を得ることができない者 

対象者については、賃貸型

と同様 

費用の限度額 １戸当たり 

平均 708 万 9,000 円以内 

特別基準の設定が可能（注

２） 

住宅の規模 応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が

地域の実情、世帯構成等に応じて設定 

 

着工時期 災害発生の日から 20 日以内  

救助期間 完成の日から最長２年 

（建築基準法第 85 条） 

著しく異常かつ激甚な災害

が発生した場合は、必要に

応じて、１年を超えない期

間ごとの延長が可能（注３） 

（注）１ 内閣府の資料を基に、当省が作成した。 

２ 建設型の設置に要する原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切

の経費が対象であり、上限額を超える場合は、内閣府に特別基準に係る協議を行う必要がある。 

３ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、政令

により、同法第２条第１項の特定非常災害として指定されていることを前提として、この供与期間

を延長する必要が生じた場合は、内閣総理大臣に協議の上、同意を得た後に、供与期間の延長を行

うことができる。 
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（過去の大規模な地震災害における費用の限度額） 

東日本大震災、熊本地震及び能登半島地震では、建設型の建設費用の限度額に特別

基準が適用されている。このうち能登半島地震では最も高額な特別基準が設定されて

いる（表５-②）。 

 

表５-② 建設費用の限度額（東日本大震災、熊本地震及び能登半島地震） 

発災年 災害名 都道府県 

費用の限度額 

一般基準 

（千円） 

特別基準 

（千円） 

平成 23 年 東日本大震災 宮城県 2,387 約 6,640（注１） 

28 年 熊本地震 熊本県 2,660 約 7,800（注１） 

令和６年 能登半島地震 石川県 7,089 約 17,010（注２） 

（注）１ 「建設型応急住宅の供与に係る事前準備及び発災時対応等のための手引き」（令和３年５月内閣

府政策統括官（防災担当）作成。以下「建設型の手引き」という。）で示されている「実際の単価

（特別基準（千円））」による。 

２ 財務省の予算執行調査（令和７年６月公表）で示されているプレハブに係る「令和６年能登半島

地震における１戸あたり平均単価」による。 

 

（建設型の種類と関係団体） 

建設型には、プレハブ応急仮設住宅、木造応急仮設住宅、ムービングハウス（移動式

木造住宅）等のタイプがあり、それぞれ、迅速さや再利用の可能性等に特徴がある（表

５-③）。 

 

表５-③ 建設型のタイプ別の特徴及び能登半島地震における建設工期・費用 

 プレハブ 

木造 

（まちづくり型・

ふるさと回帰型） 

ムービングハウス トレーラーハウス 

特徴 ・迅速かつ大量供給

可能 

・解体・撤去が前提 

・広大な敷地のある

公園等に大きな団地

形態で建設 

・仮設供与終了後、

恒久住宅として再

利用が可能 

・高齢者等からのニ

ーズは高い 

・被災者のニーズや

従前のコミュニテ

ィの維持に適して

いる 

・迅速な設置が可

能 

・供与終了後に他

の被災地での転用

が可能 

・建設現場の諸条

件等により、さら

に建設工期の短縮

が可能 

・迅速な設置が可

能 

・供与終了後に他

の被災地での転用

が可能 

・建設現場の諸条

件等により、さら

に建設工期の短縮

が可能 

建設工期（一

般） 
約１月〜２月 約２月〜3.5 月 約３週間〜1.5 月 約１月〜２月 

能登半島地震

における建設

工期 

60 日（平均） 

32 日（最短） 

53 日（平均） 

20 日（最短） 

32 日（平均） 

26 日（最短） 

能登半島地震

における１戸
1,701 万円 1,170 万円 
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あたり平均単

価 

（注）財務省の予算執行調査（令和７年６月公表）を基に、当省が作成した。 

 

また、建設型のそれぞれのタイプには、以下のような関係団体が存在する（表５-④）。 

 

表５-④ 建設型の主な関係団体（参考） 

種類 関係団体名 

プレハブ応急仮設住宅 一般社団法人プレハブ建築協会（以下「プレハブ協会」とい

う。） 

木造応急仮設住宅 一般社団法人全国木造建設事業協会（以下「全木協」という。） 

一般社団法人全国木造住宅産業協会（以下「木住協」という。） 

ムービングハウス 

（移動式木造住宅） 

一般社団法人日本ムービングハウス協会（以下「ムービング

ハウス協会」という。） 

（注）１ 内閣府の資料を基に当省が作成した。 

   ２ 各団体の詳細は参考 18 

 

（建設型応急住宅に関する国の手引等） 

建設型を速やかに供与するための事前準備の必要性について、取組事例集では、「建

設型応急住宅の迅速かつ円滑な供与を行い、さらにその後の恒久住宅への円滑な移行

を進めるためには、「建設用地の確保」、「建設体制の構築」、「他の地方公共団体や住宅

生産者団体との連携」、「住宅の仕様や性能、配慮事項」等のうち事前に対応が可能な

ものについて、平時からの準備を進めておくことが極めて重要」とされている。 

また、内閣府は、今後の大規模災害の発生に備え、関係者が建設型の速やかな供与の

必要性について改めて認識し、平時から地方公共団体と建設型関係団体等との役割分

担の調整を行うとともに、これらを踏まえて発災後の業務オペレーションを想定した

訓練を実施する等必要な対策を講じ、実際に発災した後に、一人でも多くの被災者が

早期に入居することができるよう、建設型の手引きを作成、公表するなどし、地方公

共団体による取組を支援している。 

 

（事前準備の流れ） 

建設型の手引きでは、地方公共団体が発災時に建設型を供与するに当たり対応すべ

き事項のうち、平時に準備しておくべきことを「事前準備編」で整理している。 

本項目では、建設型の手引きの事前準備編に記載されている事前準備の流れを参考

に調査を行った。建設型の手引きに記載されている事前準備の流れと本項目における

各細目の対応関係は、表５-⑤のとおりである。 
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表５-⑤ 建設型の事前準備の流れと本項目における各細目の対応関係 

事前準備として実施する事項 
本項目における 

該当細目 

①  被災者の住まいの確保に係る供給フレームの検討  

②  建設型供与に向けた準備  

 供給体制の確立に係る準備 (1) 

建設候補地の選定に係る準備 (2) 

地域の実情に応じた配置計画、住戸・住棟計画に係る準備 (3) 

建設～入居に係る準備  

維持管理～解体・解消に係る準備  

③  業務手順書等の作成、訓練の実施  

 業務手順書等の作成、周知 (1) 

訓練等の実施と業務手順書の見直し (1) 

（注）建設型の手引きを基に、当省が作成した。 
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(1) 事務処理体制の整備及び訓練等の実施状況 

ア 制度の詳細 

建設型の手引きでは、都道府県は、供給体制の確立に係る準備として、 

ⅰ)建設担当部局内の体制、関係部局との連絡・連携体制等の確立 

ⅱ)市町村との役割分担の取決め 

ⅲ)派遣職員等の受入れ 

ⅳ)建設事業者団体等との協定の締結 

を実施することとされている。 

また、都道府県は、訓練等の実施と業務手順書の見直しとして、 

ⅰ）業務手順書等の作成、周知 

ⅱ）訓練等の実施と業務手順書の見直し 

を実施することとされている。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

調査した石川県及び熊本県では、建設型の事務処理体制について、いずれも市

町村が建設用地の確保や被災者の入居管理等を行い、都道府県が建設型関係団

体との調整や発注等を担うという役割分担で行われていた（参考 19）。 

また、協定の締結については、石川県では、能登半島地震発災前、災害時にお

ける応急仮設住宅の建設に関する基本協定を締結している団体が１団体しかな

く、迅速に必要量を確保する見込みが立たなかったため、発災後に他の団体と協

定を結んだ実態がみられた（表５-(1)-①）。 

 

表５-(1)-① 発災時の事務処理体制や協定締結に関する状況（熊本地震・熊本県及び能

登半島地震・石川県） 

区分 内容 

事務処理体制 能登半島地震発災時の石川県及び熊本地震発災時の熊本県では、い

ずれも、市町村が建設用地の確保や被災者の入居管理等を行い、都道

府県が建設事業者団体との調整や発注等を担う分担となっていた。 

【石川県、熊本県】 

協定の締結 発災前、災害時における応急仮設住宅の建設に関する基本協定を締

結している団体が一つ（プレハブ協会）しかなかった。プレハブ協会

だけでは迅速に必要量を確保する見込みが立たなかったため、発災後

に他の団体とも協定を結んだ。 

平時から複数の団体と協定を結んでおくことが必要であった。 

 

（石川県における応急仮設住宅の建設に関する基本協定の締結状況

（令和７年９月時点）） 

協定者 協定締結日 

石川県 プレハブ協会 H７.３.24 

ムービングハウス協会 R６.１.４ 
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一般社団法人日本 RV・トレーラーハ

ウス協会 

R６.１.18 

一般社団法人石川県木造住宅協会 R６.１.18 

全木協 R６.１.18 

一般社団法人日本ログハウス協会 R６.２.16 

一般社団法人石川県建団連 R６.２.16 

一般社団法人日本モバイル建築協会 R６.２.29 

木住協 R６.２.29 

【石川県】 

（注）当省の調査結果及び「石川県地域防災計画地震災害対策編」（令和７年９月修正 石川県防災会議）に

よる。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

ａ 事務処理体制の整備状況 

（都道府県と市町村との役割分担） 

建設型における都道府県と市町村の役割分担を確認したところ、全ての調

査対象とした都道府県において、石川県や熊本県と同様に、市町村が建設用地

の確保や被災者の入居管理等を行い、都道府県が建設事業者団体との調整や

発注等を担うこととしていた。 

 

（事務マニュアルの策定） 

建設型の事務マニュアルの作成状況を調査したところ、調査対象とした 12

都道府県及び３救助実施市の全てが、建設型の供与に関する事務マニュアル

を策定していた。また、救助実施市以外の市町村について、都道府県マニュア

ルを踏まえ、市町村における事務処理体制や発災後の業務・行動手順等を整理

した事務マニュアルを策定している市町村が６市町村みられた（表５-(1)-

②）。 

事務マニュアルを策定していない市町村の多くは、都道府県が作成してい

るマニュアルを基に対応することとしているため、独自に事務マニュアルを

策定しておらず、その必要性も感じていないとしている。 

 

表５-(1)-② 建設型事務マニュアルの作成状況 

区分 策定済 未策定 

都道府県数（割合） 12(100％) ０(０％) 

救助実施市数（割合） ３(100％) ０(０％) 

市町村数（割合） ６(50.0％) ６(50.0％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、都道府県は 12 都道府県、救助実施市は３救助実施市、市町村は 12 市町村に対する 

構成比である。 
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（業務委託） 

調査対象とした都道府県及び救助実施市において、平時における建設型の

着工前の作業について、建設事業者団体等への業務委託実績を確認したとこ

ろ、業務委託したことがあるとしている地方公共団体が２都道府県及び１市

町村みられた（表５-(1)-③）。 

 

表５-(1)-③ 建設型に関する平時の業務委託の例 

地方公共 

団体名 
委託の概要 

東京都 令和２年度から５年度にかけ、建設型の配置計画作成業務を委託

し、都内のほぼ全ての候補地の配置計画を作成した。 

神奈川県 建築士事務所協会に建設型応急住宅の仕様の検討を委託したこと

がある。主にバリアフリー対応について、過去の事例を調査するとい

うもので、現在は、委託の成果物をいかして仕様を決めている。 

横浜市 平成 25 年度から、発災時の応急仮設住宅の建設における事前準備

に係る検討の委託を複数回実施している。 

これまでに、建設候補地の調査業務、早期着工可能地 32の調査業務、

配置計画図作成業務等を委託している。神奈川県内の他の救助実施市

とも情報を共有している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

業務委託を行っていない都道府県及び救助実施市において、その理由を確

認したところ、都道府県の技術職員が市町村を直接支援すること、委託費用の

問題、現地調査等を行った土地を発災後に活用できるとは限らないことなど

が挙げられた（表５-(1)-④）。 

 

表５-(1)-④ 平時において業務委託を行っていない主な理由 

No. 主な理由 

１ 都道府県の技術職員が市町村を支援する仕組みとしているため。 

２ 業務委託の形はとっていないものの、文書に基づく協力依頼により、協定締

結団体の協力を得て配置計画図作成事業を実施し、県内市町村における配置計

画図の作成を支援している（団体への実施費用等の支払あり）ため。 

３ 業務委託費用に対する国の支援はなく単独事業としての予算化が難しいこ

とと、想定した災害規模が発災後の状況と異なる場合、作成した配置計画がそ

のまま活用できない可能性があり得るため。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

 
32 建設候補地のうち、管理者（所有者）、ライフラインの状況、造成の要否等から、発災後、早期に建設

用地として使用することが可能であると市町村が判断して選定した用地 
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ｂ 協定の締結状況 

調査対象とした都道府県において、建設型に係る協定の締結状況を調査し

たところ、令和７年９月末時点で、全ての調査対象とした都道府県がプレハブ

協会、全木協、木住協と建設型に関する協定を締結しており、プレハブ応急仮

設住宅又は木造応急仮設住宅を扱う団体とは、全ての都道府県で協定が締結

されていた。 

一方、ムービングハウス等の移動式木造住宅を扱う団体については、ムービ

ングハウス協会が７都道府県、（一社）日本モバイル建築協会が１都道府県と

協定を締結していた（参考 20）。 

なお、移動式木造住宅を扱う団体と協定を締結していない４都道府県全て

において、協定締結に向けて協議を行っている又は検討している状況がみら

れた。 

 

ｃ 説明会、訓練の実施状況 

調査対象とした都道府県において、市町村職員を対象に建設型の供与に関

する知識を学ぶための説明会（講習会を含む。）や職員自らが配置計画を作

成できるようにするための配置計画作成訓練（研修を含む。）等の実施状況

を調査したところ、説明会を定期的に開催している都道府県は８都道府県み

られ、職員の配置計画作成訓練を行っている都道府県が３都道府県、発災を

想定した模擬訓練や情報伝達訓練を行っている都道府県が６都道府県みられ

た（表５-(1)-⑤）。 

 

表５-(1)-⑤ 調査対象とした都道府県における説明会、訓練の実施状況 

区分 ①説明会 
②配置計画作成 

訓練 

③模擬訓練・情報

伝達訓練 

実施都道府県数 

（割合） 
８(66.7％) ３(25.0％) ６(50.0％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 複数の区分に計上している都道府県がある。 

   ３ （ ）内は、12 都道府県に対する構成比である。 

 

定期的な説明会又は訓練を実施していない都道府県において、実施してい

ない理由を確認したところ、賃貸型等を優先的に供与するため建設型の説明

会等の優先度が低いこと、訓練の委託費用の問題などが挙げられた。一方、調

査時点では実施していなかったが、令和７年度から机上訓練を実施予定の都

道府県や、本調査を機に実施を検討するとした都道府県もみられた（表５-

(1)-⑥）。 

 

表５-(1)-⑥ 説明会や訓練等を実施していない主な理由と今後の予定 

No. 主な理由と今後の予定 

１ まずは公社住宅や賃貸型を供与し、必要に応じて建設型を活用することとし

ていため、建設型の説明会や訓練は優先度が落ちる。 
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２ これまで賃貸型及び建設型の供与に係る都道府県マニュアルの更新に注力

していたことから訓練等は実施していなかったが、令和７年度から机上訓練を

開催する予定にしている。 

３ 以下の理由からこれまで行っていなかったが、市町村向け説明会や訓練は有

用であるため、総務省の今回の調査を機に今後の実施を検討したい。 

・ 平時は、建設候補地に関する調査（隔年実施）を実施しており、発災時

には、被災市町村と調整を行うことから特段必要とは考えていなかったた

め。 

・ 訓練の場合、協定締結団体の支援を受け実施することが考えられるが、

委託費用の問題があるため。 

４ 不定期に市町村向け説明会を開催しており、直近では令和６年度に能登半島

地震を受け開催している。その前は平成 28 年度、熊本地震被災地への職員派

遣等から得た教訓について説明会を開催している。 

これまで訓練は行っていなかったが、近年、大規模に建設型を設置したこと

がないため、ノウハウがない状況であることから、総務省の今回の調査を踏ま

え、今後、訓練を検討したい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ウ まとめ 

建設型には、プレハブ型、木造型、ムービングハウス等の複数の種類があり、そ

れぞれに事業者団体が存在する。南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模災

害では、大量に供与することが見込まれるため、複数のタイプをそれぞれの特徴を

踏まえて供与することが有効であると考えられる。そのためには、事前に各タイプ

の事業者団体と協定を締結しておくことが有用と考えられる。 

能登半島地震では、石川県は発災前にプレハブ協会のみと協定を締結していた

ため、発災後に他団体との協定締結が必要となった。このことから、石川県から、

事前に複数の団体と協定を締結しておく必要があったとの意見が聴かれた。 

この点に関して、大規模災害が想定されている地域では、全ての都道府県で、プ

レハブ型及び木造型の団体と協定が締結されていた。また、ムービングハウス等の

移動式木造住宅を扱う団体との協定については、一部未締結の都道府県もあった

が、全て協定締結に向け検討中又は協議中としていた。 

また、説明会や訓練については、調査時点で未実施の都道府県もあったが、今後

実施予定とする都道府県や、本調査を機に実施を検討したいとする都道府県もあ

った。これらのことから、協定の締結や訓練等の実施については、地方公共団体にお

いて、取組が進められているものとみられる。 
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(2) 建設候補地のリスト化と定期的な確認、関係者間の共有状況 

ア 制度の詳細 

建設型の手引きでは、都道府県は、平時から、建設候補地を調査しリスト化して

おくこと、リスト化した建設候補地のうち優先順位が高いものについて、具体的な

配置計画等を作成すること、地域の気候への対応や居住環境の確保の観点から共

通する性能水準や標準仕様を設定することとしている。 

また、リスト化する建設候補地について、内閣府告示では、建設用地は、原則と

して公有地を利用すること、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地

を利用することが可能であることとされているほか、建設型の手引きでは、中でも

学校用地や農地は、極力活用しない土地とされている。 

これらを踏まえ、本細目では、①建設候補地のリスト化と定期的な確認、②建設

候補地の選定状況、③建設候補地の関係機関・部局との情報共有の状況等について

調査した。 

 

(ｱ) 建設候補地のリストアップ及び民有地の活用に関する考え方 

建設型の手引きにおいて、都道府県は、建設候補地について事前に現地調査

を行った上で、建設候補地の情報を整理することとされている。 

また、建設用地は、内閣府告示により、原則として公有地を利用するが、適当

な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能である

とされている（表５-(2)-①）。 

 

表５-(2)-① 内閣府告示＜抜粋＞ 

 （避難所及び応急仮設住宅の供与） 

第２条 法第四条第一項第一号及び第二項の避難所並びに同条第一項第一号の応急仮

設住宅の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行

うこととする。 

 一 （略） 

二 応急仮設住宅 

 （略） 

イ 建設型応急住宅 

(1) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。

ただし、これら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用

することが可能であること。 

(2)～(7) （略） 

  ロ （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

民有地を活用する場合の借上費用については、「災害救助事務取扱要領」や建

設型の手引きにおいて、無償提供が原則とされているものの、多くの建設型の建

設が必要な場合等においては有償での借上げも認められている。また、建設型の

手引きにおいて、都道府県は、大規模災害において、公有地や無償の民有地を活

用してもなお建設候補地が不足する場合に備え、有償の民有地についてもあら
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かじめリスト化しておくことが望ましいとされている（表５-(2)-②及び③）。 

 

表５-(2)-② 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

２ 応急仮設住宅の供与 

(4) 基準額 

(ｱ) 建設型応急住宅について 

 ② （略） 

   ⅰ～ⅴ （略） 

ⅵ 法による建設型応急住宅の建設用地は公有地を原則とするほか、特に問

題がないときの被災者の土地等、無償提供される土地を予定している。た

だし、多くの建設型応急住宅の建設が必要な場合等においては民有地の借

上げについても認められる。 

ⅶ （略） 

 

表５-(2)-③ 建設型の手引き＜抜粋＞ 

２.建設候補地の選定に係る準備 

(1) 建設候補地の調査 

（略） 

【留意点】建設候補地の原則について 

・ 建設候補地は原則として、公有地とする。 

・ 国有地については、国有地を取り扱う地方財務局から情報提供を受ける都道

府県内の担当部局（管財課等）を予め決定し、その部局からの情報提供等を受け

る。 

・ 公有地では不足が予測される場合には、民有地を建設候補地とするが、その場

合には無償提供を原則とする。 

【留意点】民有地（有償）の利用について 

・ 大規模災害における建設候補地の更なる不足に備え、迅速に対応できるよう、

有償の民有地についても予めリスト化しておくことが望ましい。その場合には、

賃料はその地域の平均相場より低い設定となるようにする。 

・ 原状復旧のしにくい土地（農地、山林等）についてはできるだけ活用を避ける

ことが望ましい。 

（注）下線は当省が付した。 

 

(ｲ) 建設候補地情報の整理（優先順位付け)・管理 

（建設候補地の優先順位） 

建設型の手引きにおいて、都道府県は、建設候補地について関係部局との協議

等を踏まえて優先順位付けを行うこととされている。 

建設型の手引きでは、建設候補地を、「A.優先的に活用する土地」、「B.不足の

場合に活用を検討する土地」、「C.極力活用しない土地」、「活用すべきでない土

地」の４段階に区分することが参考として示されている。 

この区分において、「民有地」は B に分類される一方、「小・中学校用地」、「農
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地」及び「浸水被害を受けなかった津波浸水予想区域」は C に分類される（図５

-(2)-①）。 

 

図５-(2)-① 建設用地の活用可能性の区分 

 

（注）建設型の手引きによる。 

 

建設型の手引きに掲載されている中部地方整備局住まいづくりガイドライン

では、上記の分類に加えて、小・中学校用地、農地、津波浸水予想区域を活用す

る際の条件が示されている。 

小・中学校用地については、教育委員会との調整や、校庭の半分程度の利用に

とどめるなどの対応が必要とされている。農地については、将来の宅地化を前提

とした活用や、農地としての再生が難しくなることの農業委員会等との調整な

どの対応が必要とされている。津波浸水予想区域については、入居者の理解等や

再度津波が来た場合に備えた安全な避難路・避難場所の確保が必要とされてい

る（表５-(2)-④）。 

 

表５-(2)-④ 小・中学校用地、農地及び津波浸水予想区域の活用の阻害要因及び活用の

条件 

土地の種類 活用の阻害要因 活用の条件 

小・中学校用

地 

運動場がなくなることにより、児

童生徒が運動不足になる可能性が

ある。 

学校再開時には学校活動に影響を

及ぼす。 

・教育委員会との調整 

・周辺に他に用地がなく、学校を

活用しないと地域の子どもが

転校を余儀なくされる場合 

・活用する場合も校庭の半分程度

の利用に留める 
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・短期間での撤去（入居者の理解） 

農地 仮設建築物に関しては、農地転用

許可は不要だが、農地としての原

状復旧が難しく、そのまま宅地化

する可能性が高い。農地としての

原状復旧が求められる用地は活用

しないことを前提とする。 

・将来の宅地化を前提とした活用 

将来の市街地像・土地利用と整

合 

・農地としての再生が難しくなる

ことの農業委員会等との調整 

・土を鋤取り（別の場所で保管）、

ブルーシートを敷き、砕石入れ

て建設し、解体後に土を戻す等 

浸水被害を受

けなかった津

波浸水予想区

域の土地 

防潮堤の損傷や地盤沈下の発生等

により安全性が低下しており、余

震レベルでも大きな被害発生が懸

念される。 

・入居者の理解等 

・再度津波が来た場合に備えた安

全な避難路・避難場所の確保 

（注）中部地方整備局住まいづくりガイドラインによる。 

 

なお、中部地方整備局住まいづくりガイドラインでは、建設候補地について、

地域偏在しないよう民有地を含め最大限リストアップし、活用の優先度を付け

ておくこと（学校のグラウンドは極力活用すべきではないがリストには入れて

おく等）が重要であるとしている。 

 

（災害発生リスクの高い土地の取扱い） 

内閣府は、能登半島地震を踏まえ、令和７年７月改定の「災害救助事務取扱要

領」において、津波以外にも洪水や土砂等の災害による被害が想定される区域な

ど、災害発生リスクの高い場所での応急仮設住宅の建設は可能な限り回避する

必要があること、やむを得ず、これら区域内に建設せざるを得ない場合は、いざ

というときに円滑に避難できるよう、居住者に対して、居住地域が災害の発生す

るリスクの高い地域であることを周知徹底するとともに、早期に避難を呼び掛

ける方向で、必要な体制を整備する必要があることを明示している（表５-(2)-

⑤）。 

 

表５-(2)-⑤ 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

２ 応急仮設住宅の供与 

(6) 応急仮設住宅に係る留意点 

ア 災害（洪水、内水、高潮、津波、土砂、火山等）による被害が想定される区域

など、災害発生リスクの高い場所での応急仮設住宅の建設は可能な限り回避す

る必要があることから、応急仮設住宅の建設候補地を選定する際には、次の区

域が含まれていないか、確認する必要がある。 

やむを得ず、これら区域内に建設せざるを得ない場合は、いざというときに円

滑に避難できるよう、居住者に対して、居住地域が災害の発生するリスクの高い

地域であることを周知徹底するとともに、早期に避難を呼びかけるべく、必要な

体制を整備する必要がある。 
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【建設を回避すべき区域は以下のとおり】 

(ｱ)災害（洪水、内水、高潮、津波、土砂、火山等）での被害想定区域 

(ｲ)土砂災害特別警戒区域 

(ｳ)急傾斜崩壊危険区域、土石流危険渓流区域 

(ｴ)がけ地 

(ｵ)洪水浸水想定区域 

(ｶ)危険物（ガスタンク、危険物倉庫等が近隣にないか） 

   イ～ク （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

（関係部局との協議・調整） 

建設型の手引きでは、建設候補地の優先順位を検討する際には、災害時に競合

する可能性のある救援用地、がれき・産業廃棄物の一次置場との振り分けについ

て、関連部局と協議・調整するとともに、被災時の調整担当者・調整方法の確認

を行うこと、復興段階における市街地整備・まちづくり用地や、災害公営住宅の

早期・的確な供給のための建設用地との振り分けについても、関連部局との協

議・調整を行うことが望ましいとされている。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

ａ 建設候補地のリスト化と定期的な確認 

建設候補地のリストアップに関し、熊本県では、熊本地震当時に候補地リ

ストを作成していなかったことから、発災後に候補地の選定に苦慮したとい

う事例がみられた。また、石川県では、市町の報告に基づき、能登半島地震

当時に候補地をリスト化していたが、リストの内容を確認できていなかった

とする事例等がみられた（表５-(2)-⑥）。 

 

表５-(2)-⑥ 建設候補地のリストアップに関して苦慮した事例（熊本県及び石川県） 

都道府県名 事例の内容 

熊本県 熊本県は、熊本地震発災前には建設候補地リストを作成していなかっ

た。そのため、同県は、発災後に建設候補地をリストアップしたものの、

現地確認を行ったところ、自衛隊の活動拠点やごみ置場として利用され

ているなどの理由で使用できないケースがあり、次の候補地を探すのに

苦労したとしている（参考 21）。 

石川県 石川県では、能登半島地震発災前から、年１回、県内市町に建設候補

地を選定・確保するよう依頼し、仮設住宅候補地リストを作成しており、

県から各市町に発出した依頼文書では、建設候補地の選定・確保に当た

って、「全ての候補地について財産所管課等に現状の確認を行うこと」、

「学校グラウンド以外で必要戸数の 1.2 倍を確保するように努めるこ

と」とされていた。 
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（能登半島地震発災前に石川県が県内市町に建設候補地リストの更新を

依頼した際の建設候補地の更新に関する留意事項） 

【建設候補地の更新に関する留意事項】 

１.～２.（略） 

３.全ての候補地について財産所管課等に現状の確認を行う（建築物等

の立地計画がないか、産業廃棄物仮置場の候補地になっていない

か） 

４.学校グラウンド以外で必要戸数の 1.2 倍を確保するように努める

こと。 

→東日本大震災においては、学校グラウンドに建設された仮設住

宅において、入居者と学校関係者が互いに遠慮しながら生活を送

っている実態が指摘されている 

 

【建設候補地の選定について】 

選定手順 

１.（略） 

２.財産台帳、施設台帳等からまとまった面積（1,500 ㎡以上）の空地

をピックアップする。 

３.リストアップした空地について「仮設住宅候補地リスト」の項目に

基づき、現地調査を行い、リストに記入する。 

４.以下の項目を参考にリストへの登載の可否、優先順位を決定する。 

①２年間の使用に耐えられる（市町有地、国・県や民間との協定済

み用地） 

②２次災害の危険性が低い 

③取り付け道路の幅員（工事車両のアクセス） 

④ライフライン（電気、ガス、上下水道、浄化槽の設置可否等） 

⑤造成の必要性 

⑥周辺の利便性（学校、商業施設、公共交通機関等） 

５.リストに掲載する土地で確保できる戸数が、必要戸数の 1.2 倍ある

ことを確認する。 

1.2 倍以下の場合は、さらに候補地を探す。市町有地だけで確保で

きない場合は、国、県、民間との災害協定を結ぶなどして、候補地

を確保する。 

（災害が起こった場合に、候補地やそこに至る経路が被災すること

も想定し、２割の余裕を見込んでリストアップしておく。） 

 

しかし、当省で発災前時点の候補地リストを確認したところ、中には、

候補地の全てが学校グラウンドとなっている市町など、学校グラウンド

以外で必要戸数を確保できていなかった市町がみられた。石川県は、発

災前に市町から提出されたリストに掲載されている建設候補地につい

て、留意点に配慮しているかどうか（二次災害の可能性が低いか、ライ
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フラインが確保されているかなど）について確認できていたとは必ずし

もいえないとしている。 

また、県への建設候補地リストの報告に当たって、現地確認を行って

いない市町では、発災後に現地を確認したところ雑木林になっていたた

め利用できなかった事例もみられた。 

なお、財務省「予算執行調査資料 総括調査票」（令和７年６月公表分）

によると、仮設住宅を建設した県内 10 市町では、あらかじめ 127 か所の

建設候補地を選定していたが、地盤に亀裂が入ったり道路が啓開してい

なかったりしたことにより、実際に利用した建設候補地はそのうち 38 か

所であったため、同県は、新たに建設候補地を 121 か所選定した。しか

し、事前に検討していない土地であったことから、仮設住宅の建設に際

し、改めて県と市町との協議が必要となったとされている。 

 

（財務省予算執行調査資料 総括調査票（令和７年６月公表分）＜抜粋

＞） 

(1)災害救助費等負担金（仮設住宅の早期供与等） 

③調査結果及びその分析 

令和６年能登半島地震における仮設住宅建設の遅れに係る背景 

① （略） 

② 建設候補地の選定に係る問題 

仮設住宅を建設した 10 市町ではあらかじめ、127 か所の建設候補

地を選定していたが、以下の理由から、実際に利用した建設候補地

は 38 か所であった【表２】。 

・地震により建設候補地の地盤に亀裂が入った 

・道路が啓開しておらず、建設候補地まで行くことが困難だった 

・建設候補地としてリストに掲載されていたが、山間地のため整備

しないと使用できない土地であった 

そのため、新たに建設候補地を 121 か所選定したが、事前に検討

していない土地であったことから、 

・ライフライン（電気・上下水道）の有無 

・安全性（災害被害想定区域内外（液状化・津波・洪水・土砂災害な

ど））の確認 

・利便性（学校、病院、スーパー等へのアクセス）の確認 

など、仮設住宅の建設に際し、改めて県と市町との協議が必要とな

った。また、建設候補地によっては地盤が軟弱であることから、地

盤改良を行う必要があったなど、建設決定までに時間を要した。 
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（注）１ 当省の調査結果、石川県の資料及び財務省の予算執行調査の資料による。 

   ２ 下線は当省が付した。 

 

被災地方公共団体及び建設型関係団体からは、発災前に建設候補地を選定・

確保しておくことについて、「候補地が少ない場合は、発災後、早期に近隣市

町村に建設地提供の要請を行うことができる」、「建設候補地の選定・確保を発

災前に行い、その候補地の属性を事前に把握しておけば、発災後、着工するま

での時間を大幅に短縮できる」等の意見が聴かれた（表５-(2)-⑦）。 

 

表５-(2)-⑦ 発災前に建設候補地を選定・確保しておくことに関する意見 

区分 意見の内容 

熊本県 建設型の候補地を事前に選定・確保しておくことで、以下のような

メリットがある。 

①建設型の建設に際し、早期に着工できる。 

②建設型の優先順位を付けておくことができる。 

③候補地が少ない場合は、発災後、早期に近隣市町村に建設地提供

の要請を行うことができる。 

④候補地が少ない場合は、発災後、協定している不動産関係団体と

連携し、早期に近隣市町村の賃貸型のあっせん等を行うことがで

きる。 

石川県 建設候補地の選定・確保を発災前に行い、その候補地の特性をあら

かじめ把握しておけば、発災後、着工するまでの時間を大幅に短縮で

きると考える。候補地の面積を事前に把握するだけではなく、当該候

補地の形状（法面 33になっている箇所がある、一部森になっているな

ど）を踏まえ、建設型応急住宅を何戸建設することが可能か、どのよ

うなタイプの建設型応急住宅を建設するのか、集会場が必要な規模の

建設地かどうか、駐車場は何台分確保することが可能かなどを平時に

シミュレーションしておけば、発災後、迅速に対応できる。最大の被

害の想定で準備することが肝要である。 

ただし、事前にシミュレーションを実施するためには、県又は市町

の職員に相当の時間と労力が求められるほか、委託による実施の場合

には費用も発生する。さらに、実際の災害発生時に、事前想定どおり

 
33 「大辞林（第四版）」によれば、「切土や盛土によって造られた傾斜地の斜面部分」とされている。 
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に建設が可能であるかは不透明であることから、事前準備の範囲につ

いてはよく検討する必要がある。 

また、このようなシミュレーションを実施するに当たっては、国に

おいて補助制度等の整備を検討してほしい。 

建設型関係団

体 

応急仮設住宅の速やかな建設のために、平時において地方公共団体

が特に準備しておく必要があると考える事項は、とにかく、建設する

土地を平時に決めておくこと。発災後に用地を探しながら建てるのが

一番大変 

能登半島地震では民有地も活用されたが、所有者との契約があるた

め、後々もめないように契約をしておかなければならない。事前に候

補地になりそうな民有地があれば、所有者と協議を行っておくことが

大切である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

なお、建設候補地の事前のリストアップの必要性については、「令和６年能

登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書）」（令和６年 11 月 

中央防災会議防災対策実行会議令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検

討ワーキンググループ）においても指摘されている（表５-(2)-⑧）。 

 

表５-(2)-⑧ 「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書）」

（令和６年 11 月中央防災会議防災対策実行会議令和６年能登半島地震を踏

まえた災害対応検討ワーキンググループ）＜抜粋＞ 

５-(2).住まいの確保とコミュニティの充実 

○被災者ニーズに寄り添った多様な仮設住宅の早期確保 

【現状と課題】 

（略） 

【実施すべき取組】 

・応急仮設住宅の建設用地に関して、自治体において、事前に、建設可能戸数、イン

フラ状況、周辺状況等の情報を含めた建設候補地のリストを整備・更新しておく

ことで、発災後の自治体担当者の負担が軽減されるとともに、応急仮設住宅の早

期着工・引渡しが可能になるので、検討すべきである。 

（略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

ｂ 能登半島地震における建設候補地の活用の実態 

前述のとおり、能登半島地震発災前、石川県では建設候補地をリストアップ

しており、建設型を設置した 10 市町 34では 7,300 戸分の土地を選定してい

た。当省がこれらを、①公有地（学校用地等を除く。）、②公有地（学校用地等）、

③民有地（農地を除く。）、④民有地（農地）の四つに分類 35した結果、その

 
34 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町及び能登町 
35 ①：②を除く全ての公有地、②：公有地のうち、幼稚園、保育園、小・中学校、高校、大学等の用地
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ほとんどが①公有地（学校用地等を除く。）（6,436 戸、88.2％）であった。次

いで、②公有地（学校用地等）（662 戸、9.1％）、③民有地（農地を除く。）（202

戸、2.8％）であり、④民有地（農地）は選定されていなかった。 

しかし、発災後には、候補地の地盤に亀裂が入ったり、道路が啓開されてお

らず候補地まで行くことが困難であったりする等の理由から、発災前に選定

していた多くの候補地が利用できず、実際に設置された 6,882 戸の建設型（参

考 22）は、①公有地（学校用地等を除く。）以外にも多く設置され、②公有地

（学校用地等）に 1,127 戸（16.4％）、③民有地（農地を除く。）に 958 戸（13.9％）、

④民有地（農地）に 355 戸（5.2％）設置された。さらに、利用された③民有

地（農地を除く。）や④民有地（農地）は全て発災後に選定された土地であっ

た（図５-(2)-②及び③）。 

 

図５-(2)-② 能登半島地震における石川県の建設候補地と建設地の土地種別比較（戸数

ベース） 

 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 「発災前・候補地」は、能登半島地震で建設型を設置した石川県内 10 市町の建設候補地である。 

３ 「発災後・建設地」は、能登半島地震で実際に石川県内に設置された建設型の建設地である。 

４ リスト掲載の有無は、石川県が発災前に作成していた建設候補地リストへの掲載の有無を示す。 

 

 

 

 

 

 
（跡地は除く。）、③：④を除く全ての民有地、④：民有農地 

公有地/有,6,436

公有地/有,1,386 公有地/無,3,056

学校用地/有,662

学校用地/有,356

学校/無,771

民有地/有,202

民有地/無,958
農地/無,355

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

発災前・候補地

(建設市町のみ)

発災後・建設地

公有地（学校用地等を除く）/リスト掲載有 公有地（学校用地等を除く）/リスト掲載無

公有地（学校用地等）/リスト掲載有 公有地（学校用地等）/リスト掲載無

民有地（農地を除く）/リスト掲載有 民有地（農地を除く）/リスト掲載無

民有地（農地）/リスト掲載無

（戸）

7,300 

 

 
6,882 
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図５-(2)-③ 能登半島地震における石川県の建設地の土地種別比較（戸数ベース） 

 

（注）当省の調査結果による。 

 

（民有地の活用） 

建設型を民有地に設置する場合、当該土地は無償提供が原則とされている

が、熊本地震並びに能登半島地震及び奥能登豪雨 36で建設型を設置した民有

地は、有償で提供を受けたものも多い（参考 23）。特に能登半島地震及び奥能

登豪雨では、建設型が設置された民有地の８割以上が有償であった。これらの

借上費用は、内閣府告示第１章第２条２イ(1)に基づき、災害救助費として認

められている（表５-(2)-⑨）。 

なお、有償の民有地を活用する際の借上費用等について、内閣府は、「内閣

府告示に基づき、民有地を（有償で）借り上げることについては、協議を必要

としていない」としている。 

 

表５-(2)-⑨ 有償・無償別の民有地活用状況（熊本地震・熊本県、能登半島地震及び奥

能登豪雨・石川県）                  （単位：団地） 

区分 熊本地震（熊本県） 
能登半島地震及び奥能登豪雨

（石川県）（注２） 

有償（賃借又は買取り）の 17 45 

 
36 令和６年９月 20 日から同月 23 日までの間の豪雨。以下同じ。 

公有地（学校用地等

を除く），64.5%

公有地（学校用地等），

16.4%

民有地（農地を除く），

13.9%

民有地（農地），5.2%

公有地（学校用地等を除く）

公有地（学校用地等）

民有地（農地を除く）

民有地（農地）
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民有地数（割合） (38.6％) (81.8％) 

無償（賃借又は譲渡）の民

有地数（割合） 

27 

(61.4％) 

10 

(18.2％) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 石川県の資料（参考 23）では、能登半島地震と奥能登豪雨が合算されているため、本表では両

災害を含めた数値（55 団地）となっている。なお、その内訳は、能登半島地震 41 団地、奥能登豪

雨 14 団地である。 

 

なお、熊本県は、民有地の活用について、「発災後に応急仮設住宅建設用

地を選定したため、住民の合意形成や（民有地の）地権者との交渉に時間を

要した」としている。 

 

（学校用地、農地への設置） 

学校用地や農地は極力活用しない土地とされているが、能登半島地震や熊

本地震では、これらの土地にも実際に建設型が設置され、学校用地については、

学校と建設型の範囲の区分や生徒の安全確保に配慮する必要が生じた事例や、

農地については、現状復旧に苦慮した事例がみられた（表５-(2)-⑩）。 

 

表５-(2)-⑩ 学校用地や農地への建設に関して苦慮した事例 

区分 事例の内容 

学校用地 各地区で建設候補地を確保するため、各地区にある学校のグラウンドを

利用した。グラウンドは広いため、必要戸数を確保することができたが、

インフラの整備に時間がかかった例や、学校の敷地内を通過しなければな

らない場所もあり、学校と建設型の範囲の区分や生徒の安全確保に配慮す

る必要が生じた例があった（フェンスを新設し双方の範囲を区分した例も

ある）。また、生徒のための新たなグラウンドの確保も必要になることに苦

慮した。                         【珠洲市】 

農地 市町村から、掘り起こした土の保管先が不明となった農地があり、同じ

質の土を確保するのに苦労した事例があったと聞いている。 

建設型を設置したのは、主に休耕地であった。       【熊本県】 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｃ 建設候補地の関係機関・部局との情報共有 

被災地方公共団体における建設候補地の関係機関・部局への情報共有状況

を調査したところ、関係機関・部局との情報共有が十分にできていなかったこ

とから、建設型の建設候補地が他の用途で利用されており、建設ができなかっ

たり、着工が遅れたりした事例がみられた（表５-(2)-⑪）。 

 

表５-(2)-⑪ 建設候補地が他の用途で利用されており建設不可又は着工が遅れた事例 

地方公共 

団体名 
主な事例 

石川県 自衛隊の駐屯地やヘリポート、消防隊の活動基地、災害ごみ置き場
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などとして使用されており、建設型を設置できなかった、又は着工が

遅れた候補地が複数あった。 

自衛隊の駐屯地となっていた事例では、約１～２か月間建設ができ

なかった。自衛隊は避難所に避難している被災者を支援するために駐

屯している一方で、建設型の設置ができなければ避難所を閉鎖できな

いという事情もあり、自衛隊の撤収を要請するタイミングの判断は困

難であった。自衛隊が撤収できない場合は、別の場所に駐屯地を確保

するなどし、建設用地を確保した。 

 

（直ちに建設ができなかった土地の主な例）（注２） 

区分 候補地数 

自衛隊の駐屯地又はヘリポートとして使用 ５ 

消防隊の活動基地として使用 ２ 

周辺道路の被災 ２ 

敷地内の被災又は被災のおそれ ２ 

 

（建設を見送った土地の主な例）（注２） 

区分 候補地数 

自衛隊の駐屯地やヘリポートとして使用 ３ 

消防隊の活動基地として使用 １ 

周辺道路の被災 ７ 

敷地内の被災又は被災のおそれ 10 

災害ごみ置き場として使用 ３ 

建設可能戸数が少ない ４ 
 

珠洲市 発災後、自衛隊や警察、消防が建設候補地を利用している例があっ

たほか、水道管等の資材置場として利用されていた例があり、速やか

に建設できない例があった。このため、迅速に建設型を建設できるよ

う、発災前に県や市の各課のほか自衛隊や警察、消防と建設候補地に

関する情報共有や活用方法について検討しておく必要があると考え

る。また、情報共有や活用方法について検討する前に、建設候補地の

必要数を決めておく必要があると考える。 

なお、発災後は自衛隊や警察、消防の業務は人命救助に関わるため、

優先して土地を利用していた。しかしながら、当該機関と調整し、活

動規模の縮小に伴い、他の場所に移動してもらい、応急住宅の建設を

進めた。 

被災者の住まいの確保は優先度が高いため、その他の用途（人命救

助以外の、資材置場としての用途等）で利用されていた土地について

は譲ってもらうことができた例はあったが、関係機関との調整や物資

等の移動のため時間を要した。 

熊本県 ヘリコプターの発着場所、自衛隊車両や避難者の駐車場として利用

されたため、利用できなかった建設候補地があった。 
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（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 候補地数は、石川県において明確に確認できた数である。 

 

このことについて石川県からは、能登半島地震を踏まえ、「建設候補地のリ

ストアップを行う過程で、被災後に必要な用地を関係機関で調整し、被災後す

ぐに救助等を実施できる体制を整えておくことの必要性を改めて認識した」

との意見が聴かれた。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

ａ 建設候補地のリスト化と定期的な確認 

（建設候補地のリスト化の状況） 

調査対象とした 12 都道府県において、建設候補地のリスト化の状況を調査

したところ、全ての都道府県が建設候補地のリストアップを行っていた。候補

地選定における役割分担は、都道府県が市町村に対して候補地の要件等を示

し、実際の土地のリストアップや現地確認は市町村が行う形で、全ての都道府

県において共通していた。 

候補地リストの更新依頼時に、必要戸数又は面積を具体的に市町村に示し

ている都道府県は、12 都道府県のうち８都道府県であった。 

一方、都道府県の候補地リストを確認したところ、一部の市町村では建設候

補地を全く選定していない例や、都道府県有地のみを選定している例もみら

れた。また、調査対象とした都道府県の中で、市町村の選定理由や考え方等を

把握した上で助言等を行っている都道府県はなかった。 

 

（建設候補地の定期的な確認の状況） 

調査対象とした３救助実施市及び 12 市町村において、建設候補地の定期的

な確認状況を調査したところ、毎年度、全ての候補地の現地確認を行っている

例や、毎年計画的に候補地を現地確認し、候補地リストや配置計画図を更新し

ている事例がみられた（表５-(2)-⑫）。 

一方、都道府県が市町村に対して年１回の現地確認を求めているにもかか

わらず、市町村が実施していない例もみられた。 

 

表５-(2)-⑫ 建設候補地を定期的に確認している事例 

No. 事例の内容 

１ 毎年度、都道府県から候補地一覧等の確認依頼が来ると、前年度以前にリス

トアップした候補地の現地確認を担当職員が行っている（１日で全箇所）。チ

ェックリスト等は特になく、市町村の GIS（地理情報システム）から印刷した

現地図面と見比べながら、状況に変化がないかを確認している。 

２  新たに建設候補地を選定する際、発災後に応急仮設住宅の建設工事を担当す

る「営繕班」を構成する部局の技術職員がチームを組んで現地を確認し、建設

候補地として適しているか判断することにしている。 

現地を確認する際には、「水道・電気の引き込みが可能な場所」のほか、都
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道府県が作成した建設候補地調査要領に記載されている留意事項（建設可能戸

数、搬出入経路、災害リスク等）を確認している。また、応急仮設住宅建設候

補地台帳に掲載する各項目についても確認し、併せて、配置計画図も作成して

いる。 

 建設候補地とした土地については、定期的に現地確認し、現状に合わせ台帳

や配置計画図を更新している。毎年少しずつ現地確認することとしており、台

帳に掲載されている建設候補地は、全て令和元年度以降に現地確認が行われて

いる。 

現地確認の方法は、新たに建設候補地にする際と同様である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 建設候補地の選定状況 

調査対象とした都道府県が建設候補地として選定している土地の種類につ

いて、被災地に対する調査と同様の４分類で分析したところ、都道府県により

選定している土地の割合は大きく異なっていた。 

例えば、学校用地が約半数を占めている都道府県や、ほぼ全てが公有地であ

る都道府県、過半数が農地である都道府県など、様々な傾向がみられた（図５

-(2)-④）。 

 

図５-(2)-④ 各都道府県の建設候補地の土地種別割合（面積ベース） 37 

 

（注）１ 調査対象とした都道府県の建設候補地リストを基に、当省が作成した。 

 
37 図５-(2)-②及び③は戸数で算出しているが、各都道府県の建設候補地リストにおいて建設可能戸数が

確認できない候補地が多くあったため、図５-(2)-④及び⑤は各候補地の有効面積（土地全体のうち、障

害物や土地の形状等から建設型を設置できない部分を除いた面積）で算出している。 
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２ 実態を可視化するために割合を示したものであり、本図をもって候補地の確保に関する取組 

状況の優劣を判断し得るものではない。 

 

また、調査対象とした都道府県全体でみると、公有地が最も大きな割合

（62.4％）を占めており、次いで学校用地が 21.0％、農地が約 12.4％、民有

地は 4.2％であった（図５-(2)-⑤）。 

 

図５-(2)-⑤ 調査対象とした都道府県全体の建設候補地の土地種別割合（面積ベース） 

 

（注）調査対象とした都道府県の建設候補地リストを基に、当省が作成した。 

 

（民有地の活用） 

調査対象とした都道府県の中には、GIS を利用して条件に合致する民有地

をリストアップしている等、工夫して民有地の確保に取り組んでいる事例が

みられた（表５-(2)-⑬）。 

 

表５-(2)-⑬ 工夫して民有地を確保している事例 

都道府県名 事例の内容 

愛媛県 毎年、建設候補地の選定・調査を市町に依頼しており、その際に、

民有地を選定する場合は土地の所有者とあらかじめ協定等を締結し

ておくことを依頼している。 

現在選定している民有地のうち、約８割は既に所有者と協定を締結

している。 

高知県 高知市は、GIS を活用し、航空写真から条件に合致する民有地をリ

ストアップしており、所有者情報の調査を令和７年度から実施予定 

（注）当省の調査結果による。 

62.4%, 公有地（学

校用地等を除く）

21.0%, 公有地

（学校用地等）

4.2%, 民有地（農

地を除く）

12.4%, 民有地（農地）

公有地（学校用地等を除く）

公有地（学校用地等）

民有地（農地を除く）

民有地（農地）
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一方、候補地の確保に苦慮しており、民有地確保の先進事例を共有してほし

いとする意見や国との協議なく民有地の借料相当額を国が負担する仕組みの

創設を望む意見が聴かれた（表５-(2)-⑭）。 

なお、民有地の借料相当額については、前述のとおり、内閣府は「内閣府告

示に基づき、民有地を借り上げることについては、協議を必要としていない」

としており、現行制度においても国との協議なく国が負担することとなって

いることから、制度の周知が必ずしも十分でない可能性がある。 

 

表５-(2)-⑭ 民有地の確保に苦慮している意見 

No. 意見の内容 

１ 候補地の確保に苦慮しており、国は、民有地の確保が進んでいる先進事例を

積極的に共有してほしい。 

２ 内閣府との協議なく国が民有地の借料相当額を負担することができるよう

になって、そのことを前面に出すことができるようになれば、民有地を建設型

の候補地にする取組が広がるかもしれない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（学校用地の代替地の確保） 

学校用地を活用する際には、生徒のための新たなグラウンドの確保が必要

になるケースもある。調査対象とした都道府県からは、学校再開を見越したグ

ラウンドの代替地の確保について、適当な候補地がないため学校グラウンド

を建設候補地に挙げている現状を踏まえると、代替地の確保は困難等の意見

が聴かれた（表５-(2)-⑮）。 

 

表５-(2)-⑮ 学校グラウンドの代替地の確保は困難とする意見 

No. 意見の内容 

１ 代替地の確保が必要であるという認識がなかったので確保していない。改め

て考えると必要性はあると思うが、同じ地区内に適当な候補地がないため使用

中の学校グラウンドを候補地に挙げているので、地区内での代替地確保は困難

である。また、他地区で代替地を確保しても、グラウンドを使用するために小

学生を他地区に通わせるのは現実的ではない。 

２ 学校グラウンドの代替地の確保はしていないが、建設候補地とする際には、

学業に支障を来さないようにするため、グラウンドの面積の半分にとどめるこ

ととしている。その他、発災後の迅速な利用及び利用中・後のトラブル防止の

ための準備・調整として実施していることは特にない。そのようなことまで、

検討できていないというのが現状である。 

３ 学校グラウンドに関しては、学校再開を見越したグラウンドの代替地までは

確保できていない。確保するにしても市町村有地が足りない状況である。 

（注）当省の調査結果による。 
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（災害リスクのある土地への建設型の設置） 

      能登半島地震後に設置した建設型が、その後の奥能登豪雨で浸水した事例

を踏まえ、調査対象とした 12 都道府県における災害リスクのある土地への建

設型の設置に関する考え方を調査したところ、11 都道府県が、状況によって

は災害リスクのある土地も活用することを想定していた。その理由として、

リスクの少ない候補地を優先的に活用するものの、建設に適した土地が限ら

れるため、被災状況によっては災害リスクのある土地を使用せざるを得ない

場合もあることなどが挙げられた（表５-(2)-⑯）。 

 

表５-(2)-⑯ 災害リスクのある土地への建設も想定している主な理由 

No. 主な理由 

１  災害時はリスクの少ない候補地に優先的に建設するが、被災状況や必要戸数

等に応じて、災害リスクのある土地を使わざるを得ないことも想定される。災

害リスクは、建設地を決定する上での一つの材料と捉え、事前選定段階で排除

していない。 

２ 災害リスクのある建設候補地はできる限り除いて選定するよう市町村に依

頼しているが、津波による被害が想定されるため、建設候補地に適した土地が

少ない。 

３ ハザードマップ上の津波浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内においては

原則建設不可としている。豪雨等による洪水浸水想定区域内においては、市町

村からもろもろの条件を考慮した上でどうしても選択せざるを得ないと建設

地として提示された場合、その場所に建設をすることは想定している。 

（注）当省の調査結果による。 

      なお、災害リスクのある土地を活用する場合の備えや対策については、一

定の検討を行っているとする都道府県がある一方、検討に至っていないとす

る都道府県や、奥能登豪雨により建設型が浸水したことを踏まえ、今後、検

討を進めるとする都道府県がみられた（表５-(2)-⑰）。 

 

表５-(2)-⑰ 災害リスクのある土地を活用する場合の備えや対策についての検討状況 

No. 内容 

１ 豪雨等による洪水浸水想定区域にある土地に建設する場合は、ハザードマッ

プで浸水高等を確認し、協定締結団体や業者と相談しながら、浸水しない床高

まで基礎の高さを上げるなどの対応を行うこととしている。 

２ 災害リスクがある建設地の仮設住宅に入居を案内する際には、その旨を説明

して理解を得た上で案内することとしている。また、入居後に大雨などにより

災害が間近に迫っている場合は、周辺住民とともに避難を呼び掛けることとし

ている。 

３ 災害リスクのある土地に建設型を建設した場合の対応については特に検討

しておらず、備えや対策についてマニュアル化した資料等は作成していない。 

災害リスクへの備えや対策が不要と考えているわけではないが、建設型を建

設した実績が近年なく、災害リスクへの備えや対策が必要となるような状況が
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現実的なものとなるかも不明であり、災害リスクへの備えや対策の検討に至っ

ていないというのが実態である。 

４ 災害リスクのある土地に建設型を設置する際の備えや対策については、能登

半島地震後に設置した建設型が奥能登豪雨により浸水した事実を踏まえ、重要

な課題として認識している。今後、建設候補地の見直しや技術的対応等につい

て、市町村、建設協力団体と連携しながら検討を進める。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｃ 建設候補地の関係機関・部局との情報共有 

調査対象としたいずれの都道府県においても、原則として、建設候補地と

している土地の発災時の用途の調整は、市町村の役割としていたため、調査

対象とした市町村における建設候補地の関係機関・部局との情報共有状況を

調査したところ、危機管理部局が市町村内の土地を時系列ごとに調整してい

る事例がみられた（表５-(2)-⑱）。 

 

表５-(2)-⑱ 公有地の災害時利用予定を事前に調整している事例 

事例の内容 

危機管理部局が主導して、市町村内の土地を発災後にどのように利用するか時系列

ごとに調整し、その内容を地域防災計画に規定している。 
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（注）１ 当省の調査結果による。 

２ 資料は、当該市町村の地域防災計画から抜粋したものを当省が加工（黒塗り）した。 

 

      一方で、建設候補地に係る事前準備・調整を行うという発想がなかったと

する事例もみられ、都道府県の認識と市町村の対応にそごが生じていた（表

５-(2)-⑲）。 

 

表５-(2)-⑲ 公有地の災害時利用予定を事前に調整していない事例 

No. 事例の内容 

１ 「災害廃棄物の仮置き場をあらかじめ指定しておらず、発災後、被災状況を

踏まえ調整・指定することとなる。」としている。 



119 

２ 市町村は、「都道府県有地に関しては、建設候補地調査要領に沿って、都道

府県に報告しており、都道府県が調整するとともに必要な手続を整理している

と考えている。」としているが、報告を受けた都道府県は、「発災後に建設候補

地を建設地として利用する際の利用手続に関して、整理できておらず、整理す

るにしても、都道府県有地や市町村有地の所有者が整理するのか、利用する市

町村が整理するのか、都道府県が統一して整理するのか、曖昧なままになって

いる。」としている。 

３ 「災害時の応急仮設住宅の供与に係る手順について整理できておらず、建

設候補地に係る事前準備・調整を行うという発想もないため行っていない。

事前準備・調整の必要性はあると思うので、応急仮設住宅の供与についての

事務マニュアルを策定する際には、候補地の活用に係る事前準備・調整につ

いても記載し、事前準備・調整を図っていきたい」としている。 

４ 都道府県は市町村に対して他の用途が想定される土地を選定しないよう求

めているが、市町村は、候補地の不足から、自衛隊等の活動拠点地が想定さ

れる用地も候補地として報告している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ウ まとめ 

（建設候補地のリスト化と定期的な確認） 

建設型を設置するためには、一定程度の広さの建設に適した用地が必要である。

発災後に用地を探すと着工が遅れ、被災者への早期供与に支障を来すおそれがあ

る。 

過去の災害では、建設候補地の事前確保や定期的な現地確認が必ずしも十分で

なかったため、用地確保に苦慮した事例がみられた。熊本地震では、熊本県が発災

前に建設候補地を確保していなかったため用地確保に苦慮し、能登半島地震では、

石川県内の被災市町の中に、建設候補地を報告していたものの定期的な現地確認

を行っていなかったため、発災時に雑木林となっており建設できなかった事例が

みられた。 

このような過去の事例を踏まえ、大規模災害が想定されている都道府県におけ

る建設候補地のリスト化の状況及び市町村における定期的な確認の状況を調査し

たところ、全都道府県が建設候補地をリスト化していた。一方、市町村における現

地確認については、取組状況に差がみられた。 

具体的には、前年度以前にリストアップした全ての候補地の現地確認を行って

いる例や、毎年計画的に候補地を現地確認し、候補地リストや配置計画図を更新し

ている例がある一方、都道府県が市町村に対して年１回の現地調査を求めている

にもかかわらず、現地調査を実施していない市町村もみられた。 

また、都道府県の建設候補地リストを確認したところ、一部の市町村では建設

候補地を全く選定していない例や、都道府県有地のみを選定している例もみられ

た。しかし、市町村の選定理由や考え方等を把握した上で助言等を行っている都

道府県はなかった。 
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これらのことから、市町村においては、他の地方公共団体の事例を参考に、都

道府県への候補地リストの報告に当たり、特に所管部局等により日常的に管理さ

れていない土地については、現地を確認することが望ましいと考えられる。 

また、都道府県においては、市町村における建設候補地の選定状況（必要量の

確保や土地の適性等）を確認し、必要に応じて助言や、用地が不足する場合の市

町村間の調整を行うことが望ましいと考えられる。 

 

（建設候補地の内容） 

建設用地については、原則として公有地を利用し、適当な公有地を利用するこ

とが困難な場合は、民有地を利用することが可能とされている。 

能登半島地震では、公有地が最も多く活用されているが、実態として民有地も

多く活用されている。 

能登半島地震において、石川県内で建設型を設置した 10 市町では、発災前に選

定していた候補地 7,300 戸分のうち民有地は 202 戸分（2.8％）であったが、発災

後に実際に設置した建設地 6,882 戸分のうち民有地は 958 戸分（13.9％）であっ

た。 

また、民有地を活用する場合は無償提供が原則とされているが、実際に民有地に

設置された 55 団地のうち 45 団地（奥能登豪雨も含む。）が有償であった。 

一方、建設型の手引きでは、建設候補地の活用に当たり、①公有地、②民有地、

③学校用地・農地の順に優先順位を付しているところ、大規模災害が想定されてい

る地域では、都道府県全体でみると、候補地全体の面積のうち民有地の割合は

4.2％と最も少なかった。 

また、民有地の活用について、内閣府は、内閣府告示に基づき民有地を有償で借

り上げる際に協議は必要ないとしているが、このことを認識していない都道府県

もみられた。 

さらに、候補地の確保に苦慮している都道府県からは、民有地の活用事例の提

供を求める意見が聴かれた。 

これらのことから、内閣府及び地方公共団体は、民有地の活用に向けた取組を

より一層進めることが望まれる。 

 

（建設候補地の関係機関・部局との情報共有） 

建設候補地は、発災後、自衛隊・警察等の活動拠点や災害ごみ置場等としても

使用される可能性があるため、どの時期にどの用途で活用するか、関係機関・部

局と情報共有し、必要に応じて調整する必要がある。 

実際に、熊本地震や能登半島地震では、候補地が自衛隊・警察・消防の活動拠

点、災害ごみ置場、資材置場等として利用され、建設型の早期供与に課題があっ

た事例が複数みられた。こうしたことから、被災地方公共団体からも、平時から

の関係機関との調整の必要性についての意見が聴かれた。 

大規模災害が想定されている地方公共団体における関係機関・部局との情報共

有や調整の状況を調査したところ、市町村の危機管理部局が主導し、発災後の土地

利用を時系列で調整している例がある一方、関係機関・部局間で情報共有や調整が

できていない例もみられた。 
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このため、関係機関・部局間で情報共有や調整ができていない地方公共団体にお

いては、他の地方公共団体の取組事例も参考に、平時から建設候補地の情報共有や

調整を進めることが望ましいと考えられる。 

 

 

【地方公共団体における今後に向けた取組】 

円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、地方公共団体は、本調査の結果を参

考に、今後以下の事項について取り組むことが望ましいと考えられる。 

① 都道府県は、市町村から報告されたリストの内容を確認し、市町村に対して必要

な助言等を行うこと。 

② 市町村は、都道府県へのリストの報告に当たり、特に所管部局等により日常的に

管理されていない土地について、現地を確認するよう努めること。 

③ 発災時に市町村内の土地をどのような用途で活用するか、時系列に沿って調整す

るなど、関係者間で事前に情報共有や調整を進めること。 

  

【所見】 

したがって、円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、内閣府は、民有地を活

用している事例を収集・提供するなどにより、地方公共団体に対して更なる検討を促

すこと。 
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(3) 配置計画、仕様の決定状況 

ア 制度の詳細 

    建設型の手引きでは、地方公共団体は、建設候補地の選定に係る準備に加え、

地域の実情に応じた、配置計画及び住戸・住棟計画に係る準備を行うこととして

いる。 

建設型の手引きでは、配置計画に係る準備について、都道府県は、建設候補地の

うち優先順位が高いものについて具体的な配置計画等を作成すること、実際の災

害の状況（災害の規模や範囲）等に応じて選択できるよう、配置計画等には幾つか

のパターンを用意しておくことが望ましいこと、配置計画等の検討や建設事業者

団体等の基準を踏まえ、全ての団地に共通する配置計画の基本的な考え方を定め

ること等としている。また、住戸・住棟計画に係る準備について、都道府県は、地

域の気候への対応や居住環境の確保の観点から共通する性能水準や標準仕様を設

定すること、必要に応じて都道府県等独自の仕様、住戸規模（面積）・型式設定に

よる標準プラン等を作成すること等としている。 

 

建設型の仕様については、「災害救助事務取扱要領」において、通常の建設型に

ついてもできる限りバリアフリー仕様とする等を検討すること、設置位置の工夫

や異なるタイプのものを組み合わせることを検討することとされており（表５-

(3)-①）、具体的な留意点は建設型の手引きにおいて示されている。 

 

表５-(3)-① 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

第２ 実施体制等の整備に関する事項 

８ 救助の実施体制に関する事項 

(2) 応急仮設住宅の供与 

   （略） 

  ア～ウ （略） 

  エ 建設事業者団体等との協定 

   (ｱ) （略） 

   (ｲ) 協定の締結に当たって、標準的な応急仮設住宅を定める場合は、高齢者・

障害者等の利用に配慮した仕様が誰にとっても利用しやすいことに着目

し、通常の応急仮設住宅についても、できる限り物理的障壁の除去された

（バリアフリー）仕様とするなどの配慮をするとともに、国土交通省によ

る「応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ」（平成 24 年５月 21 日）等を参

考に寒冷地や積雪地仕様等、地域の気候風土を考慮した仕様をあらかじめ

検討すること。 

オ～ク （略） 

 

第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

２ 応急仮設住宅の供与 

(6) 応急仮設住宅に係る留意点 

ア～イ （略） 
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ウ 大規模災害等で多くの建設型応急住宅を設置する場合、迅速性が要求され

るため、同一敷地に同一規格のものを機械的に設置しがちであるが、長期化

も想定されるので、できる限り設置後の街並みや地域社会づくりにも配慮し、

安全性及び迅速性を損ねない範囲で、設置位置の工夫や、異なるタイプのも

のを組み合わせる等の方法を検討することが望ましい。 

（注）下線は当省が付した。 

 

なお、論点整理では、東日本大震災において、建設型の入居後に住戸内手すり等の

設置など、数多くの追加工事が必要となり多くの時間と多額のコストを要したとされ

ており、災害発生後に仕様を検討することは供給時期の遅れにつながると指摘されて

いる（表５-(3)-②）。 

 

表５-(3)-② 論点整理＜抜粋＞ 

３．大規模災害時における被災者の住まいに係る想定される状況と課題 

３-１．応急段階 

(2)応急建設住宅の供給等のための準備 

①（略） 

②応急建設住宅の仕様 

・東日本大震災では、応急建設住宅について入居後にも外断熱工事や風除室

の追加、玄関スロープ・住戸内手すり等の設置、風呂の追い炊き機能の追

加など、数多くの追加工事が必要となり、結果的に多くの時間と多額のコ

ストがかかった。 

・災害発生後に仕様を検討することは供給時期の遅れにつながる。 

・日本の気候風土に適し、地域に合った仕様を設定することも考えられる。 
   ③～④（略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

「災害救助事務取扱要領」では、建設型は、その設置後、都道府県の財産となり、

都道府県によって維持管理されることとされている（表５-(3)-③）。 

また、内閣府の資料によると、従来、供与期間が終了した建設型は解体・撤去さ

れることが一般的であったが、近年は、応急仮設住宅を退去した後の自力再建を進

めることが困難な被災者の恒久的な住まいを確保するため、供与期間終了後に解

体・撤去することなく、一定の改修工事を実施した上で、引き続き、被災者の恒久

的な住まいとして利活用される事例が増えているとされている（参考 24）。 

 

表５-(3)-③ 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

２ 応急仮設住宅の供与 

(5) 留意点 

ア 災害救助法による応急仮設住宅設置後の取扱いについて 

法による建設型応急住宅（リース方式によるものは除く）は、その設置後は

補助事業により取得した都道府県の財産となり、都道府県によって維持・管理
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されることを原則とする。 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

ａ 配置計画の作成状況 

被災地方公共団体及び熊本地震又は能登半島地震で建設型の建設に携わっ

た建設型関係事業者に対し、平時における建設型の配置計画を作成する必要

性や作成に当たっての留意点を確認したところ、候補地の形状を踏まえ、何戸

建設することが可能か、どのようなタイプの住宅を建設するのかを平時にシ

ミュレーションしておけば、発災後、迅速に対応できるとする意見などが聴か

れた（表５-(3)-④）。 

 

表５-(3)-④ 配置計画の作成に関する被災地の意見 

区分 意見の内容 

石川県 発災前には、建設候補地は選定していたが、配置計画までは作成して

いなかった。事前に配置計画を作成するためには、県又は市町の職員に

相当の時間と労力が求められるほか、委託による実施の場合には費用も

発生する。 

候補地の面積を把握するだけではなく、候補地の形状を踏まえ、何戸

建設することが可能か、どのようなタイプの住宅を建設するのか 38な

どを平時にシミュレーションしておけば、発災後、迅速に対応できたと

思うため、発災前に配置計画を作成するに当たっては、国において補助

制度等の整備を検討してほしい。 

珠洲市 木造応急仮設住宅は１K が 20 ㎡であるが、公営住宅の場合は 25 ㎡以

上とされている。建設型の供与期間終了後も解体・撤去せずに、将来的

に木造応急仮設住宅を公営住宅に転用する可能性があるのであれば、発

災前から木造型の建設地やそこの配置計画、仕様等を検討しておいても

良いのではないかと考える。 

建設型関係

事業者 

（木造） 

地方公共団体の平時の備えとして、候補地をしっかり決めた上で、配

置計画を作っておくべき。候補地だけ決められ、配置計画の作成を任さ

れても困る。地方公共団体としても、一つの仮設団地に、どのくらいの

被災者を住まわせるのか想定しておいたほうが良い。発災後に考えるの

では遅すぎる。配置計画を平時に作成していれば、候補地の選定等を含

めると少なくとも１週間は短縮できるのではないか。 

建設型関係

団体 

建設に当たっては土地の形状を事前に把握しておくことが重要だが、

地方公共団体作成の配置計画図にはその情報が把握・記載されていない

など、精度が低いものが多く（特に市町村で技官の数が減少しているこ

 
38 能登半島地震における石川県では、建設型として、被災者及び市町の意向を踏まえつつ、用地の状

況、応急仮設住宅の供給能力、優先度等を勘案し、①従来型応急仮設住宅、②まちづくり型応急仮設住

宅、③ふるさと回帰型応急仮設住宅の３タイプを設置した（参考 25）。 
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とも一因ではないかと思料）、現地確認すると平坦でなく大きな段差や

崖があり建設できないということが多々ある。そのため、協定先である

地方公共団体には、詳細に土地の情報を整理した配置計画図の作成を行

うよう要請している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 仕様の検討状況 

被災地方公共団体及び能登半島地震で建設型の建設に携わった建設事業者

に対し、平時における建設型の仕様を検討する必要性や検討に当たっての留

意点を確認したところ、バリアフリー対応等で追加工事が発生したこともあ

ったが、標準仕様に落とし込むなどの対策が必要であったとする意見や、建設

型の使用期間を延長する可能性もあるが、確実に延長するともいえないとい

う状況で事業者にしわ寄せが起きている等の意見が聴かれた（表５-(3)-⑤）。 

 

表５-(3)-⑤ 建設型の仕様に関する意見（能登半島地震） 

区分 意見の内容 

石川県 プレハブ協会以外の団体との協定は、能登半島地震の発災後に結んだ

ため、協定団体ごとの仕様の違いを事前に詳細に検討することはでき

ず、仕様や住戸面積に多少のばらつきが発生した。また、発災後に市町

に仕様の詳細を確認することは困難であった。このようなことから、仕

様に関する検討は平時に行うべきと考える。 

さらに、通路、駐車場を明るくしてほしい、駐車場をアスファルトに

してほしい、バリアフリー対応を見直してほしいなどの被災者からの要

望があり、追加工事することもあったことから、このような内容につい

ても、今後標準仕様に落とし込むなどの対策が必要だと考える。 

建設型 関係

事業者 

（プレハブ） 

過去の建設型建設時には求められなかったスロープ（障害者用だけで

なく全ての住宅で建設が必要になった。）や外廊下の建設を求められ、

工期が延び、早期に被災者に建設型を提供することが難しくなったと感

じている。 

建設型 関係

事業者 

（木造） 

○ 県や市町から、標準化された仕様でない２階建てなど、想定外の仕

様を要求されたりした。仕様がパターン化されていれば提案を反映し

やすいが、２階建てについてはマニュアル化されておらず、建築基準

法上の要件についても、災害時の緩和の有無が区々となり、ルール化

がされていなかった。 

○ プレハブは、建設が決定すれば、工程はほとんど定型的（広さも固

定）であるが、木造の仮設住宅は自由が利くばかりに、建設中に仕様

等の細かい注文が追加で入る。行政からすれば軽微な変更でも、施工

側からしたら図面を書き直すほどの修正が必要なものもあり、着工ま

での日数が２、３日延びることがある。 

○ 仮設住宅の建設について、県や市町でお互いどこまで合意している

のか分からない。発注は市がやっていても、県との認識にずれがあっ
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て仕様の変更を指示されることがあったりする。 

仕様の変更については、手すりの設置などバリアフリー化が多い。手

すりは数本であればすぐに入手・取付可能だが、計 100 本を取り付け

るとなると、作業員の手配や、部品の調達も改めて行わなければなら

ない。 

○ ２年後に解体する前提で設計していたのに、後から２年以上使用す

るかもしれないと言われてしまうと、１か月かけて取り組んでいた設

計作業が無駄になる。業者手配も追加で行うこととなると、今後の見

通しが立てられなくなる。今回のような特別な仕様変更を前例とし

て、今後の災害における仕様の参考にしてほしい。仮設住宅の使用期

間を延長するかもしれないが、確実にするともいえないという状況で

事業者にしわ寄せが起きている。 

○ 追加での仕様の変更を逐一されると大変なので、一定のルール作り

が必要。追加の仕様の変更で作業に延長が重なり２、３週間を要した

としても、工期は後ろに延ばせないことが事業者にとっては苦しい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

ａ 配置計画の作成状況 

調査対象とした都道府県において、建設型の配置計画の作成状況を調査し

たところ、12 都道府県のうち８都道府県が市町村に対して配置計画の作成を

指示していた。一方で、４都道府県は指示を行っていなかったが、そのうち２

都道府県では都道府県が業務委託して配置計画を作成していた。 

作成を指示している８都道府県の詳細をみると、６都道府県が市町村に配

置計画を提出させており、これらの都道府県における配置計画作成率 39の平

均は約 69％、最低でも約 29％であった。一方で、市町村から配置計画を提出

させていない２都道府県では、それぞれ作成率が約 11％、１％となっており、

平均で約６％にとどまっていた（表５-(3)-⑥）。 

表５-(3)-⑥ 調査対象とした都道府県における配置計画図の作成状況 

 指示あり 指示なし 

① 市町村から

提出あり 

②市町村から

提出なし 

③都道府県作

成 

④都道府県作

成なし 

都道府県数 

（割合） 

６ 

(50.0％) 

２ 

(16.7％) 

２ 

(16.7％) 

２ 

(16.7％) 

配置計画作成率

（平均） 
68.5％ 5.9％   

配置計画作成率

（最低） 
29.2％ 0.8％   

（注）１ 各都道府県の資料を基に、当省が算出した。 

   ２ 作成状況が確認できない候補地は、未作成として計上している。 

 
39 当該都道府県全体の建設候補地数のうち配置計画を作成している割合 
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   ３ 配置計画作成率（平均）は、各都道府県の作成率の単純平均で算出している。 

 

市町村に配置計画の作成を指示しておらず、自らも配置計画を作成してい

ない２都道府県では、その理由について、建設の初動が早くなるので作成した

方が良いが、その候補地が使えない場合や変更の場合もあり、必ずしも必要と

まではいえない等としている（表５-(3)-⑦）。 

 

表５-(3)-⑦ 平時からの配置計画の作成に消極的な意見 

No. 意見の内容 

１  全体で数万戸分の候補地における配置計画を平時に行うには多額の費用と

時間がかかるため、箇所を絞って作成するのが現実的だが、建設地の決定やそ

の内容は、発災後の市町村の意向が大きく反映されることから、どの候補地に

どのような計画を作成するか、優先順位等を含め、平時の計画作成については

市町村にお願いしている。 

計画作成は、多くの市町村で事業者に業務委託を行うこととなると思われ

る。候補地が多いほど財政的負担も大きくなり、計画作成に踏み出しにくいた

め、計画作成を促す補助の仕組みがあれば、市町村の取組を後押しできると思

われる。 

配置計画は被災状況が想定どおりであれば初動の迅速化に大きく貢献する

のは確かで、あるほうがより良いと思われる。しかし、災害の規模、救命・救

助活動のための支援候補地や被災者の状況、また、発災後工事を依頼する協定

団体のタイプ（プレハブ、木造、移動型、恒久型等）などによっても、実際の

建設地の選定や配置計画は大きく変わってくると考えられることから、絶対に

必要なものとまではいえず、作成したとしても、発災後の状況に応じた柔軟な

対応が不可欠であると考える。 

２ 建設型については、発災後、市町村との調整を経て候補地を確定した上で配

置計画等を検討することとし、配置計画の作成については、多数の建設候補地

があることや、市町村の人員体制に負担となることから、依頼していない。 

なお、市町村に作成を求める場合は、次のような課題が考えられる。 

① 都道府県内には建設候補地が多数あることから全数について配置計画を

作成することが困難であり、計画作成対象範囲を定める必要があること。 

② 市町村の人員体制への負担から、市町村が協定締結団体に委託することが

想定されるが、委託費用の確保の面で課題があること。 

（注）当省の調査結果による。 

 

一方で、調査対象とした地方公共団体の中には、都道府県が市町村の配置計

画作成の取組を後押ししている事例や、市町村職員自らが配置計画を作成し

ているとする事例がみられた（表５-(3)-⑧）。 

 

表５-(3)-⑧ 平時からの配置計画の作成に取り組んでいる事例 

区分 事例の内容 
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都道県が市町村

を後押ししてい

る事例 

一定の規模があり、災害リスクや他の用途との重複等がなく、発災後

速やかに建設型を設置できる土地を「早期着工可能地」として選定し、

配置計画の作成等を優先的に進めるよう県内市町村に指示 

協定締結団体の協力を得て、配置計画作成訓練を実施し市町村を支援 

市町村自らが積

極的に配置計画

を作成している

事例 

市町村職員（技師等）が自ら配置計画図を作成（参考 26 から 28 ま

で） 

デジタルツイン 40を活用して配置計画を作成（ドローンで測量し配

置計画を作成）（参考 29） 

（注）当省の調査結果による。 

 

また、調査対象とした都道府県の中には、木造応急仮設住宅を公営住宅に変

更して恒久的に使用していくことを想定している都道府県がみられ、建設候

補地リストにおいて木造応急仮設住宅の恒久的な使用の可否欄を設けるなど

の取組例がみられた（表５-(3)-⑨）。 

なお、建設型と公営住宅の床面積の違いを踏まえた配置計画、仕様等の検討

をしている都道府県はみられなかった。 

 

表５-(3)-⑨ 木造応急仮設住宅の恒久的な使用を想定している事例 

都道府県名 事例の内容 

和歌山県 木造応急仮設住宅では、仮設期間終了後、一定の改修工事を経て、被

災者の恒久的な住まいとしての活用も考えられることから、建設候補地

が恒久的な使用が可能かどうかを事前に把握し、発災後、プレハブ住宅、

木造住宅の選択を円滑に行うため、令和６年度から、応急仮設住宅建設

候補地台帳において木造住宅の恒久的な使用の可否欄を設け把握するこ

ととしている。 

高知県 長期の居住を見据えて、一部の建設候補地には、取り壊さないことを

前提とする災害公営住宅の建設を検討しており、市町村に対し、応急仮

設住宅の建設候補地の中から災害公営住宅の建設候補地を選定するよう

に指示しているものの、市町村に具体的な選定基準を示せておらず、市

町村の判断に委ねている。 

今後、災害公営住宅を建設する用地の選定基準を検討する予定にして

いる。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 仕様の検討状況 

調査対象とした 12 都道府県において、建設型の仕様の検討状況を調査し

たところ、仕様を決めていないとしたところが４都道府県あった。 

 
40 情報通信白書（令和 6 年版）によると、「現実世界から集めたデータを基にデジタルな仮想空間上に双

子（ツイン）を構築し、様々なシミュレーションを行う技術」とされている。 
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仕様を決めていない４都道府県では、その理由について、発災後に市町村

と協議して決定することを想定している、木造応急仮設住宅の標準仕様が決

まっていない等としている（表５-(3)-⑩）。 

 

表５-(3)-⑩ 建設型の仕様を決めていない主な理由 

No. 主な理由 

１  高齢者や障害者、要介護者向けの住宅については、プレハブ協会の資料集

等にある車椅子利用者向け住宅や福祉仮設住宅等の仕様を基本として、発災

後、被災市町村からの建設要望戸数を踏まえ、協定締結団体と相談の上、決

定する。 

災害救助事務取扱要領において、「災害直後の心理的なケアを考慮し、デザ

イン、色彩等を工夫」と定められたが、建設型応急住宅の仕様にどのように

反映させるべきか分かりづらく、当該留意点を踏まえた仕様を国で定めても

らうことが望ましい。 

２ 平時において具体的な仕様を検討しているわけではないが、プレハブ建築

協会作成の「応急仮設住宅建設関連資料」に、スロープを付ける戸数や割合

の目安、地域により指定された断熱材の厚さなどが示されており、発災時に

はこれをベースに各市町村と協議しながら決定していく想定である。 

また、バリアフリー等の対応が手厚いほうが望ましいとは一概には言えな

い。障害のない人だと階段２段で済むところをスロープ化すると大回りしな

ければならないデメリットがあることや、スロープ設置の場合には敷地の予

算も増加するため、一律に対応するのではなく入居者に応じた使い分けにな

る。 

３ 木造住宅については、よりどころとする仕様書がない。関係団体と協定を

締結した後、建設型の供与に関する様々な課題について検討するための話合

いの場が設けられ、その中で木造住宅の仕様書をどのように考えるかについ

ても検討されていたが、話合いがまとまらないうちに、コロナ渦により、話

合いの機会自体が中断してしまった。それぞれの団体に特色があるが、それ

に対して、都道府県として、標準として何を求めるのか、根拠を持って整理

することができなかった。それぞれの団体ごとの仕様とするか、統一の仕様

とするかも定まっていない（それぞれの団体の標準仕様書は入手している）。 

本来、「木造の建設型として、このレベルを満たすことが必要です」と都道

府県が示すべきであるが、示すことができていない状況である。プレパブ等

との仕様をそろえることも含め、今後の課題であると考えている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ウ まとめ 

（配置計画） 

建設型の配置計画について、能登半島地震における石川県では、発災後に建設

型関係団体が作成した。 
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この点について建設型関係事業者からは、地方公共団体が平時に配置計画を作

成しておけば、建設時間の短縮につながるとの意見が聴かれた。また、石川県か

らは、候補地の面積を把握するだけではなく、形状を踏まえ、建設可能戸数や住

宅タイプを平時にシミュレーションしておけば、迅速な対応ができたと思うとの

意見が聴かれた。 

大規模災害が想定されている地域に対する調査では、配置計画の作成状況は都

道府県により大きく異なっていた。市町村に作成を指示し提出を求めている都道

府県では、作成率が高い一方、指示はあるが配置計画を提出させていない都道府

県では、作成率が低い傾向がみられた。 

また、珠洲市からは、木造応急仮設住宅を将来的に公営の住宅に転用する可能

性があるのであれば、平時から建設地や配置計画、仕様等を検討しておいてもよ

いのではないかとの意見が聴かれた。 

しかし、大規模災害が想定されている地域に対する調査では、転用の可能性を

考慮している都道府県はみられたが、配置計画や仕様を具体的に検討している都

道府県はみられなかった。 

 

（仕様） 

建設型の仕様は、建設型関係団体によって標準仕様が異なっており、能登半島

地震における石川県は、発災後、各団体間の仕様の違いの検討や、市町への確認

をしようとしたが、時間がなかったとしている。また、建設型関係事業者におい

ては、標準化されていない２階建ての建設の要求や、建設途中でバリアフリー化

などの仕様変更を求められ、対応に苦慮したとする事例がみられた。 

一方、大規模災害が想定されている都道府県では、４都道府県が仕様を事前に

検討できていなかった。このうち一部の都道府県は、発災後に市町村と協議して

決定するとしており、石川県の事例と同様の課題が生じる懸念がある。 

 

【地方公共団体における今後に向けた取組】 

円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、地方公共団体は、本調査の結果を参

考に、今後以下の事項について取り組むことが望ましいと考えられる。 

① 都道府県は、市町村において配置計画図の作成が進むよう支援すること。 

② 都道府県は、地域の実情や建設型関係団体間の標準仕様の相違を踏まえ、バリア

フリー対応や建物タイプ（平屋・２階建て等）を含む仕様を事前に決定すること。 
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(4) 建築従事者等への支援状況 

ア 制度の詳細 

内閣府告示では、建設型の設置のために支出できる費用は、「設置にかかる原材

料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費」とされて

いる（表５-(4)-①）。 

 

表５-(4)-① 内閣府告示＜抜粋＞ 

 （避難所及び応急仮設住宅の供与） 

第二条 法第四条第一項第一号及び第二項の避難所並びに同条第一項第一号の応急仮

設住宅の供与は、次の各号に掲げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行

うこととする。 

 一 （略） 

二 応急仮設住宅 

  （略） 

イ 建設型応急住宅 

(1) （略） 

(2) （略）地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出で

きる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及

び建築事務費等の一切の経費として、七百八万九千円以内とすること。 

 

(3)～(7) （略） 

ロ （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

当省が内閣府に建設型の設置のために支出できる費用の詳細について確認した

ところ、 

① 応急仮設住宅の建設従事者のホテル代や現地までの車両リース費用、燃料費

等の支援費 

② 応急仮設住宅の建設従事者が、現地付近に仮設の宿泊施設を建設する場合の

費用 

については、設置のために必要な費用であれば、災害救助費の対象であるとしてい

る。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査 

石川県が能登半島地震対応について検証するために設置した令和６年能登半

島地震対策検証委員会の報告書「令和６年能登半島地震対策検証報告書」（以下

「能登半島地震検証報告書」という。）では、能登半島地震について、「地理的制

約のため、被災地へのアクセスルートが限定的であり、大規模な土砂災害等によ

り多くの道路が被災したことや、地盤隆起により海路からの進入に制約があっ

たこともあり、人員の派遣や資機材・物資の投入等で支障が生じた」とされてい

る（表５-(4)-②）。 
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表５-(4)-② 能登半島地震検証報告書＜抜粋＞ 

９.能登半島地震で考慮すべき制約 

能登半島地震では一般的な災害と比較し、以下３つの制約により、特徴的な被害

発生及び被害拡大があった。 

(1) 地理的制約 

能登半島は、圏域面積が 2,404 ㎢の日本海側最大の半島である。半島の先端部

にあたる珠洲市は、県庁所在地である金沢市から直線距離で約 110km（道路距離

で約 140km）、富山県富山市から富山湾を隔てて直線距離で約 80km（道路距離で

約 160km）となっている。 

また、地形としては、宝達山を中心とする低い山地からなる山がちな地形であ

り、三方を海に囲まれているため、全体的に低平地が非常に乏しい。 

上記のような地理的制約のため、被災地へのアクセスルートが限定的であり、

大規模な土砂災害等により多くの道路が被災したことや、地盤隆起により海路か

らの進入に制約があったこともあり、人員の派遣や資機材・物資の投入等で支障

が生じた。 

(2)～(3) （略） 

 

このため、本調査においても、能登半島地震で建設型の建設に携わった建設事

業者に対し、地理的制約等を理由に苦慮した例がないか確認したところ、宿泊場

所の確保に苦慮したとする事例が複数みられた（表５-(4)-③）。 

 

表５-(4)-③ 宿泊場所の確保に苦慮したとする事例（能登半島地震） 

事例の内容 

○ 車で片道１時間のところに民宿を確保したが、定員が 20 人程度のため、現場管理

者、従事者の全員が宿泊することができず、富山県の事業者には遠距離手当を支給

したが、通勤に片道２時間半から３時間かかるため、当初の見込みどおりに現地で

の作業時間を確保できず、各工程で工期が延びる原因となった。 

○ 能登半島地震で、現地は宿泊施設が不足し、作業現場まで長時間かけて通った。そ

の結果、建設作業に要した日数が通常の倍になった。 

○ 被災地域は、業者が滞在できる施設が少なく、当協会では和倉温泉の宿を借り、

100 畳の部屋に 40～50 人に相部屋で生活してもらっていた。作業場への往復で被災

地の様子を目の当たりにしているためか、当時作業員から苦情は聞かれなかったが、

かなり過酷な環境であったと聞いている。 

ピーク時には、およそ 500～600 人くらいの作業員が来ていたと思われる。 

（注）当省の調査結果による。 

 

能登半島地震検証報告書では、建設従事者を含む支援者に対する支援につい

て、石川県が支援者向けの宿泊拠点を確保したこと、また今後の災害でも、県が

支援者支援を主体的に担う必要性を指摘している（表５-(4)-④）。 
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表５-(4)-④ 能登半島地震検証報告書＜抜粋＞ 

２.県の受援・応援体制 

(1) 県の受援体制 

（略） 

■ 課題 

（略） 

【支援者支援を県として主体的に担う必要性】 

被災地に派遣された応援職員等支援者が現地で活動するにあたり、宿泊場所や資

機材の確保が必要であったが、特に発災直後はそれらの確保が困難であり、金沢市

等の遠方に宿泊し毎日被災地まで長距離移動するというケースも生じた。被害規模

や範囲が大きい災害であったため、派遣元の自治体が派遣職員向けの宿泊場所や資

機材を確保しきれなかった。 

そのため、石川県では、総務省や関係機関と連携し、日本航空学園の学生寮や公共

施設の活用、キャンピングカーやトレーラーハウスの設置、仮設宿泊所の建設等に

より、現地で活動する支援者向けの宿泊拠点を順次確保した。今後、被害規模や範

囲が大きい災害が発生した場合には、能登半島地震での対応と同様に、支援者支援

を石川県として主体的に担うことが求められる。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査 

今回、大規模災害が想定されている地方公共団体に対して、建設従事者等の

支援者の宿泊施設の確保状況について調査したところ、具体的に検討・準備し

ているとする地方公共団体はなく、担当部局が決まっていないとする意見も複

数聴かれた。 

また、宿泊施設の確保の主体について、大半の地方公共団体は事業者が自ら

確保すべきとする一方、受援側が確保するケースも考えられるとする意見も聴

かれた。 

そのほか、調査対象とした地方公共団体からは、建設従事者の宿泊費用が災

害救助費の対象に含めることができるのか分からないとする意見が聴かれたほ

か、他の地方公共団体の応援職員用の宿泊場所を確保するため、宿泊事業者等

との協定締結を進めているが、本調査を受けて、遠方から来る建設従事者への

支援が必要と考え、協定で規定に加えることを検討したいとの意見も聴かれた

（表５-(4)-⑤）。 

なお、内閣府によると、建設型の工事に要する経費の一環として必要な費用

であれば、作業員の宿泊費も災害救助費の対象となるとしている。 

 

表５-(4)-⑤ 建設従事者等の宿泊場所の確保に関する意見 

No. 意見の内容 

１ 宿泊施設が足りない地域に別途整備する場合、建設従事者の宿泊費用が、

災害救助法に基づく補償の範囲に含まれるのか分からない。 

２ 協定締結団体において建設従事者等の宿泊場所を手配してもらうこととな

るが、現在、他の地方公共団体からの応援職員の宿泊場所を確保するための
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制度（宿泊事業者等との協定締結等）を検討中であり、総務省の調査を踏ま

え、建設従事者も対象に含め検討したい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ウ まとめ 

能登半島地震では、半島部という地理的条件により、建設作業員等の宿泊場所

の確保が困難となった。このため、被災地周辺で宿泊場所を確保できず、作業員

が毎日長時間要し遠方から現場に通うこととなり、実質的な作業時間が減少する

事例がみられた。 

この点に関し、大規模災害が想定されている地域に対する調査では、建設作業員

等の宿泊場所について具体的に検討している都道府県はみられなかった。 

能登半島地震の例を踏まえると、南海トラフ地震や首都直下地震においても、同

様の課題が生じるおそれがあり、必要と考える地方公共団体においては、遠方から

の建設作業員等の宿泊場所の確保策について、検討を進めることが期待される。 
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６ 広域的な住宅の確保 

（本項目における調査の狙い・考え方） 

過去の大規模災害では、都道府県をまたいで、他の地方公共団体内に応急仮設住宅

が設置された例があり、例えば東日本大震災では、宮城県気仙沼市の建設型が隣接す

る岩手県一関市に建設されたほか、能登半島地震では、石川県の賃貸型が、石川県内

のほか、新潟県、富山県及び福井県にも設置されている。 

このことを踏まえ、本項目は、都道府県をまたいで広域的に応急仮設住宅が供与さ

れた過去の被災地の実態及び地方公共団体における、早期の応急仮設住宅の供与に向

けた他の地方公共団体との協定や具体の手順・手続の整備状況について調査した。 

 

(1) 地方公共団体内の応急仮設住宅が不足した場合の対応等 

ア 制度の詳細 

（災害時の応援協定） 

「防災基本計画」では、他の地方公共団体との応援協定の締結や、災害時の具体

的な避難・受入れ方法を含めた手順等を定めるよう努めることとしている（表６-

(1)-①）。 

 

表６-(1)-① 「防災基本計画」＜抜粋＞ 

第２編 各災害に共通する対策編 

第１章 災害予防 

第６節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

７ 避難の受入れ及び情報提供活動関係 

(1) 避難誘導 

（略） 

○地方公共団体は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が

可能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難におけ

る居住者等及び広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」とい

う。）の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災

害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努めるものと

する。 

（略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

また、「災害救助事務取扱要領」では、応援を受ける内容等を明確にしておくこ

ととしている（表６-(1)-②）。 

 

表６-(1)-② 「災害救助事務取扱要領」＜抜粋＞ 

第２ 実施体制等の整備に関する事項 

５ 都道府県相互の救助の応援 

(1) 大規模災害等に備え、あらかじめ他の都道府県と救助の応援に関する協定等

を締結しておくこと。この際、応援協定又は応援協定に基づく細則等に、要請等
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の手続、応援をうける救助の内容、方法、費用負担等について明確にしておくこ

と。 

(2)～(3) （略） 

(4) 大規模災害により広域避難が必要となり、被災都道府県から救助の応援要請

があった場合は、応援都道府県は、被災都道府県からの避難者を迅速に受け入

れるための体制を確保すること。 

（注）下線は当省が付した。 

 

（応急仮設住宅の設置範囲） 

内閣府によると、応急仮設住宅の供与に当たり、設置場所に関する制限はない

としている。 

 

イ 調査結果 

(ｱ) 被災地に対する調査の結果 

ａ 能登半島地震のケース 

（賃貸型の県外設置に関する石川県の対応） 

能登半島地震において石川県が県外に賃貸型を設置したことに関する対応

状況を調査したところ、発災の約１か月後に、新潟県、富山県及び福井県まで

賃貸型の設置範囲を拡大する対応を行っていた。他県との調整について、石川

県では、特段の支障はなかったとしている（表６-(1)-③）。 

 

表６-(1)-③ 賃貸型の県外設置の検討等の状況（能登半島地震・石川県） 

内容 

発災後、県内賃貸住宅の契約件数及び相談件数を定期的に関係団体や不動産事業者

を通じて確認していたところ、１月中旬頃には契約件数が数百件に上っていたこと、

また、県外の賃貸住宅に入居した被災者から、賃貸型応急住宅の対象とならないか問

合せがあったことを踏まえ、１月 20 日頃から、県外の賃貸住宅を賃貸型応急住宅とし

て活用することについて検討を開始した。 

その後、内閣府との協議を踏まえ、２月５日付けで「令和６年能登半島地震におけ

る賃貸型応急住宅実施要綱」を改定し、新潟県、富山県及び福井県まで対象範囲を拡

大した。 

事務分担については、隣県の富山県氷見市等でも大きな被害が発生しており、他県

に申請等の対応を依頼することは困難と判断し、申請事務及び支払事務を被災市町で

実施することとした。 

このように、石川県内の被災市町で全ての事務を行うこととしたため、他県とは特

段協議することはなく、他県の賃貸住宅を石川県の賃貸型応急住宅の対象とする旨連

絡した程度である。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（既存の広域連携協定の活用状況） 

能登半島地震の発災前から、石川県は、中部９県１市による「災害時等の応
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援に関する協定」 41など、災害時における広域的な応援に関する協定を締結し

ていたが、能登半島地震においては、県外に賃貸型を設置するに当たり、協定

に基づく協力要請は行っていなかった。 

その理由として、活用の必要性は感じなかったためとしている（表６-(1)-

④）。 

 

表６-(1)-④ 協定締結団体に協力要請しなかった理由（石川県） 

理由 

 他県への賃貸型の設置は、他県との協議を必要とするほどのものではなかったため、

広域的な災害応援協定の締結団体に応援を依頼しなければならないほどの必要性を感

じなかった。 

（注）当省の調査結果による。 

 

（内閣府との協議に関する事例） 

石川県は、能登半島地震及び奥能登豪雨の際に、県外に賃貸型を設置する際

の範囲について内閣府と協議していた。協議の結果、能登半島地震では、隣接

県への設置が認められた。一方、奥能登豪雨でも県外に設置する方向で協議し

たところ、了承が得られなかったとしており、どのような災害であればどこま

で認められるのか基準が分からなかったので、示してほしいとしている（表６

-(1)-⑤）。 

 

表６-(1)-⑤ 県外に賃貸型を設置する場合の基準についての事例（石川県） 

事例の内容 

内閣府との協議の中で、賃貸型の範囲を県外に拡大することについて、全国や隣県

３県など様々なパターンを検討していたが、内閣府の考えがつかめない場面があった。

奥能登豪雨の際も、県外への拡大を検討していたが、その際は、内閣府から了承が得

られなかった。 

賃貸型の対象範囲の県外への拡大に当たり、内閣府の基準（どのような規模の災害

の場合に対象範囲の県外の拡大が認められるのか、また、拡大が認められる場合は、

どの範囲まで対象となるのか）を事前に示してほしい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

一方で、本件について内閣府は、「設置範囲に制限はない」としている。 

 

（受付事務についての意見） 

能登半島地震では、県外の賃貸型の事務は全て被災市町で行うこととされ

たが、本取扱いについて珠洲市からは、賃貸型の所在市町でも受け付けられる

ようにした方が良いとの意見が聴かれた（表６-(1)-⑥）。 

 

 
41 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県及び名古屋市が締結し

ている協定。詳細は後述 
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表６-(1)-⑥ 他県の賃貸型に入居する際の受付事務についての意見（珠洲市） 

意見の内容 

被災者の中には、郵送ではなく申請書を直接持参したい者もおり、県外の賃貸住宅

に入居する場合は賃貸住宅所在市町に申請することができないのは不便と思われるた

め、県内の場合と同様に賃貸住宅所在市町にも提出可能にしたほうが良いと考える。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 東日本大震災のケース（建設型応急住宅の県外設置） 

調査対象とした被災地域（熊本地震又は能登半島地震の被災地域）では、県

外に建設型を建設した事例はなかったが、東日本大震災では、宮城県気仙沼市

の建設型を岩手県一関市に建設した事例がみられた（表６-(1)-⑦）。 

 

表６-(1)-⑦ 「東日本大震災における災害対応の記録と検証」（令和３年３月気仙沼市）

＜抜粋＞ 

市内だけでは用地を確保できず 200～300 戸分の土地が不足した。県外は避けたかっ

たものの、最終的には一関市（岩手県）から室根、千厩
せ ん ま や

の小中学校跡地の提供を受け

た。県外の土地についても応急仮設住宅の整備は県が実施した。 

（注）振り仮名は当省が付した。 

 

      本件に関連し、東日本大震災発生当時の宮城県幹部職員が、当時の苦悩や

決断の背景、今伝えたいこと等、記憶を基に語った内容をまとめた「みやぎ

の３．１１回顧編」（令和５年３月宮城県編）に、用地の確保に関する広域的

な協力・連携についての意見が記載されている（表６-(1)-⑧）。 

 

表６-(1)-⑧ 「みやぎの３．１１回顧編」＜抜粋＞ 

用地の選定は土木部に事務委任し、各市町村で選んでいただいた用地を確保したの

ですが、同じ行政区域内（住んでいた同じ市町）にプレハブを造れる土地がないので

す。三陸沿岸部は建設に適した平な土地もないですから、南三陸町は隣接する 登米
と め

市に大きな団地を造ったり、気仙沼市は県をまたいで岩手県内に造ったり、という形

にならざるを得ませんでした。広域的な協力・連携も、あらかじめ想定しなければな

らないと思います。 

（注）下線は当省が付した。 

 

(ｲ) 大規模災害が想定されている地域に対する調査の結果 

（協定の締結状況と協定に基づく取組の実態） 

調査対象とした地域（関東、中部、近畿、四国及び九州 42）では、広域的な

協定が締結されており、そのうち、関東、中部、近畿及び九州では、都道府県間

 
42 各地域内の都道府県の整理については、総務省組織令（平成 12 年政令第 246 号）第 133 条における管

区行政評価局の管轄区域のとおりとする。 
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による広域的な協定が締結されている 43。 

しかし、当省が調査した限りでは、近年、いずれの地域も、応急仮設住宅の供

与に関して、当該協定に基づく取組が行われた実績や訓練等の実施について、確

認はできなかった。 

 

ａ 関東 

（広域的な相互応援協定） 

首都圏を構成する埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千

葉市、さいたま市及び相模原市（以下「九都県市」という。）は、九都県市域

内において災害等が発生し被災都県市だけでは十分な応急措置ができない場

合及び九都県市域外において災害等が発生し応援の必要がある場合において、

九都県市の相互連携と協力の下、被災した地方公共団体の応急対策及び復旧

対策を応援するため、「九都県市災害時相互応援等に関する協定」を締結して

いる。 

当該協定において、仮設住宅用地の提供及びあっせんについて規定されて

いる（参考 30）。 

 

（広域的な相互応援協定に基づく応急仮設住宅の供与に関する取組の状況） 

調査対象とした地方公共団体に対し、上記協定に基づく、応急仮設住宅の供

与に関する取組状況について確認したところ、これまで当該協定に基づき応

急仮設住宅の用地を提供した実績はなく、協定に基づく取組も行っていない

としている。 

一方で、被災者が首都圏を広域に移動する可能性を踏まえ、都県間で賃貸型

の手続を統一化できないか検討したいとの意見が聴かれた（表６-(1)-⑨）。 

 

表６-(1)-⑨ 調査対象とした地域の地方公共団体における広域的な協定や住宅の確保

に関する意見 

意見の内容 

○ 具体的な事項については、他の協定や手法に基づく対応が優先されている。本協 

定は応援には間接的に関わる協定となるが、協定の規定に基づく応急仮設住宅の用地

提供という実績はない。支援時の各所管の対応は、他の協定等で対応している。 

○ 広域的な協定に基づく訓練等は実施できてない。各都県で必要書類、手続、ルー

ルが違うため、まずはそこの意識合わせが必要。首都直下地震が発生すると、被災者

は広域で移動し、各都県の賃貸住宅に入居する可能性が高いので、入居手続等につ

いて、少なくとも首都圏はそろえたほうが良い。今後、賃貸型の申込手続の電子化を

検討したいと考えているが、自県しか使えないシステムを作るより、他県と統一し

た仕様で作成できればと考えている。 

○ 広域的な住宅の確保は、関東ブロック全体として共通認識。やはり広域で考えな

いといけない課題 

（注）当省の調査結果による。 

 
43 四国については、一部の市町村が都道府県をまたぐ広域的な協定に参画している。 
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ｂ 中部 

（広域的な相互応援協定） 

富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀

県及び名古屋市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等において、

被災県市又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する

必要のある県市では被災者等の避難、救援等の対策が十分に実施できない場

合に、被災県市等の要請に基づき行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行す

るため、必要な事項について定めた協定（災害時等の応援に関する協定）を締

結している。 

当該協定の実施細則において、仮設住宅等の確保及び調整について規定さ

れている（参考 31）。なお、調査対象とした３県のうち、静岡県と三重県は、

他の都道府県とも協定を複数締結している。 

 

（広域的な相互応援協定に基づく応急仮設住宅の供与に関する取組の状況） 

調査対象とした地方公共団体では、賃貸型については、県内の空き戸数で十

分対応が可能であること等から、県外の応急仮設住宅を活用するための具体

的な検討・準備は行っていなかった。建設型についても、必要戸数に対して供

給可能戸数が上回っており、不足する場合は、県内の賃貸住宅を検討するなど

として、県外に建設型を設置する場合を想定した検討・準備は行っていなかっ

た。 

 

ｃ 近畿 

（広域的な相互応援協定） 

避難者の受入れに関して、関西広域連合とその構成府県等（福井県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県）は、「近畿

圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」（平成 24 年 10 月）を締結してお

り、関西広域連合及び府県が連携して府県間の応援活動を迅速に遂行するた

めの基本となる事項を定めている。 

また、上記協定に基づき、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定

実施細目」を定め、同細目等により要請等の手続、応援を受ける救助の内容、

方法、費用負担等について定めている。 

応急仮設に関する事項については、「関西広域応援・受援実施要綱」（平成 25

年３月関西広域連合広域防災局）において、応急仮設住宅の整備・確保につい

て、「分野別手順書」として、①基本方針、②応援内容、③フォーメーション

（基本体制図）、④オペレーション（業務フロー図、業務内容、留意事項）を

定めている（参考 32）。 

 

（広域的な相互応援協定に基づく応急仮設住宅の供与に関する取組の状況） 

調査対象とした地方公共団体の担当者によると、関西広域応援・受援実施要

綱の策定以降、同要綱に基づいた応急仮設住宅の整備・確保に係る訓練は実施

されていないとしている。 



141 

その理由として、リソースの不足や、賃貸型については必ずしも都道府県間

の事前の調整の必要性はない等の意見が聴かれた（表６-(1)-⑩）。 

 

表６-(1)-⑩ 調査対象とした地域の地方公共団体における広域的な協定や住宅の確保

に関する意見 

意見の内容 

○ 市町村間の連携にも苦慮しており、まずは市町村間での連携に向けた取組を優先

的に検討しており、府県間での連携を行うリソースがない。 

○ 他府県の賃貸住宅の活用について、能登半島地震の際に石川県が行った他府県の

賃貸住宅を借り上げる形式であれば、事前の調整は必要ないと認識している。 

○ 他府県の賃貸住宅を活用する際には、他府県の仲介業者、例えば他府県の協会等

と協力して借り上げることを想定しているため、他府県の協会等と連携が取れるので

あれば、必ずしも府県間との調整・訓練を行う必要性はないと認識している。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｄ 四国 

調査対象とした地方公共団体では、応急仮設住宅の供与に関する、都道府県

をまたぐ広域的な協定は締結していない。その理由として、応急仮設住宅の必

要戸数に対して、県内だけで供給できる見込みであるためとしている。 

 

ｅ 九州 

（広域的な相互応援協定） 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び

山口県（以下「九州・山口９県」という。）は、九州・山口９県又は国内にお

いて、災害等が発生し、被災県独自では十分に災害等の応急対応や災害等から

の復旧・復興に関する対策が実施できない場合に、九州・山口９県が効率的か

つ効果的に被災県への応援を行うために必要な事項について定めた協定（九

州・山口９県災害時応援協定）を平成 23 年 10 月に締結している（参考 33）。 

当該協定では、９県相互の応援内容が網羅的に示され、応援内容の一つに

「避難施設及び住宅の提供」がある。 

なお、応急仮設住宅の供与の手順等について具体的に定めたものはない。 

 

（広域的な相互応援協定に基づく応急仮設住宅の供与に関する取組の状況） 

調査対象とした地方公共団体は、県内において応急仮設住宅が不足し広域

的な対応が必要となる場合に備えた都道府県間での具体性のある協定の締結

については、いずれも必要性を感じていないとして行っていない。その主な理

由として、応急仮設住宅の必要戸数に対して、県内だけで供給できる見込みで

あること等を挙げている（表６-(1)-⑪）。 
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表６-(1)-⑪ 調査対象とした地域の地方公共団体における広域的な協定や住宅の確保

に関する意見 

取組の状況 

○ 応急仮設住宅の供与については当該市町村内で賄い、それが困難であれば県内で

賄うこととしている。 

○ 建設型の供給可能戸数が応急仮設住宅の必要戸数（想定）を上回っていることも

あり、応急仮設住宅の供与について他県に協力依頼することは想定していない。当該

市町村内で賄い、それが困難であれば県内で賄うこととしている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ウ まとめ 

（協定の締結状況と協定に基づく取組の実態等） 

調査対象とした都道府県において、四国を除く地域では、広域的な協定について

締結されていたものの、平時に、協定に基づく取組が行われている状況は確認でき

なかった。また、四国においても、応急仮設住宅の想定必要戸数が充足できる見込

みから、取組の必要性については認識されていない。 

能登半島地震において、石川県は県外に賃貸型を設置するに当たり、事務は全て

石川県内で行うこととしたため、特段他県との調整の必要がなかったとしている

ことを踏まえると、調査結果からは、大規模災害に備えて具現化しておく必要性が

高いとはいえない。 

しかしながら、今後、南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定の見直し等が行

われ、それに併せて必要戸数の推計が再度行われた結果、応急仮設住宅の必要戸数

がこれまで以上に増え、準備が不足することとなる可能性も考えられる。 

そのような場合には、改めてどのように対応するのかを検討し、賃貸型の申込受

付事務など、何らかの対応を他の地方公共団体に依頼する必要があると考えられ

る場合には、事前に調整しておくなど、必要な対応を行うことが期待される。 

 

（賃貸型の都道府県外の設置範囲） 

賃貸型の設置範囲については、制限はなく、全国に設置することも可能となって

おり、能登半島地震では、賃貸型の設置範囲について、石川県内だけでなく、隣接

県までとする運用が行われている。 

南海トラフ地震や首都直下地震においても、都道府県外にも応急仮設住宅を設

置せざるを得なくなる場合もあり得ると考えられる。賃貸型の供与を円滑・迅速化

する観点から、都道府県及び救助実施市は、その場合にはどのように対応するの

か、あらかじめ検討しておくことが望まれる。 

そのため、内閣府は地方公共団体に、賃貸型の設置範囲についての制限はないこ

とを一層周知することが望ましい。 

 

【所見】 

したがって、円滑・迅速な応急仮設住宅の供与の観点から、内閣府は、賃貸型の設

置範囲が制限されていないことについて、より一層の周知を図ること。 
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資料編 

参考１ 南海トラフ巨大地震及び首都直下地震における応急仮設住宅の想定必要戸数等 

 

（注）論点整理による。 
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１ 被害想定に基づく供給戸数の推計状況等 

参考２ 応急仮設住宅の想定必要戸数の推計方法 

応急仮設住宅の想定必要戸数の推計方法 

【推計方法１:全半壊・焼失戸数を用いて推計】 

●全半壊・焼失戸数の２～３割 

・近年の災害における住家被害（全壊・半壊戸数）に対する応急仮設住宅供給戸数

の割合実績 

－阪神・淡路大震災の例 

応急仮設住宅供給戸数（48,439 戸）/住家被害（249,180 棟）×100=19.4％ 

－新潟県中越地震の例 

応急仮設住宅供給戸数（3,460 戸）/住家被害（16,985 棟）×100=20.4％ 

－東日本大震災の例※ただし、福島県の情報を除く。 

応急仮設住宅供給戸数（121,286 戸）/住家被害（373,529 戸）×100=32.5％ 

（参考：「応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ」） 

 

【推計方法２：全壊棟数を用いて推計】 

 

【推計方法３：避難世帯数と応急仮設住宅への入居希望割合等を用いて推計】 

 

【推計方法４：全壊・半壊世帯数と応急仮設住宅への入居希望割合を用いて推計】 

●全壊世帯×応急仮設住宅入居希望割合（事前アンケート結果を活用）＋半壊世帯

×応急仮設住宅入居希望割合（事前アンケート結果を活用） 

●全壊棟数を応急仮設住宅の想定必要戸数として設定 

・東日本大震災時の岩手県・宮城県及び熊本地震時の住宅被害と応急仮設住宅の

対応量との関係※から設定。 

※応急仮設住宅の対応量/全壊棟数=95.6％ 

（参考：「想定首都直下地震後の応急居住広域化の可能性と政策的検討―住宅喪失

世帯・賃貸空家の地震被害・仮設用地データの算定比較を基に―」（地域安全学会

論文集 No.31 2017 年 11 月,佐藤慶一）） 

●避難世帯数※×建物が全壊・半壊を理由に避難している者の割合×応急仮設住宅

等への希望者の割合 

※避難世帯数＝避難者数/平均世帯人員 

 

－阪神・淡路大震災において、平成７年１月 22 日（発災後５日目）、兵庫県は、避

難者数及び住宅の被害状況を把握するため、避難所緊急パトロール隊により、

726 箇所の避難所を回り、約 1,600 名に対して、避難者ヒアリング調査を実施

し、応急仮設住宅の必要戸数の推計を実施。 

○そのうち、７割の人が全壊・半壊で、このうち９割の人が住宅の提供を希望。 

○避難者総数は、約 30 万名、約 10 万世帯（３名/世帯）と推測。 

○住宅の必要戸数は、約６万戸と想定（うち応急仮設住宅は３万戸）。 

（参考：「応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ」） 
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－発災から１か月経過以後を想定（１か月間は避難所等生活）。事前の住民アンケ

ート調査により、所有形態別（持ち家、借家）、住居が全壊した場合又は半壊し

た場合の住宅確保の手段割合を推定し、応急仮設住宅入居者数を推計。 

（参考：「応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ」） 

 

【推計方法５：断水人口を踏まえた避難者数から推計】 

 

【推計方法６：避難世帯数に全半壊世帯の割合を乗じ推計】 

●全避難者数（（全壊建物棟数＋0.13※３×半壊棟数）×市町村別の１棟当たり平均

人員数＋断水人口※1×断水時生活困窮度※２（１か月後：0.9））÷１世帯平均構成

人員 

 

※１ 断水人口は、自宅建物被害を原因とする避難者を除く断水世帯人員 

※２ 自宅建物は大きな損傷をしていないが、断水が継続されることにより自宅での生活をし続

けることが困難となる度合いを意味する。 

※３ 神戸市民生局（1996）によれば、神戸市の発災当日の避難所就寝者数は 20 万 2,043 人であ

り、当日の避難所避難比率を 60％※４とすれば、当日避難者数は約 34 万人弱であった。 

（避難所就寝者数：202,043 人÷0.6＝336,738 人） 

これは全壊建物居住人口の 100％＋半壊建物居住人口の 13％に相当することから、半壊によ

る避難者数を算出するための係数を 0.13 としている。 

※４ 室崎ら（1996）※5 は、神戸市内震度７地域の住民へのアンケート調査により、｢自宅被害

と当日の避難場所｣の関係を明らかにしている。これによれば、避難した人の避難先は、自

宅被害の大小にかかわらず、避難所避難比率は約 65％である。 

木村ら（2010）※6 は、阪神・淡路大震災の震度６強及び震度７地域の居住地の変遷過程を

分析しており、これによれば、避難所避難比率は約 58％である。 

これら二つの調査の中間的な値を用いて、当日の避難所避難比率＝60％としている。 

※５ 今泉恭一・金子弘幸・佐藤博臣・室崎益輝（1996）：阪神淡路大震災における市民の初期対

応行動に関する研究,日本建築学会大会学術講演梗概集 

※６ 木村玲欧・田村圭子・井ノ口宗成・林春男・浦田康幸（2010）：災害からの被災者行動・生

活再建過程の一般化の試み～阪神・淡路大震災、中越地震、中越沖地震復興調査結果研究討

究,地域安全学会論文集,No.13 

（参考「静岡県第４次地震被害想定（第二次報告）報告書」（平成 25 年 11 月

29 日,静岡県）「応急仮設住宅供給計画（案）（その１：配置計画、標準仕様・

標準設計編）」（平成 28 年 11 月改訂,高知県土木部住宅課） 

●避難者数/２人（避難世帯数の推計）×80％（内、全半壊世帯数を推計） 

 

－建設型仮設住宅の必要戸数の推計に際しては、東日本大震災での実績を基に、

「借上型仮設住宅」と「建設型仮設住宅」の割合を１：１と設定し、上記に 1/2

を乗じて建設分を推計している。 

（参考：「応急仮設住宅の供給に係る神奈川県資源配分計画」（平成 30 年 12 月,
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神奈川県） 

「広島県応急仮設住宅建設マニュアル」（平成 25 年１月,広島県） 

「応急仮設住宅建設マニュアル」（平成 30 年３月改訂,香川県土木部住宅課） 

（注）活用の手引きによる。 

 

参考３ 応急仮設住宅の必要戸数の推計における被害棟数から被害戸数への換算方法 

 

（注）活用の手引きによる。 
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３ 応急修理 

参考４ 熊本地震及び能登半島地震における応急修理の制度運用開始と申請期限 

都道府県 開始 期限（注４） 

熊本県（熊本地震） 平成 28 年４月 25 日（注１） 令和元年６月末 

石川県（能登半島地震） 令和６年１月１日（注２） 令和８年９月末 

新潟県（能登半島地震） 令和６年１月９日（注３） 令和６年 12 月末 

（注）１ 「平成 28 年熊本地震における住宅の応急修理実施要領」による。 

   ２ 「住宅の応急修理実施要領（令和６年能登半島地震）」による。 

   ３ 「令和６年能登半島地震における「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領」による。 

   ４ 期限は、当省の調査結果による（令和８年１月１日時点）。 

 

参考５ 応急修理の申込件数等の推移（熊本地震・熊本県） 

時点 申込件数（累計） 修理完了件数（累計） 修理未完了件数 

H28.４末 1,045 3 993 

H28.５末 4,254 34 4,081 

H28.６末 4,476 254 4,083 

H28.７末 9,060 877 8,044 

H28.８末 14,356 2,322 11,895 

H28.９末 18,095 3,923 14,033 

H28.10 末 20,298 5,844 14,315 

H28.11 末 21,803 8,081 13,583 

H28.12 末 22,994 10,748 12,107 

H29.１末 24,089 12,329 11,621 

H29.２末 25,614 14,222 11,253 

H29.３末 29,382 16,938 12,305 

H29.４末 33,841 17,427 16,273 

H29.５末 34,043 18,257 15,402 

H29.６末 34,572 19,860 14,320 

H29.７末 35,558 20,752 14,125 

H29.８末 35,559 21,331 13,494 

H29.９末 35,560 22,443 12,320 

H29.10 末 35,560 23,388 11,113 

H29.11 末 35,572 23,909 10,582 

H29.12 末 35,605 24,741 9,756 

H30.１末 35,613 25,177 8,954 

H30.２末 35,617 26,188 7,832 

H30.３末 35,648 30,099 3,694 

H30.４末 35,648 30,157 3,482 

H30.５末 35,648 30,360 3,236 

H30.６末 35,649 30,702 2,841 
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H30.７末 35,653 30,904 2,606 

H30.８末 35,653 31,198 2,277 

H30.９末 35,653 31,465 1,950 

H30.10 末 35,644 31,612 1,782 

H30.11 末 35,644 31,959 1,382 

H30.12 末 35,640 32,200 1,087 

H31.１末 35,670 32,552 705 

H31.２末 35,700 32,791 454 

H31.３末 35,700 33,061 23 

H31.４末 35,700 33,068 16 

R１.５末 35,700 33,069 15 

R１.６末 35,700 33,070 14 

R１.７末 35,700 33,071 13 

R１.８末 35,700 33,072 12 

R１.９末 35,700 33,076 7 

R１.10 末 35,700 33,083 0 

（注）当省の調査結果による。 

 

参考６ 応急修理の申込件数等の推移（能登半島地震・石川県） 

時点 申込件数（累計） 修理完了件数（累計） 修理未完了件数 

R６.１末 79 5 74 

R６.２末 527 49 478 

R６.３末 1,349 271 1,078 

R６.４末 3,196 1,169 2,027 

R６.５末 4,815 2,144 2,671 

R６.６末 6,408 3,390 3,018 

R６.７末 7,981 4,462 3,519 

R６.８末 8,979 5,484 3,495 

R６.９末 9,929 6,245 3,684 

R６.10 末 10,766 7,027 3,739 

R６.11 末 11,444 7,604 3,840 

R６.12 末 11,926 7,983 3,943 

R７.１末 12,200 8,222 3,978 

（注）当省の調査結果による。 

 

参考７ 応急修理の申込件数等の推移（能登半島地震・新潟県） 

時点 申込件数（累計） 修理完了件数（累計） 修理未完了件数 

R６.１末 24 1 23 
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R６.２末 898 32 866 

R６.３末 3,128 221 2,908 

R６.４末 4,167 642 3.525 

R６.５末 4,985 1,314 3,671 

R６.６末 5,724 2,045 3,679 

R６.７末 6,180 2,751 3,429 

R６.８末 6,475 3,312 3.163 

R６.９末 6,790 3,860 2,930 

R６.10 末 7,256 4,429 2,827 

R６.11 末 7,749 4,999 2,750 

R６.12 末 8,691 5,593 3.097 

R７.１末 8,781 6,069 2,711 

R７.２末 8,836 6,408 2,427 

R７.３末 8,887 6,831 2,055 

R７.４末 8,925 7,108 1,816 

R７.５末 8,954 7,372 1,581 

R７.６末 8,963 7,575 1,387 

R７.７末 8,972 7,774 1,197 

（注）当省の調査結果による。 
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参考８ 応急修理の事務処理フロー（旧フロー） 

 

（注）「災害救助事務取扱要領」（平成 31 年４月版）による。 
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参考９ 応急修理の旧フロー 

 

（注）応急修理の手引きによる。 
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参考 10 応急修理の新フロー 

 

（注）「災害救助事務取扱要領」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

４ 賃貸型応急住宅 
参考 11 救助事務費（内閣府告示第 16 条） 

 
（注）内閣府ホームページ掲載資料を基に当省が作成した。 
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参考 12 賃貸型の手引き＜抜粋＞ 
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参考 13 「東日本大震災に係る応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取扱につ

いて」＜抜粋＞ 
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参考 14 賃貸型応急住宅の制度運用開始と申請期限 

都道府県 開始 期限（注３） 

熊本県（熊本地震） 平成 28 年４月 26 日（注１） 平成 29 年３月末 

石川県（能登半島地震） 令和６年１月４日（注２） 令和７年１月末 

（注）１ 「平成 28 年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ事業実施要領」による。 

   ２ 「令和６年能登半島地震における賃貸型応急住宅に係る事務処理要領」による。 

３ 期限は、当省の調査結果による（令和８年１月１日時点）。  
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参考 15 ３者間契約時の重要事項説明書（例） 
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（注）広島県宅地建物取引業協会ホームページ掲載資料による。  
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参考 16 一般借家契約時の重要事項説明書（例） 
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（注）鹿児島県宅地建物取引業協会ホームページ掲載資料による。 

 



161 

参考 17 能登半島地震における輪島市の長期避難世帯（ライフライン途絶）に関する内

閣府との協議資料＜抜粋＞ 
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（注）石川県の資料を当省が加工（黒塗り）した。 
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５ 建設型応急仮設住宅 
参考 18 主な建設型関係団体とその概要 

 

（注）建設型の手引きによる。 
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参考 19 能登半島地震における建設型の候補地選定から建設までの業務フロー 

 

（注）石川県の資料による。 
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参考 20 都道府県協定締結先（令和７年９月 30 日時点） 

都道府県名 協定締結先 

東京都 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

神奈川県 

（県内救助

実施市と連

名） 

・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

・（一社）神奈川県建設業協会 

・（一社）神奈川県建築士事務所協会 

愛知県 

（県内救助

実施市と連

名） 

・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

・(一社)日本ツーバイフォー建築協会東海支部 

静岡県 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

・（一社）日本ツーバイフォー建築協会静岡県支部 

三重県 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

・（一社）三重県建設業協会、三重県木材協同組合連合会、（一社）三重

電業協会、（一社）三重県管工事工業協会（４者連名） 

・（一社）日本ログハウス協会 

大阪府 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・都市再生機構西日本支社 

兵庫県 

（県内救助

実施市と連

名） 

・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

和歌山県 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・和歌山県応急木造仮設住宅建設協議会 
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（和歌山県木造住宅生産体制強化推進協議会、（一社）全国木造建設事

業協会、（一社）日本木造住宅産業協会の３団体で構成） 

愛媛県 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

高知県 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）日本ムービングハウス協会 

大分県 ・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）大分県建設業協会 

・（一社）大分県電設業協会 

・大分県管工事協同組合連合会 

・（一社）日本モバイル建築協会 

宮崎県 

・（一社）プレハブ建築協会 

・（一社）全国木造建設事業協会 

・（一社）日本木造住宅産業協会 

・（一社）宮崎県建設業協会 

（注）当省の調査結果による。 
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参考 21 建設型応急住宅の建設候補地の確保状況等について（熊本県） 
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（注）熊本県の資料を当省が加工（黒塗り）した。 
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参考 22 石川県における建設型整備状況（能登半島地震、奥能登豪雨）（令和６年 12

月 23 日時点） 

 



170 

 



171 
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（注）石川県ホームページ掲載資料による。 
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参考 23 石川県における民有地の活用状況（能登半島地震、奥能登豪雨）（令和７年２

月７日時点） 

 

（注）石川県の資料による。 
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参考 24 仮設住宅の恒久活用について 

 

（注）内閣府の資料による。 

  



176 

参考 25 能登半島地震における石川県の建設型整備方針（令和６年８月 27 日時点） 

 

（注）石川県の資料による。 
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参考 26 神奈川県における配置計画（例） 

 

（注）神奈川県の資料による。 

 

参考 27 宮崎県における配置計画（例） 

 

（注）宮崎県の資料による。 
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参考 28 愛知県における配置計画（例） 

 

（注）愛知県の資料を当省が加工（黒塗り）した。 

 

参考 29 田辺市における配置計画作成の取組 

③仮設住宅 

応急仮設住宅建設予定地の現状把握、計画にも活かせます。 

令和５年度は一般社団法人和歌山県建築士会のご協力を得て、デジタルツインを活用

して、仮設住宅計画の取組みも行いました。 

 

（注）田辺市ホームページによる。
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６ 広域的な住宅の確保 

参考 30 関東：九都県市災害時相互応援等に関する協定＜抜粋＞ 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1)物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

ア、食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせ

ん 

イ、被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資

の提供及びあっせん 

ウ、情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及び

あっせん 

エ、救助、応急復旧等に必要な人員の派遣 

(2)医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん 

(3)被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん 

(4)被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん 

(5)救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提

供及びあっせん 

(6)避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開その他の都県市境付近における必

要な措置 

(7)前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項 

（注）下線は当省が付した。 
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参考 31 中部：災害時等の応援に関する協定実施細則（防災）＜抜粋＞ 

（応援県市） 

第２条 協定第２条第１項に基づく応援県市の救援対策本部の業務は、次のとおりと

し、第３項に基づき決定される主たる応援県市の調整に基づき、行うものとする。 

(1) 被災県市の情報収集と状況把握 

(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

(3) 中部９県１市連絡事務所への連絡員派遣 

(4) 震度７の地震が中部９県１市内で発生、又は災害発生時に被災県市と連絡が

とれない場合、速やかに初動時に必要な物資を準備し、必要に応じ搬出 

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うため必要な業務 

２ 前項の応援県市の救援対策本部には、被災県市への一元的、一体的な応援のた

め、必要に応じて、応援県の市町村等の応援関係団体が参加することができるも

のとする。 

３ 協定第２条第２項に基づく主たる応援県市は、別表１のとおり、決定するもの

とする。ただし、太平洋側の複数県が被災した場合には、別表２のとおり、決定す

るものとする。 

４ 協定第２条第３項に基づく主たる応援県市の救援対策本部の業務は、次のとお

りとする。 

(1) 被災県市災害対策本部内での中部９県１市連絡事務所の設置及び連絡員派遣 

(2) 被災県市の情報収集と状況把握 

(3) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

(4) 要請内容の協定県市への適切な仕分け（コーディネート） 

(5) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

(6) 被災県市および災害応急活動実施機関との連絡調整 

(7) 被災者の受入施設（病院・福祉施設・仮設住宅等）の確保および調整 

(8) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うため必要な業務 

５ 前各項の業務の遂行に関し必要な事項は、別に定める。 

（注）下線は当省が付した。 
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参考 32 近畿：関西広域応援・受援実施要綱＜抜粋＞ 

16 応急仮設住宅の整備・確保 

(1) 基本方針 

広域連合及び構成団体は、連携県、市町村等と連携し、住宅を失った被災者に対

する住生活の早期確保を図るため、関係団体等と連携し応急仮設住宅の迅速な整

備・確保に係る職員等の派遣、建設用地の貸与等の応援・受援活動を行う。 

(2) 応援内容 （略） 

(3) フォーメーション 

 
(4) オペレーション （略） 

（注）下線は当省が付した。 
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参考 33 九州：九州・山口９県災害時応援協定<抜粋> 

（応援の種類） 

第６条 応援の種類は、次のとおりとする。 

一 第２条第一号に規定する事象に係るもの 

イ 職員の派遣 

ロ 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

ハ 避難施設及び住宅の提供 

ニ 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

ホ 医療支援 

ヘ 物資集積拠点の確保 

ト 災害廃棄物の処理支援 

チ その他応援のため必要な事項 

二 第２条第二号に規定する事象に係るもの 

イ 検体検査 

ロ マスク、防護服等の医療資機材の提供 

ハ その他応援のため必要な事項 

（注）下線は当省が付した。 


